
- 1 - 

周防大島町告示第31号 

 平成17年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成17年８月31日 

                              周防大島町長 中本 冨夫 

１ 期 日  平成17年９月８日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

安本 貞敏君          伊東 梅芳君 

土手 正喜君          平野 和生君 

荒川 政義君          浜戸 信充君 

杉山 藤雄君          神岡 光人君 

田村 三郎君          伊藤 秀行君 

武政 輝夫君          平村 真成君 

魚谷 洋一君          松井 岑雄君 

黑田 壇豊君          広田 清晴君 

魚原 満晴君          冨田 安英君 

木村  潔君          中本 博明君 

平川 敏郎君          田中隆太郎君 

小田 貞利君          尾元  武君 

久保 雅己君          新山 玄雄君 

────────────────────────────── 

○９月20日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月21日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成17年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成17年９月８日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成17年９月８日 午前９時37分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案説明 

 日程第５ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第６ 認定第１号 平成１６年度久賀町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成１６年度大島町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第３号 平成１６年度東和町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第４号 平成１６年度橘町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第５号 平成１６年度周防大島広域連合各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第６号 平成１６年度大島郡環境衛生施設組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第７号 平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事業決算の認定につい

て 

 日程第13 認定第８号 平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 認定第９号 平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について 

 日程第15 議案第１号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第16 議案第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

            について 

 日程第17 議案第３号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第18 議案第４号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第19 議案第５号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第20 議案第６号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ
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いて 

 日程第21 議案第７号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

            について 

 日程第22 議案第８号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

            について 

 日程第23 議案第９号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第24 議案第10号 平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第25 議案第11号 平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分について 

 日程第26 議案第12号 周防大島町農業委員会の農地部会の設置と構成する委員の定数に関す

る条例の一部改正について 

 日程第27 議案第13号 周防大島町農業委員会の農政部会の設置と構成する委員の定数に関す

る条例の廃止について 

 日程第28 議案第14号 周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例の制

定について 

 日程第29 議案第15号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条

例の制定について 

 日程第30 議案第16号 周防大島町コミュニティ施設設置条例の一部改正について 

 日程第31 議案第17号 周防大島町前島公民館設置条例等の一部改正について 

 日程第32 議案第18号 周防大島町学習等供用施設設置条例の一部改正について 

 日程第33 議案第19号 周防大島町歴史民俗資料館条例の一部改正について 

 日程第34 議案第20号 周防大島町町衆文化伝承の館条例の一部改正について 

 日程第35 議案第21号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部改正について 

 日程第36 議案第22号 日本ハワイ移民資料館条例の一部改正について 

 日程第37 議案第23号 周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例の一部改正につい

て 

 日程第38 議案第24号 周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条

例の一部改正について 

 日程第39 議案第25号 周防大島町在宅介護支援センター設置条例の一部改正について 

 日程第40 議案第26号 周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例の一部改正について 

 日程第41 議案第27号 周防大島町立老人憩の家条例の一部改正について 
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 日程第42 議案第28号 周防大島町園芸サロン設置条例の一部改正について 

 日程第43 議案第29号 周防大島町立農事集会所条例の一部改正について 

 日程第44 議案第30号 周防大島町東和農林水産物直売所設置条例の全部改正について 

 日程第45 議案第31号 周防大島町橘農水産物直売所条例の一部改正について 

 日程第46 議案第32号 周防大島町サン・スポーツランド片添設置条例の全部改正について 

 日程第47 議案第33号 周防大島町やしろ郷ふれあいの里施設の設置及び管理運営に関する条

例の全部改正について 

 日程第48 議案第34号 竜崎温泉潮風の湯設置及び管理条例の一部改正について 

 日程第49 議案第35号 周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド設置条例の全部改正について 

 日程第50 議案第36号 周防大島町青少年旅行村設置条例の全部改正について 

 日程第51 議案第37号 周防大島町陸奥野営場設置条例の全部改正について 

 日程第52 議案第38号 周防大島町立陸奥記念館設置条例の全部改正について 

 日程第53 議案第39号 周防大島町なぎさ水族館設置条例の全部改正について 

 日程第54 議案第40号 周防大島町総合交流ターミナル設置条例の全部改正について 

 日程第55 議案第41号 山口県東部地方税整理組合の解散について 

 日程第56 議案第42号 山口県東部地方税整理組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第57 議案第43号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について 

 日程第58 議案第44号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少につ

いて 

 日程第59 議案第45号 山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について 

 日程第60 議案第46号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更について 

 日程第61 議案第47号 山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について 

 日程第62 議案第48号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の変更について 

 日程第63 議案第49号 平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設

工事（第１工区）の請負契約の締結について 
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 日程第64 議案第50号 平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設

工事（第２工区）の請負契約の締結について 

 日程第65 議案第51号 平成１７年度特定環境保全公共下水道事業管路施設工事（西枝３工区）

の請負契約の締結について 

 日程第66 請願第４号 周防大島町の交通事故の実態を調査し、施設・設備の整備・改善を重

視した交通事故防止計画を作成し、その実現に取り組んでいただくこ

とに関する請願書 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案説明 

 日程第５ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第６ 認定第１号 平成１６年度久賀町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成１６年度大島町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第３号 平成１６年度東和町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第４号 平成１６年度橘町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第５号 平成１６年度周防大島広域連合各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第６号 平成１６年度大島郡環境衛生施設組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第７号 平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事業決算の認定につい

て 

 日程第13 認定第８号 平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 認定第９号 平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について 

 日程第15 議案第１号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第16 議案第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

            について 

 日程第17 議案第３号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第18 議案第４号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
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 日程第19 議案第５号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第20 議案第６号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第21 議案第７号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

            について 

 日程第22 議案第８号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

            について 

 日程第23 議案第９号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第24 議案第10号 平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第25 議案第11号 平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分について 

 日程第26 議案第12号 周防大島町農業委員会の農地部会の設置と構成する委員の定数に関す

る条例の一部改正について 

 日程第27 議案第13号 周防大島町農業委員会の農政部会の設置と構成する委員の定数に関す

る条例の廃止について 

 日程第28 議案第14号 周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例の制

定について 

 日程第29 議案第15号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条

例の制定について 

 日程第30 議案第16号 周防大島町コミュニティ施設設置条例の一部改正について 

 日程第31 議案第17号 周防大島町前島公民館設置条例等の一部改正について 

 日程第32 議案第18号 周防大島町学習等供用施設設置条例の一部改正について 

 日程第33 議案第19号 周防大島町歴史民俗資料館条例の一部改正について 

 日程第34 議案第20号 周防大島町町衆文化伝承の館条例の一部改正について 

 日程第35 議案第21号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部改正について 

 日程第36 議案第22号 日本ハワイ移民資料館条例の一部改正について 

 日程第37 議案第23号 周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例の一部改正につい

て 

 日程第38 議案第24号 周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条

例の一部改正について 
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 日程第39 議案第25号 周防大島町在宅介護支援センター設置条例の一部改正について 

 日程第40 議案第26号 周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例の一部改正について 

 日程第41 議案第27号 周防大島町立老人憩の家条例の一部改正について 

 日程第42 議案第28号 周防大島町園芸サロン設置条例の一部改正について 

 日程第43 議案第29号 周防大島町立農事集会所条例の一部改正について 

 日程第44 議案第30号 周防大島町東和農林水産物直売所設置条例の全部改正について 

 日程第45 議案第31号 周防大島町橘農水産物直売所条例の一部改正について 

 日程第46 議案第32号 周防大島町サン・スポーツランド片添設置条例の全部改正について 

 日程第47 議案第33号 周防大島町やしろ郷ふれあいの里施設の設置及び管理運営に関する条

例の全部改正について 

 日程第48 議案第34号 竜崎温泉潮風の湯設置及び管理条例の一部改正について 

 日程第49 議案第35号 周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド設置条例の全部改正について 

 日程第50 議案第36号 周防大島町青少年旅行村設置条例の全部改正について 

 日程第51 議案第37号 周防大島町陸奥野営場設置条例の全部改正について 

 日程第52 議案第38号 周防大島町立陸奥記念館設置条例の全部改正について 

 日程第53 議案第39号 周防大島町なぎさ水族館設置条例の全部改正について 

 日程第54 議案第40号 周防大島町総合交流ターミナル設置条例の全部改正について 

 日程第55 議案第41号 山口県東部地方税整理組合の解散について 

 日程第56 議案第42号 山口県東部地方税整理組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第57 議案第43号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について 

 日程第58 議案第44号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少につ

いて 

 日程第59 議案第45号 山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について 

 日程第60 議案第46号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更について 

 日程第61 議案第47号 山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について 

 日程第62 議案第48号 山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口

県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の
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減少及び規約の変更について 

 日程第63 議案第49号 平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設

工事（第１工区）の請負契約の締結について 

 日程第64 議案第50号 平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設

工事（第２工区）の請負契約の締結について 

 日程第65 議案第51号 平成１７年度特定環境保全公共下水道事業管路施設工事（西枝３工区）

の請負契約の締結について 

 日程第66 請願第４号 周防大島町の交通事故の実態を調査し、施設・設備の整備・改善を重

視した交通事故防止計画を作成し、その実現に取り組んでいただくこ

とに関する請願書 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 

９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

12番 平村 真成君       13番 魚谷 洋一君 

14番 松井 岑雄君       15番 黑田 壇豊君 

16番 広田 清晴君       17番 魚原 満晴君 

18番 冨田 安英君       19番 木村  潔君 

20番 中本 博明君       21番 平川 敏郎君 

22番 田中隆太郎君       23番 小田 貞利君 

24番 尾元  武君       25番 久保 雅己君 

26番 新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

11番 武政 輝夫君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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事務局長代理 木元 真琴君     書  記 河井 敏博君 

書  記 藤本万亀子君     書記代理 中村 和典君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   助役 …………………… 椎木  巧君 

収入役 ………………… 吉村 正晴君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   総合政策課長 ………… 坂本  薫君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 村田 章文君 

久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君   大島総合支所長 ……… 山本  治君 

東和総合支所長 ……… 田村  博君   橘総合支所長 ………… 中河 美昭君 

教育次長 ……………… 布村 和男君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

税務課長 ……………… 橋本 澄夫君   契約監理課長 ………… 平田 好男君 

商工観光課長 ………… 中原  忍君   下水道課長 …………… 嶋元 則昭君 

監査委員 ……………… 末満 良勇君                      

────────────────────────────── 

午前９時37分開会 

○議長（新山 玄雄君）  おはようございます。本日はお忙しい中を御出席いただきましてありが

とうございます。ただいまから平成１７年第３回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 武政議員から欠席の通告を受けております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１５番、黑田壇豊議員、１６番、

広田清晴議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る９月１日開催の議会運営委員会において協議の
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結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月２１日までの１４日間といたした

いと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布し

てある会期日程のとおり、本日から９月２１日までの１４日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、議員各位既に御案内とは存じますが、議会事務局長の山内君が、先日急遽入院加療とい

うことになり、今期定例会への出席がかないません。よって、議事課長である木元君に、今期定

例会について局長の代理を務めさせますので、御協力をお願いいたします。 

 それでは、本年６月以降本日までに本議会に提出されております文書について御報告いたしま

す。 

 まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査６月、７月、８月実施分の

結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 また次に、請願、陳情等についてであります。請願、陳情それぞれ１件、お手元に配布いたし

ておりますが、請願第４号「周防大島町の交通事故の実態を調査し、施設・設備の改善を重視し

た交通事故防止計画を作成し、その実現に取り組んでいただくことに関する請願書」については、

本会議において日程事項としておりますので、後ほど御審議いただくことといたします。 

 また、陳情・要望第７号「上関原子力発電所の建設促進を求める陳情書」は、取り扱いについ

て議会運営委員会にお諮りいたしました結果、総務委員会において審議中である請願第２号「上

関原発建設反対を求める請願書」と対峙関連するものであり、総務委員会において審議していた

だくことといたしました。総務委員会においては慎重なる御審議を願います。 

 次に、建設環境常任委員長より委員会の行政視察研修の成果報告がなされましたので、お手元

にその写しを配布いたしておりますので、御高覧いただきたいと思います。常任委員会の皆様、

大変研修御苦労さまでございました。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、議案の説明に入ります。 

 町長より議案の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  おはようございます。平成１７年の第３回周防大島町議会定例会を招集
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いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙にもかかわりませず早朝から御参集を

賜り、まことにありがとうございます。それでは、本日提案をいたしております議案につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をいたしております案件は、人事案件が１件、決算の認定に関するもの９件、

補正予算に関するもの１０件、剰余金処分に関するもの１件、条例の制定及び一部改正等に関す

るもの２９件、市町村合併に伴います一部事務組合の規約変更等に関するもの８件、工事請負契

約の締結に関するもの３件であります。 

 まず、同意第１号は、周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてであ

ります。 

 来る１１月２６日を以って任期満了となります周防大島町教育委員会委員の任命につき、議会

の御同意をお願いをするものであります。 

 次に、認定第１号から認定第９号までは、平成１６年度各会計決算の認定についてであります。 

 平成１６年度は、全国の地方自治体においては、市町村合併という大きな変革期にあり、我が

大島郡４町も昨年１０月１日に合併をし、周防大島町として新たなスタートをすることができま

した。 

 本日は、合併前の久賀町、大島町、東和町及び橘町の平成１６年度各会計歳入歳出決算、周防

大島広域連合、大島郡環境衛生施設組合、大島郡国民健康保険診療施設組合の一部事務組合等の

決算、１０月１日以降の周防大島町各会計歳入歳出決算、周防大島町公営企業局事業決算の認定

についてお諮りするものでございます。 

 監査委員の決算審査意見並びに主要施策成果説明書を添えて決算書をお配りいたしているとこ

ろでありますが、おかげさまで各会計とも順調に予算の執行ができました。 

 このことは、議員各位をはじめ町民の皆様方の温かい御理解と御協力のたまものであり、ここ

に深く感謝の意を表する次第であります。 

 決算の詳細内容につきましては、後ほどそれぞれの担当から御説明を申し上げます。 

 次に、議案第１号は、平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）についてでありま

す。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億４,２６７万５,０００円を追加をし、歳

入歳出の総額をそれぞれ１７３億４,８１２万７,０００円とするものであります。 

 議案第２号は、平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５,０３２万５,０００円を追加をし、歳入歳

出の総額をそれぞれ３０億９,９０５万９,０００円とするものでございます。 
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 議案第３号は、平成１７年度の周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）について

であります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,７４７万９,０００円を追加をし、歳入歳

出の総額をそれぞれ５１億５１９万６,０００円とするものでございます。 

 議案第４号は、平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２９８万２,０００円を追加をし、歳入歳出

の総額をそれぞれ２５億９,５５１万４,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,１１８万円を追加をし、歳入歳出の総額

をそれぞれ９億８,７１０万８,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであ

ります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８０４万５,０００円を追加をし、歳入歳出

の総額をそれぞれ５億１,２７１万１,０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１６万２,０００円を追加をし、歳入歳出

の総額をそれぞれ１５億４,７０５万８,０００円とするものでございます。 

 議案第８号は、平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５万２,０００円を追加をし、歳入歳出の

総額をそれぞれ４,２２６万２,０００円とするものでございます。 

 議案第９号は、平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２５万２,０００円を追加をし、歳入歳出総

額をそれぞれ８,１９０万９,０００円とするものでございます。 

 議案第１０号は、平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万１,０００円を追加をし、歳入歳出の総額

をそれぞれ１,０８５万１,０００円とするものであります。 
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 議案第１１号は、平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金の処分についてであります。 

 公営企業局事業においては、平成１６年度に発生した純利益を処分しようとするものでござい

ます。 

 議案第１２号は、周防大島町農業委員会の農地部会の設置と構成する委員の定数に関する条例

の一部改正についてであります。 

 農業委員会等に関する法律第１２条第１号により選任される委員の数が最大３名であることか

ら、農地部会において互選される定数を変更するため条例を改正しようとするものでございます。 

 議案第１３号は、周防大島町農業委員会の農政部会の設置と構成する委員の定数に関する条例

の廃止についてであります。 

 去る７月に行われました周防大島町農業委員会委員一般選挙により委員定数が減少し、農政部

会を構成することが不可能となったため、このたび条例を廃止しようとするものでございます。 

 議案第１４号から議案第４０号までは、公の施設の管理運営に関する指定管理者制度が導入さ

れたことに伴いまして、従来の管理委託を可能とする条例を町直営による管理または指定管理者

による管理代行ができるものとするため条例の制定または一部改正等を行い、整備するものでご

ざいます。 

 議案第１４号は、周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定につ

いて。 

 議案第１５号は、周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例の制

定について。 

 議案第１６号は、周防大島町コミュニティー施設設置条例の一部改正について。 

 議案第１７号は、周防大島町前島公民館設置条例等の一部改正について。 

 議案第１８号は、周防大島町学習等供用施設設置条例の一部改正について。 

 議案第１９号は、周防大島町歴史民俗資料館条例の一部改正について。 

 議案第２０号は、周防大島町町衆文化伝承の館条例の一部改正について。 

 議案第２１号は、周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部改正について。 

 議案第２２号は、日本ハワイ移民資料館条例の一部改正について。 

 議案第２３号は、周防大島町在宅老人デーサービスセンター設置条例の一部改正について。 

 議案第２４号は、周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条例の一

部改正について。 

 議案第２５号は、周防大島町在宅介護支援センター設置条例の一部改正について。 

 議案第２６号は、周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例の一部改正について。 

 議案第２７号は、周防大島町立老人憩の家条例の一部改正について。 
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 議案第２８号は、周防大島町園芸サロン設置条例の一部改正について。 

 議案第２９号は、周防大島町立農事集会所条例の一部改正について。 

 議案第３０号は、周防大島町東和農林水産物直売所設置条例の全部改正について。 

 議案第３１号は、周防大島町橘農水産物直売所条例の一部改正について。 

 議案第３２号は、周防大島町サン・スポーツランド片添設置条例の全部改正について。 

 議案第３３号は、周防大島町やしろ郷ふれあいの里施設の設置及び管理運営に関する条例の全

部改正について。 

 議案第３４号は、竜崎温泉潮風の湯設置及び管理条例の一部改正について。 

 議案第３５号は、周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド設置条例の全部改正について。 

 議案第３６号は、周防大島町青少年旅行村設置条例の全部改正について。 

 議案第３７号は、周防大島町陸奥野営場設置条例の全部改正について。 

 議案第３８号は、周防大島町立陸奥記念館設置条例の全部改正について。 

 議案第３９号は、周防大島町なぎさ水族館設置条例の全部改正について。 

 議案第４０号は、周防大島町総合交流ターミナル設置条例の全部改正についてであります。 

 次に、議案第４１号から議案第４８号までは県内における市町村合併に伴います一部事務組合

の規約変更等に関するものであります。 

 議案第４１号は、山口県東部地方税整理組合の解散について。 

 議案第４２号は、山口県東部地方税整理組合の解散に伴う財産処分について。 

 議案第４３号は、山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町

村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について。 

 議案第４４号は、山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町

村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少について。 

 議案第４５号は、山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分について。 

 議案第４６号は、山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町

村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について。 

 議案第４７号は、山口県市町村職員退職手当組合の財産処分について。 

 議案第４８号は、山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町

村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてであ

ります。 

 議案第４９号は、平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設工事

（第１工区）の請負契約の締結についてであります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町大字西安下庄の大島建設株式会社が落札をいたしましたので、
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この業者と工事請負契約を締結するため、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第５０号は、平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設工事

（第２工区）の請負契約の締結についてであります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町大字東安下庄のユタカ工業株式会社が落札をいたしましたの

で、この業者と工事請負契約を締結するため、議会の議決をお願いをするものでございます。 

 議案第５１号は、平成１７年度特定環境保全公共下水道事業管路布設工事（西枝３工区）の請

負契約を締結するについてであります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町大字西安下庄の大島建設株式会社が落札をいたしましたので、

この業者と工事請負契約を締結するため、議会の議決をお願いをするものでございます。 

 この際、諸般の御報告を申し上げますが、まず周防大島町総合計画策定についてであります。 

 本年１月、庁内の総合計画策定委員会を立ち上げまして以降、総合政策課において基本構想等

の素案を作成した後、庁内の策定プロジェクトチーム及び策定委員会における検討を経た後、農

協等の団体より推薦により委嘱した委員や旧４町の行政関係者等２０名で構成する策定審議会を

開催をし、協議をいたしております。 

 現在までに３回の事前協議を行い、各委員より約７０項目にわたりまして御意見をいただいて

おります。この意見について、各担当部局において再度検討した後に修正等を行いまして、現在

までに「基本構想」及び「基本計画」の試案を取りまとめております。現在、この試案を、去る

８月１５日から９月１５日までの間、一般住民にホームページ及び総合支所で写しを公開し、パ

ブリックコメントとしてこれらの試案に対する提言募集を行っております。 

 なお、県の出先機関及び県地域政策課の協議も現在行っており、今月中に協議が終わる予定と

なっております。今後、財政計画及び１８年度から３年間の実施計画の策定を行った後、順調に

推移すれば第４回の審議会を１０月中に開催をし、正式に諮問を、また１１月中に第５回の審議

会を開催し、最終答申をいただく予定としております。 

 いずれにいたしましても、周防大島町として最初の総合計画でありますので、多くの方の御意

見が反映できるよう配慮した上で、最終原案を本年１２月議会に提案いたしたいと考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、周防大島町行政改革大綱策定についてでありますが、本年１月に助役を本部長とする

「行政改革推進本部」の立ち上げにより、庁内の推進体制を整え、総合政策課を中心に策定を進

めております。 

 大綱は、行政サービス全般にわたる抜本的な見直しを行い、簡素で合理的な行政運営の仕組み

をつくるため、民間経営の手法を取り入れるための行政評価システムや指定管理者制度の導入、

さらには効率的な行政組織を構築するための人事評価システムの導入等を柱として検討し、可能
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な限り数値目標を設定した実施計画をあわせて策定しようとするものでございます。 

 本年３月には、学識経験者を有する住民各層から幅広い意見をいただくために、１０名の委員

さんから構成する「周防大島町行政改革推進委員会」を諮問機関として設置をし、７月にはこの

委員会に対し「大綱」及び「実施計画」の素案をお示しした上で、諮問に先立つ事前協議を行っ

ております。 

 委員さんよりいただいた意見の中には大変厳しいものもあり、現在その見直しを行っておりま

すが、１１月にはこの行革推進委員会を再度開催をいたしまして、正式に諮問を行い、答申を得

た上で、本年１２月の議会において「大綱」及び「実施計画」について御報告する予定にしてお

ります。 

 次に、高速バスの運行について経過報告をいたします。 

 周防大島町と観光協会が取り組んでおります大島─広島間を結ぶ高速バス運行について、本年

４月以降、防長交通株式会社と継続して協議してまいりました結果、１０月初旬にも防長交通が

陸運局に申請を行うまでに至りました。 

 本計画は、大島と広島バスセンターを岩国経由で結ぶルートで、政令指定都市との間に直通バ

スが運行されることによりまして、地域間交流、観光はもとより、通勤、通学、買い物等幅広い

需要が見込まれるものと大いに期待をしているところでございます。 

 なお、運行開始予定は今年１２月ごろということでございます。 

 最後に、公営企業局の人事関係について御報告をいたします。 

 ７月１０日付で橘病院に泌尿器科の医師を１名採用いたしましたので、御報告をいたします。 

 以上で概要につきまして御説明をいたしましたが、詳しくは提案の都度、私なり関係参与が御

説明を申し上げますので、何とぞ慎重な御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  それでは、周防大島町教育委員会委員の任命につき同意をお願いしたい

わけでございますが、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につきまして議会の同意を求

めるものでございます。 

 来る１１月２６日をもって任期満了となります現委員の尾野亜紀子氏は、人格識見とも高く、
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また地域の信望も厚く、かつ非常に教育熱心であります。今までの教育委員会委員としての経験

と実績を認めるところであります。私といたしましては引き続き教育委員として御活躍を願いた

いと存じますので、議員各位におかれましても同氏の教育委員任命について御同意を賜りたくお

諮りをする次第でございます。お手元に経歴が添えてございますので、何とぞよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。 

 これ採決を行います。起立による採決を行います。尾野亜紀子委員の任命につき同意を求める

ことについて、これに同意することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、尾野亜紀子委員の任命につき同意するこ

とに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．認定第１号 

日程第７．認定第２号 

日程第８．認定第３号 

日程第９．認定第４号 

日程第１０．認定第５号 

日程第１１．認定第６号 

日程第１２．認定第７号 

日程第１３．認定第８号 

日程第１４．認定第９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６、認定第１号平成１６年度久賀町各会計歳入歳出決算の認定に

ついてから、日程第１４、認定第９号平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定までの

９議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。吉村収入役。 

○収入役（吉村 正晴君）  それでは、認定第１号から認定第６号及び認定第８号につきまして提

案の御説明を申し上げます。 

 なお、認定第７号及び認定第９号につきましては、公営企業管理者が御説明いたします。 



- 18 - 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、各会計の決算につきまして議会の認

定をお願いするものでございます。 

 なお、認定第１号から認定第６号までの各会計に共通します特徴を３点申し上げますと、第

１点目は、期間が平成１６年４月１日から９月３０日までの半年間でございます。第２点目は、

年度途中の決算でございますので、収入未済額、不用額ともに多くなっております。第３点目は、

決算に係る歳入歳出差引残額につきましては、周防大島町の歳入に計上し、また歳入歳出差引不

足額につきましては一時借入金により負債処理し、周防大島町において借入金返済金として予算

措置いたしております。 

 それでは、認定第１号平成１６年度久賀町各会計歳入歳出決算につきまして御説明いたします。 

 始めに、一般会計から御説明いたします。 

 決算書の４ページ、５ページをお開き願います。 

 一般会計の歳入決算額を申し上げますと、予算総額３９億３,７４９万４,０００円、調定額

１９億４,２２０万８,２９４円に対しまして、収入済額は１７億４,０２６万９,６３５円で、調

定額に対する収入率は８９.６％となっております。不納欠損額２０３万８,５７１円の内訳につきま

しては、３ページの町民税１２人の３０万４,９３０円、固定資産税１０人の１５５万３,８４１円、

軽自動車税１８人の８万９,６００円、特別土地保有税１社の９万２００円でございます。収入

未済額につきましては、年度途中の決算のため、町税の納期未到来分、町債が主でございまして、

１億９,９９０万８８円となっております。 

 次に、歳出を御説明いたします。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳出決算額を申し上げますと、予算総額３９億３,７４９万４,０００円に対しまして、支出済

額は１６億８,４５１万４,４５３円でございます。不用額につきましては、年度途中の決算のた

め、２２億５,２９７万９,５４７円となっております。 

 歳入歳出差引残額５,５７５万５,１８２円につきましては、周防大島町に引き継がれておりま

す。 

 以上で、一般会計の歳入歳出を終わります。詳細につきましては５３ページからの一般会計歳

入歳出決算事項別明細書を御参照のほどお願いします。 

 なお、以下の各会計の事項別明細書につきましても説明は割愛させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、特別会計につきまして順次御説明いたします。 

 まず、簡易水道特別会計でございます。 

 １２ページ、１３ページをお開き願います。 
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 歳入の予算総額１億４,４４９万２,０００円、調定額３,１６７万９,０３２円に対しまして、

収入済額は３,０２０万８,８１２円で、収入率は９５.３６％となっております。不納欠損額は０円

で、収入未済額は、年度途中の決算のため水道使用料等で１４７万２２０円でございます。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額１億４,４４９万２,０００円に対しまして、支出済額は５,８２０万８,８１２円

でございます。不用額につきましては年度途中の決算のため８,６２８万３,１８８円となってお

ります。 

 歳入歳出差引不足額２,８００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、国民健康保険特別会計へまいります。 

 １８ページ、１９ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額５億４,９５５万１,０００円、調定額３億３,０９６万７,１０４円に対しまし

て、収入済額は２億１,１５５万８,７８４円で、収入率は６３.９２％となっております。不納

欠損額の２５９万９,０００円は、国保税３４人分であります。収入未済額につきましては、年

度途中の決算のため、国保税の納期未到来分、滞納繰越分で１億１,６８０万９,３２０円となっ

ております。 

 ２０ページ、２１ページをお願いします。 

 歳出の予算総額５億４,９５５万１,０００円に対しまして、支出済額は２億５,６５５万

８,７８４円でございます。年度途中の決算のため、不用額は２億９,２９９万２,２１６円とな

っております。 

 歳入歳出差引不足額４,５００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、交通災害共済特別会計へまいります。 

 ２４ページ、２５ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額３８１万６,０００円、調定額２０５万８,９２３円に対しまして、収入済額は

２０５万８,９２３円で、収入率１００％となっておりますので、不納欠損額、収入未済額とも

に０円でございます。 

 ２６ページ、２７ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額３８１万６,０００円に対しまして、支出済額は１８７万４,１００円でござい

ます。不用額につきましては年度途中の決算のため、１９４万１,９００円となっております。 

 歳入歳出差引残額１８万４,８２３円につきましては、周防大島町に引き継がれております。 

 次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計へまいります。 
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 ３０ページ、３１ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額１,９１３万２,０００円、調定額２,６２８万６,６３５円に対しまして収入済

額は１,５７７万２,６４５円で、収入率６０％となっております。収入未済額１,０５１万

３,９９０円は滞納繰越分でございます。 

 ３２ページ、３３ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額１,９１３万２,０００円に対しまして、支出済額は１,５７７万２,６４５円で、

不用額は３３５万９,３５５円となっております。 

 歳入歳出差し引き額は０円でございます。 

 次に、老人保健特別会計へまいります。 

 ３６ページ、３７ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額８億１,６４１万５,０００円、調定額３億５,５１７万５,６２１円に対しまし

て、収入済額は３億５,５１７万５,６２１円で、収入率１００％となっております。不納欠損額、

収入未済額ともに０円でございます。 

 ３８ページ、３９ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額８億１,６４１万５,０００円に対しまして、支出済額は３億８,５１７万

５,６２１円でございます。不用額は年度途中の決算のため、４億３,１２３万９,３７９円とな

っております。 

 歳入歳出差引不足額の３,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大

島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、渡船事業特別会計へまいります。 

 ４２ページ、４３ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額２,２０６万５,０００円、調定額９１１万７,３１５円に対しまして、収入済

額は９１１万５,６９５円で、収入率９９.９８％となっております。収入未済額は渡船使用料の

１,６２０円でございます。 

 ４４ページ、４５ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額２,２０６万５,０００円に対しまして、支出済額は１,１１１万５,６９５円で

ございます。不用額は年度途中の決算のため１,０９４万９,３０５円となっております。 

 歳入歳出差引不足額２００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島町に

おいて同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、居宅介護支援事業特別会計へまいります。 

 ４８ページ、４９ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額２９５万３,０００円、調定額４３２万３,０７６円に対しまして、収入済額は
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４３２万３,０７６円で、収入率１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未済額ともに

０円でございます。 

 ５０ページ、５１ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２９５万３,０００円に対しまして、支出済額は４８万７,６３４円でございま

す。不用額につきましては、年度途中の決算のため２４６万５,３６６円となっております。 

 歳入歳出差引残額３８３万５,４４２円につきましては、周防大島町では居宅介護支援事業特

別会計がございませんので、一般会計に引き継がれております。 

 以上で、平成１６年度久賀町各会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 続きまして、認定第２号平成１６年度大島町各会計歳入歳出決算につきまして御説明いたしま

す。 

 始めに、一般会計から御説明いたします。 

 ２ページをお開き願います。 

 歳入の決算額を申し上げますと、予算総額４５億５,５７３万円、調定額２３億６,３３２万

５,７１６円に対しまして、収入済額は２２億２,３７５万７,４１２円で、収入率は９４.０９％

となっております。不納欠損額は０円で、収入未済額１億３,９５６万８,３０４円につきまして

は、年度途中の決算のため、町税の納期未到来分、補助金の未収が主であります。 

 次に、４ページをお願いします。 

 歳出決算額を申し上げますと、予算総額４５億５,５７３万円に対しまして、支出済額は

２０億５,１６８万７,９５７円でございます。不用額につきましては、年度途中の決算でござい

ますので、２５億４０４万２,０４３円となっております。 

 歳入歳出差引残額１億７,２０６万９,４５５円につきましては、周防大島町に引き継がれてお

ります。 

 続きまして、特別会計につきまして順次御説明いたします。 

 まず、国民健康保険特別会計でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額８億８,１９３万５,０００円、調定額４億９,５７７万３,３３７円に対しまし

て、収入済み額は３億７２６万４,９９１円、収入率は６１.９８％でございます。不納欠損額は

０円で、収入未済額は国保税の納期未到来分、繰入金の未収により１億８,８５０万８,３４６円と

なっております。 

 ６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額８億８,１９３万５,０００円に対しまして、支出済額は３億９,７２６万

４,９９１円でございます。年度途中の決算のため、不用額は４億８,４６７万９円となっており
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ます。 

 なお、歳入歳出差引不足額９,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周

防大島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、簡易水道特別会計へまいります。 

 ９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４億６,００５万円、調定額１億６,４３６万２９０円に対しまして、収入済額

は１億４,５０４万９,７７０円で、収入率は８８.２５％になっております。不納欠損額は０円

で、収入未済額１,９３１万５２０円は、給水使用料の未収分でございます。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４億６,００５万円に対しまして、支出済額は１億４,５０４万９,７７０円で

ございます。年度途中の決算のため、不用額は３億１,５００万２３０円となっております。 

 歳入歳出差引額は０円でございます。 

 次に、農業集落排水特別会計へまいります。 

 １１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額８億２,６９１万円、調定額５,６５１万６４円に対しまして、収入済み額は

５,６５１万６４円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は０円でございます。 

 １２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額８億２,６９１万円に対しまして、支出済額は２億２,６５１万６４円でござい

ます。年度途中の決算のため、不用額は６億３９万９,９３６円となっております。 

 なお、歳入歳出差引不足額１億７,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、

周防大島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、交通災害共済特別会計へまいります。 

 １３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３３５万５,０００円、調定額１９８万９,２１２円に対しまして、収入済額は

１９８万９,２１２円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は０円でございま

す。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額３３５万５,０００円に対しまして、支出済額は１６４万６,０６５円でござい

ます。年度途中の決算のため、不用額を１７０万８,９３５円となっております。 

 歳入歳出差引残額３４万３,１４７円につきましては、周防大島町に引き継がれております。 

 次に、老人保健特別会計へまいります。 

 １５ページをお願いいたします。 
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 歳入の予算総額１５億２,４２４万４,０００円、調定額６億２,６９０万３,２３２円に対しま

して、収入済額は６億２,６９０万３,２３２円で、収入率は１００％となっておりまして、収入

未済額は０円でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１５億２,４２４万４,０００円に対しまして、支出済額は６億６,６９０万

３,２３２円でございます。年度途中の決算のため、不用額は８億５,７３４万７６８円となって

おります。 

 歳入歳出差引不足額４,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、訪問看護特別会計へまいります。 

 １７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算総額２,４７４万９,０００円、調定額１,４０５万３,５１２円に対しまして、収入

済額は１,２４５万９,４０７円、収入率は８８.６６％となっております。不納欠損額は０円で、

収入未済額は、年度途中の決算でございますので、訪問看護療養費交付金、介護保険給付費、居

宅介護支援事業費、利用料の未収金で１５９万４,１０５円となっております。 

 １８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２,４７４万９,０００円に対しまして、支出済額は１,２４５万９,４０７円で

ございます。不用額は年度途中の決算のため１,２２８万９,５９３円となっております。歳入歳

出差引額は０円でございます。 

 以上で、平成１６年度大島町各会計歳入歳出決算書の説明を終わります。 

 続きまして、認定第３号平成１６年度東和町各会計歳入歳出決算につきまして御説明を申し上

げます。 

 始めに、一般会計から御説明いたします。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。 

 歳入の決算額を申し上げますと、予算総額４７億２,７４９万９,０００円、調定額２７億

７,２６０万６,５９９円に対しまして、収入済額は２１億２,７７０万８,２８３円で、収入率は

７６.７４％となっております。不納欠損額は０円で、収入未済額につきましては、年度途中の

決算のため、町税及び地方交付税の未収分が６億４,４８９万８,３１６円となっております。 

 ７ページ、８ページをお開き願います。歳出の予算総額４７億２,７４９万９,０００円に対し

まして、支出済額は１９億５,９９２万８,０９９円でございます。不用額につきましては、年度

途中の決算のため、２７億６,７５７万９０１円となっております。 

 歳入歳出差引残額１億６,７７８万１８４円につきましては、周防大島町に引き継がれており
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ます。 

 続きまして、特別会計につきまして順次御説明いたします。 

 まず、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 １３４ページ、１３５ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額７億７,０３８万３,０００円、調定額３億３,０４３万１,９７７円に対しまし

て、収入済額は２億５,７５７万５５７円で、収入率は７７.９５％となっております。不納欠損

額は０円で、収入未済額は、年度途中の決算のため、７,２８６万１,４２０円となっております。 

 １３６ページ、１３７ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額７億７,０３８万３,０００円に対しまして、支出済額は２億９,７５７万

５５７円でございます。不用額は、年度途中の決算のため４億７,２８１万２,４４３円となって

おります。 

 なお、歳入歳出差引不足額４,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周

防大島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、老人保健事業特別会計へまいります。 

 １５４ページ、１５５ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額１５億２,３４６万７,０００円、調定額５億９,８４２万６,９０８円に対しま

して、収入済額は５億９,８４２万６,９０８円で、収入率１００％となっておりまして、収入未

済額は０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額１５億２,３４６万７,０００円に対しまして、支出済額は５億７,９１６万

１,３７４円でございます。年度途中の決算のため、不用額は９億４,４３０万５,６２６円とな

っております。 

 歳入歳出差引残額１,９２６万５,５３４円につきましては、周防大島町に引き継がれておりま

す。 

 次に、簡易水道事業特別会計へまいります。 

 １６４ページ、１６５ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額２億８,５９８万９,０００円、調定額５,７９０万５,５８１円に対しまして、

収入済額は５,７９０万５,５８１円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は

０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額２億８,５９８万９,０００円に対しまして、支出済額は１億７９０万

５,５８１円でございます。年度途中の決算のため、不用額は１億７,８０８万３,４１９円とな
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っております。 

 歳入歳出差引不足額５,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、下水道事業特別会計へまいります。 

 １７６ページ、１７７ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額１億２,０７４万５,０００円、調定額２,５４１万６,８４８円に対しまして、

収入済額は２,５４１万６,８４８円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は

０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額１億２,０７４万５,０００円に対しまして、支出済額は５,５４１万

６,８４８円でございます。年度途中の決算のため、不用額は６,５３２万８,１５２円となって

おります。 

 歳入歳出差引不足額３,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計へまいります。 

 １８６ページ、１８７ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額３億８,８３７万５,０００円、調定額２,６８６万１,０１６円に対しまして、

収入済額は２,６８６万１,０１６円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は

０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額３億８,８３７万５,０００円に対しまして、支出済額は１億３,６８６万

１,０１６円でございます。年度途中の決算のため、不用額は２億５,１５１万３,９８４円とな

っております。 

 歳入歳出差引不足額１億１,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防

大島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、渡船事業特別会計へまいります。 

 １９６ページ、１９７ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額２,４５０万３,０００円、調定額１,２９１万４,４６２円に対しまして、収入

済み額は１,２９１万４,４６２円で、収入率１００％となっております。収入未済額は０円でご

ざいます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額２,４５０万３,０００円に対しまして、支出済額は１,１１０万７,２８０円で
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ございます。不用額は、年度途中の決算のため１,３３９万５,７２０円となっております。 

 歳入歳出差引残額１８０万７,１８２円につきましては、周防大島町に引き継がれております。 

 次に、交通災害共済事業特別会計へまいります。 

 ２０８ページ、２０９ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額３２３万３,０００円、調定額１８９万９,８６８円に対しまして、収入済額は

１８９万９,８６８円で、収入率は１００％となっておりまして、収入未済額は０円でございま

す。 

 次のページお願いします。 

 歳出の予算総額３２３万３,０００円に対しまして支出済額は１７０万９,４９０円でございま

す。不用額は１５２万３,５１０円となっております。歳入歳出差引残額１９万３７８円につき

ましては、周防大島町に引き継がれております。 

 以上で、平成１６年度東和町各会計歳入歳出決算書の説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  収入役さん、暫時休憩します。御苦労でございます。 

 暫時休憩します。１５分ほど。５５分まで休憩します。 

午前10時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時57分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開をいたします。 

 引き続き説明をお願いします。 

○収入役（吉村 正晴君）  引き続きまして、認定第４号平成１６年度橘町各会計歳入歳出決算に

つきまして御説明いたします。 

 始めに、一般会計から御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお開き願います。 

 歳入決算額を申し上げますと、予算総額４９億７,９１４万６,０００円、調定額２５億

３,０６７万８,６９２円に対しまして、収入済額は２４億２,０５２万８,８０２円で、収入率は

９５.６５％となっております。不納欠損額は０円で、収入未済額は１億１,０１４万９,８９０円

でございます。年度途中の決算のため、町税の未収が主でございます。 

 １１ページ、１２ページをお願いします。 

 歳出決算額を申し上げますと、予算総額４９億７,９１４万６,０００円に対しまして、支出済

額は２１億６,９２５万９,３２０円でございます。不用額につきましては、年度途中の決算のた

め２８億９８８万６,６８０円となっております。 

 歳入歳出差引残額２億５,１２６万９,４８２円につきましては、周防大島町に引き継がれてお



- 27 - 

ります。 

 続きまして、特別会計につきまして順次御説明いたします。 

 まず、国民健康保険特別会計でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額８億９３万４,０００円、調定額３億８,９６９万４,５０８円に対しまして、

収入済額は２億６,０８７万７,６７８円で、収入率は６６.９４％となっております。不納欠損

額は０円で、収入未済額１億２,８８１万６,８３０円は、国保税及び督促手数料の未収分でござ

います。 

 １８ページ、１９ページをお願いします。 

 歳出の予算総額８億９３万４,０００円に対しまして、支出済額は３億６,０８７万７,６７８円で

ございます。不用額は年度途中の決算のため、４億４,００５万６,３２２円となっております。 

 歳入歳出差引不足額１億円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島町におい

て、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、老人保健特別会計へまいります。 

 ２１ページ、２２ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１３億７,６１９万９,０００円、調定額５億５,７２８万６,０２８円に対しま

して、収入済額は５億５,７２８万６,０２８円で、収入率１００％となっておりまして、不納欠

損額、収入未済額ともに０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額１３億７,６１９万９,０００円に対しまして、支出済額は５億１,８５０万

１,０７３円でございます。年度途中の決算のため、不用額は８億５,７６９万７,９２７円とな

っております。 

 歳入歳出差引残額３,８７８万４,９５５円につきましては、周防大島町に引き継がれておりま

す。 

 次に、簡易水道特別会計へまいります。 

 ２６ページ、２７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２億３,１３９万６,０００円、調定額１億７０２万２,７５９円に対しまして、

収入済額は１億３１０万９,３１２円で、収入率は９６.３４％となっております。不納欠損額は

０円で、収入未済額は水道使用料の３９１万３,４４７円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額２億３,１３９万６,０００円に対しまして、支出済額は１億３１０万

９,３１２円でございます。不用額は年度途中の決算のため１億２,８２８万６,６８８円となっ



- 28 - 

ております。 

 歳入歳出差引額は０円でございます。 

 次に、公共下水道事業特別会計へまいります。 

 ３１ページ、３２ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４億４,３０６万５,０００円、調定額１億３３１万７,９２１円に対しまして、

収入済額は１億２１５万３,７３４円で、収入率は９８.８７％となっております。不納欠損額は

０円で、収入未済額は下水道処理施設分担金、下水道使用料及び督促手数料で１１６万４,１８７円

でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額４億４,３０６万５,０００円に対しまして、支出済額は１億５,２１５万

３,７３４円でございます。不用額は年度途中の決算のため２億９,０９１万１,２６６円となっ

ております。 

 歳入歳出差引不足額５,０００万円につきましては、一時借入金により負債処理し、周防大島

町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計へまいります。 

 ３６ページ、３７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１億３,４０９万７,０００円、調定額６,１５７万３,５１３円に対しまして、

収入済額は５,７０１万２,６６３円で、収入率は９２.５９％となっております。不納欠損額は

０円で、収入未済額は年度途中の決算のため４５６万８５０円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額１億３,４０９万７,０００円に対しまして、支出済額は６,７０１万

２,６６３円でございます。不用額は年度途中の決算のため６,７０８万４,３３７円となってお

ります。歳入歳出差引不足額１,０００万円につきましては、一時借入金で負債処理し、周防大

島町において、同額を借入金返済金として予算措置し、返済いたしております。 

 次に、漁業集落排水事業特別会計へまいります。 

 ４１ページ、４２ページをお願いします。 

 歳入の予算総額５,１８８万２,０００円、調定額２,３６０万６,７５６円に対しまして、収入

済額は２,３６０万６,７５６円で、収入率１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未済

額ともに０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額５,１８８万２,０００円に対しまして、支出済額は２,３６０万６,７５６円で

ございます。不用額は２,８２７万５,２４４円となっております。 
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 歳入歳出差引額は０円でございます。 

 次に、渡船事業特別会計へまいります。 

 ４６ページ、４７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３,１８１万８,０００円、調定額１,５７３万８９４円に対しまして、収入済

額は１,５７３万８９４円で、収入率は１００％となっております。不納欠損額、収入未済額と

もに０円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額３,１８１万８,０００円に対しまして、支出済額は１,５７３万８９４円でご

ざいます。不用額は１,６０８万７,１０６円となっております。歳入歳出差引額は０円でござい

ます。 

 次に、交通災害共済事業特別会計へまいります。 

 ５１ページ、５２ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３７８万円、調定額１９２万６,２２４円に対しまして、収入済額は１９２万

６,２２４円で、収入率１００％となっております。不納欠損額、収入未済額ともに、０円でご

ざいます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の予算総額３７８万円に対しまして、支出済額は１５３万２,９８５円でございます。不

用額は２２４万７,０１５円となっております。 

 歳入歳出差引残額３９万３,２３９円につきましては、周防大島町に引き継がれております。 

 以上で、平成１６年度橘町各会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 続きまして、認定第５号平成１６年度周防大島広域連合各会計歳入歳出決算につきまして御説

明いたします。 

 始めに、一般会計を御説明いたします。 

 １ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額４億５,７８８万円、調定額３億２,５２７万４７６円に対しまして、収入済額

は３億２,５２７万４７６円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未済

額ともに０円でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４億５,７８８万円に対しまして、支出済額は１億８,７３０万２,３０３円で

ございます。不用額は年度途中の決算のため２億７,０５７万７,６９７円となっております。 

 歳入歳出差引残額１億３,７９６万８,１７３円につきましては、周防大島町の一般会計に引き

継がれております。 
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 次に、介護保険特別会計でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２６億６,８９８万円、調定額１３億８,９３４万８,６８９円に対しまして、

収入済額は１２億２,５３９万９,０６４円で、収入率は８８.２％となっております。不納欠損

額は０円で、収入未済額は年度途中の決算のため、１億６,３９４万９,６２５円でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２６億６,８９８万円に対しまして支出済額は１０億６,１８３万６,４２７円で

ございます。不用額は年度途中の決算のため１６億７１４万３,５７３円となっております。 

 歳入歳出差引残額１億６,３５６万２,６３７円につきましては、周防大島町の一般会計に引き

継がれております。 

 また、介護給付費準備基金８,５８２万８,２２７円につきましても、周防大島町の一般会計に

引き継がれております。 

 以上で、平成１６年度周防大島広域連合各会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 続きまして、認定第６号平成１６年度大島郡環境衛生施設組合一般会計歳入歳出決算につきま

して御説明いたします。 

 １ページをお開き願います。 

 歳入の予算総額４億３,８７３万７,０００円、調定額２億２,７７７万６２３円に対しまして、

収入済額は２億２,７７７万６２３円でございます。収入率は１００％で、不納欠損額、収入未

済額ともに０円となっております。 

 ２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４億３,８７３万７,０００円に対しまして、支出済額は１億９,５４７万

７,４３１円でございます。不用額につきましては、年度途中の決算のため２億４,３２５万

９,５６９円となっております。 

 歳入歳出差引残額３,２２９万３,１９２円及び施設整備基金の２,６００万５,９６３円につき

ましては、周防大島町の一般会計に引き継がれております。 

 以上で、平成１６年度大島郡環境衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書の説明を終わります。 

 続きまして、認定第８号平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出決算につきまして御説明いた

します。 

 始めに、一般会計を御説明いたします。 

 決算書の２ページをお開き願います。 

 歳入の合計額を申し上げますと、予算総額１１７億３,２２５万８,０００円、調定額１１９億

６８６万２,９０７円に対しまして、収入済額は１０９億２,０８３万１,２７３円で、調定額に
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対する収入率は９１.７２％でございます。不納欠損額７３０万９,２７８円につきましては、

１ページの１款町税、１項町民税は７１人の２７１万５,８７７円、２項固定資産税は４６人の

２５８万９,３０１円、３項軽自動車税は５３人の２１万９,５００円、５項特別土地保有税は

５社の１３０万４,４００円、１１款分担金及び負担金、２項負担金では保育料の６人分４８万

２００円の合計でございます。 

 収入未済額９億７,８７２万２,３５６円の内訳につきましては、主に１ページの１款町税１項

町民税の現年２０８人、滞納繰越４３９人、合計６４７人で２,８８５万２,６２４円。２項固定

資産税は現年３３０人、滞納繰越５４１人、合計８７１人で４,５８７万９,１０１円。３項軽自

動車税は現年３３１人、滞納繰越５４１人、合計８７２人で３１６万５,６００円。５項特別土

地保有税は滞納繰越２９社で１,５３５万５,５００円。１１款分担金及び負担金、１項分担金で

里地棚田保全事業の繰越に伴う地元分担金５４万２,２００円、２項負担金で保育料の現年

１４人、滞納繰越５０人、合計６４人の６３８万７,０００円。 

 ２ページの１２款使用料及び手数料、１項使用料で、住宅使用料の現年８１人、滞納繰越

５７人、合計１３８人の２,５２８万５,２６０円、２項手数料で、ごみ処理手数料１２５万

４,０００円。１３款国庫支出金２億６,８２８万円、１４款県支出金２億２,０９２万

４,０００円、２０款町債３億６,２４０万円につきましては、事業の繰越に伴う未収でございま

す。 

 ４ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額１１７億３,２２５万８,０００円に対しまして、支出済額は１０５億

１,０９７万３,４５８円で、執行率は８９.５９％でございます。翌年度繰越額９億１,６６４万

３,０００円につきましては、６月定例議会において報告しました平成１６年度周防大島町繰越

明許費の繰越額でございます。 

 内訳は、３ページの２款総務費、１項総務管理費で駐車場整備事業費９０万８,０００円、

４款衛生費、１項保健衛生費で温泉利用施設等整備事業費１億８,３２１万２,０００円、５款農

林水産業費、１項農業費で里地棚田保全整備事業費２,０１９万１,０００円、３項水産業費で漁

港施設管理経費外７件で３億５,４６８万５,０００円、７款土木費、２項道路橋梁費で道路新設

改良事業費４,０６５万円、４ページの１０款災害復旧費、２項農林水産業施設災害復旧費で現

年度農業用施設補助災害復旧事業費外２件で２億６,５７９万２,０００円、３項公共土木施設災

害復旧費で現年度道路橋梁補助災害復旧事業費３,１６９万７,０００円、５項その他公共・公用

施設等災害復旧費で１,９５０万８,０００円でございます。 

 不用額につきましては、事務事業の精算により３億４６４万１,５４２円となっております。 

 歳入歳出差引残額は４億９８５万７,８１５円でございます。 
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 以上で、一般会計の説明を終わります。 

 続きまして、各特別会計につきまして順次御説明いたします。 

 まず、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 ７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１９億５,１１７万円、調定額２０億５,６７７万８８５円に対しまして、収入

済額は１９億６,２１８万９,５６９円で、調定額に対する収入率は９５.４％でございます。不

納欠損額は国民健康保険税の１２３人で１,１４６万２,５２０円となっております。また、収入

未済額は国民健康保険税の現年３９４人、滞納繰越７０６人、合計１,１００人で８,３１１万

８,７９６円でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１９億５,１１７万円に対しまして、支出済額は１８億５,９２９万１,４９０円

で、執行率は９５.２９％となっております。翌年度繰越額は０円で、不用額は９,１８７万

８,５１０円となっております。 

 歳入歳出差引残額１億２８９万８,０７９円でございます。 

 なお、被保険者の状況でございますが、年度末の世帯数は７,９６４世帯、被保険者数は１万

３,６３８人で、加入率は６１.７％でございます。 

 次に、老人保健事業特別会計へまいります。 

 １１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３４億４,３０８万３,０００円、調定額３０億３３０万５,８４５円に対しま

して、収入済額は３０億３３０万５,８４５円で、収入率は１００％となっておりまして、不納

欠損額、収入未済額ともに０円でございます。 

 １２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額３４億４,３０８万３,０００円に対しまして、支出済額は２９億４,４３５万

８,７１９円で、執行率は８５.５１％でございまして、不用額は４億９,８７２万４,２８１円と

なっております。 

 歳入歳出差引残額は５,８９４万７,１２６円でございます。 

 なお、年度末の老人医療受給者数は６,９０４人で、受給率は３１.２３％でございます。 

 次に、介護保険事業特別会計へまいります。 

 １５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１５億９,６７８万６,０００円、調定額１６億２,２６８万１,０２１円に対し

まして、収入済額は１６億１,７６８万２,８３４円で、収入率は９９.６９％となっております。

不納欠損額５７万５,３００円は、介護保険料の２５人分でございます。収入未済額４４２万
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２,８８７円は、介護保険料の現年１２８人、滞納繰越１２６人、合計２５４人分でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１５億９,６７８万６,０００円に対しまして、支出済額は１５億５,３４６万

４００円で、執行率は９７.２９％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は４,３３２万

５,６００円となっております。 

 歳入歳出差引残額は６,４２２万２,４３４円でございます。 

 なお、年度末の第１号被保険者数は９,８０１人で、人口に占める割合は４４.３４％でござい

ます。 

 次に、訪問看護事業特別会計へまいります。 

 １９ページお願いします。 

 歳入の予算総額１,２８３万８,０００円、調定額１,２６７万９,８３０円に対しまして、収入

済額は１,２６７万９,８３０円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未

済額ともに０円でございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１,２８３万８,０００円に対しまして、支出済額は１,２６７万９,８３０円で、

執行率は９８.７７％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は１５万８,１７０円となっ

ております。 

 歳入歳出差引残額は０円の決算となっております。 

 次に、簡易水道事業特別会計へまいります。 

 ２３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額７億８,３２８万３,０００円、調定額８億１９３万２,５１１円に対しまして

収入済額は７億１,８６８万５９３円で、収入率は８９.６２％でございます。不納欠損額は０円

で、収入未済額８,３２５万１,９１８円の内訳につきましては、２款使用料及び手数料、１項使

用料で給水使用料の現年５４７人、滞納繰越６４２人、合計１,１８９人の２,７９９万

１,９１８円、５款諸収入、３項雑入で下水道事業の繰越に伴う給水施設補償金５,５２６万円で

ございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額７億８,３２８万３,０００円に対しまして、支出済額は７億１,５８８万５９３円

で、執行率は９１.３９％でございます。翌年度繰越額は維持管理経費及び水道補償事業で

５,５０６万円、不用額は１,２３４万２,４０７円となっています。 

 歳入歳出差引残額は２８０万円でございます。 

 なお、給水人口は１万９,２９０人で、普及率は８６.９５％でございます。 
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 次に、下水道事業特別会計へまいります。 

 ２７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４億６,１７９万２,０００円、調定額４億６,１６８万６,６５４円に対しまし

て、収入済額は３億７,９２５万８,８７３円で、収入率は８２.１５％でございます。不納欠損

額は０円で、収入未済額８,２４２万７,７８１円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金、

１項分担金で受益者分担金の現年７０人、滞納繰越４０人、合計１１０人の２３８万４,８００円、

２款使用料及び手数料、１項使用料で、現年５７人、滞納繰越４２人、合計９９人の８１万

３,７８１円、２項手数料の２万９,２００円は督促手数料でございます。３款国庫支出金

２,８３０万円、６款町債５,０９０万円は事業の繰越に伴うものでございます。 

 ２８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４億６,１７９万２,０００円に対しまして、支出済額は３億７,３１８万

２,８７３円で、執行率は８０.８１％でございます。翌年度繰越額は安下庄地区下水道事業の

８,５２７万６,０００円、不用額は３３３万３,１２７円となっております。 

 歳入歳出差引残額は６０７万６,０００円でございます。 

 次に、農業集落排水事業特別会計へまいります。 

 ３１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１１億９,４４２万２,０００円、調定額１１億８,７５８万４,７３５円に対し

まして、収入済額は９億６,６８１万５,２１４円で、収入率は８１.４１％でございます。不納

欠損額は０円で、収入未済額２億２,０７６万９,５２１円の内訳につきましては、１款分担金及

び負担金では事業の繰越に伴う受益者分担金３９０万３,７００円、２款使用料及び手数料、

１項使用料で下水道使用料の現年２７人の１７万８,５２１円、２項手数料７,３００円は督促手

数料でございます。３款県支出金１億２,５５８万円、６款町債９,１１０万円は事業の繰越に伴

うものでございます。 

 ３２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１１億９,４４２万２,０００円に対しまして、支出済額は９億４,７４７万

５,２１４円で、執行率は７９.３２％でございます。翌年度繰越額は沖浦西地区、沖浦東地区、

和田地区の３事業で２億３,９５１万５,０００円、不用額は７４３万１,７８６円となっており

ます。 

 歳入歳出差引残額は１,９３４万円でございます。 

 次に、漁業集落排水事業特別会計へまいります。 

 ３５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２,８５９万４,０００円、調定額２,７９９万５,６５９円に対しまして、収入
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済額は２,７９８万２,２６０円で、収入率は９９.９５％となっております。不納欠損額は０円

で、収入未済額は使用料１人分の１万３,３９９円でございます。 

 ３６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２,８５９万４,０００円に対しまして、支出済額は２,７９８万２,２６０円で、

執行率は９７.８６％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は６１万１,７４０円となっ

ております。 

 歳入歳出差引額は繰入金で財源調整を行っておりますので、０円でございます。 

 次に、渡船事業特別会計へまいります。 

 ３９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４,３４８万円、調定額４,１７５万１,９２２円に対しまして、収入済額は

４,１７５万１,９２２円で、収入率１００％でございまして、不納欠損額、収入未済額ともに

０円となっております。 

 ４０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４,３４８万円に対しまして、支出済額は４,１７５万１,９２２円で、執行率

は９６.０３％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は１７２万８,０７８円となってお

ります。 

 歳入歳出差引額は繰入金で財源調整を行っておりますので０円でございます。 

 次に、交通災害共済事業特別会計へまいります。 

 ４３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額６４４万４,０００円、調定額４１８万４,３８７円に対しまして、収入済額は

４１８万４,３８７円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未済額とも

に０円でございます。 

 ４４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額６４４万４,０００円に対しまして、支出済額は３２０万８６２円で、執行率

は４９.６７％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は３２４万３,１３８円となってお

ります。 

 歳入歳出差引残額は９８万３,５２５円でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書の説明に入らせていただきます。 

 単位は１,０００円単位で記入しております。 

 ３７１ページをお願いします。一般会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１０９億２,０８３万１,０００円、歳出総額１０５億１,０９７万３,０００円、歳入

歳出差引額は４億９８５万８,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源６,４４９万
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７,０００円を差し引きました実質収支額は３億４,５３６万１,０００円で決算をいたしており

ます。 

 次のページは国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１９億６,２１９万円、歳出総額１８億５,９２９万１,０００円、歳入歳出差引額は

１億２８９万９,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 次のページは老人保健事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３０億３３０万６,０００円、歳出総額２９億４,４３５万９,０００円、歳入歳出差

引額は５,８９４万７,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 次のページは介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１６億１,７６８万３,０００円、歳出総額１５億５,３４６万円、歳入歳出差引額は

６,４２２万３,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 次のページは訪問看護事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は同額の１,２６８万円で、収支均衡の決算でございます。 

 次のページは簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額７億１,８６８万１,０００円、歳出総額７億１,５８８万１,０００円、歳入歳出差引

額は２８０万円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が２８０万円でございまして、実質

収支額がゼロ円となっております。 

 次のページは下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３億７,９２５万９,０００円、歳出総額３億７,３１８万３,０００円、歳入歳出差引

額６０７万６,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が６０７万６,０００円でご

ざいまして、実質収支額は０円となっております。 

 次のページは農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額９億６,６８１万５,０００円、歳出総額９億４,７４７万５,０００円、歳入歳出差引

額は１,９３４万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源が１,９３４万円でございまして、実質収

支額は０円となっております。 

 次のページは漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の２,７９８万２,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 次のページは渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は同額の４,１７５万２,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 次のページは交通災害共済事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４１８万４,０００円、歳出総額３２０万１,０００円、歳入歳出差引額は９８万

３,０００円で、実質収支額も同額でございます。 
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 なお、３８３ページからの財産に関する調書の説明は省略させていただきます。 

 また、この中の物品につきましては、旧４町の計上がまちまちでございましたので、周防大島

町では、自動車、消防ポンプ及び１００万円以上の備品を計上いたしております。 

 以上で、平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出決算書の説明を終わります。 

 これをもちまして、認定第１号から認定第６号及び認定第８号の平成１６年度歳入歳出決算の

認定についての提案の説明を終わります。 

 御審議の上、御認定を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、説明をお願いします。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  認定第７号平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事

業決算の認定について補足説明を申し上げます。 

 この決算は、平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日までの決算であります。お手元の

平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事業決算書類の１ページの平成１６年度大島郡国

民健康保険診療施設組合事業決算報告書をお開きいただきたいと思います。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計２１億１,７５８万２,４５０円に

対しまして、支出合計は２０億９,１９１万５,９１０円の決算となりました。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計４９億２６万８,２６８円

に対しまして、支出合計は５９億３,４２７万８,５２４円の決算となりました。 

 次に、７ページから２８ページまでの財務諸表につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、８ページの平成１６年事業損益計算書でありますが、医業収支では、医業収益１７億

８４万１,０７１円に対しまして、医業費用１９億７,６２８万３,４６４円で、差し引き２億

７,５４４万２,３９３円の医業損失となり、医業外収支では、医業外収益４億１,６５６万

１６２円に対しまして、医業外費用１億３,７１１万３,７１９円で、差し引き２億７,９４４万

６,４４３円の医業外利益となりました。 

 医業収支と医業外収支とを合わせた経常収支では４００万４,０５０円の経常利益となり、国

債の売却益である特別利益１８万１,２１７円を加えまして、当年度純利益は４１８万５,２６７円

で決算をすることができました。 

 次に、１４ページの平成１６年事業剰余金計算書でありますが、利益剰余金の部では、減債積

立金に平成１５年度純利益２億２,４３８万５,５２２円を繰り入れ、平成１６年度の企業債償還

元金の財源とし、２億１,６０８万８０４円を取り崩しまして、当年度末残高を２４億２,４４７万

２,４３３円としたものであります。 

 未処分利益剰余金につきましては、前年度未処分利益剰余金を、先ほど御説明申し上げました

が、減債積立金に２億２,４３８万５,５２２円を処分して、当年度純利益４１８万５,２６７円
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を当年度未処分利益剰余金としたものであります。資本剰余金の部では、発生及び処分はなく、

翌年度繰越資本剰余金を１０億１,８０９万８,８００円としたものであります。 

 次に、１８ページの平成１６年度事業貸借対照表について御説明を申し上げます。 

 まず、資産の部でありますが、固定資産は、有形固定資産が８４億７５８万３,３８４円、無

形固定資産が５１５万４８０円、投資が９６万２,８２５万円で、固定資産合計は１８０億

４,０９８万３,８６４円でございます。流動資産は、現金預金が７億３,００６万６,８８１円、

未集金が４億８,８５９万７,２１４円、貯蔵品が３,２３２万２,８２７円、前渡金が３３４万円

で、流動資産合計は１２億５,４３２万６,９２２円でございます。 

 固定資産と流動資産を合わせた資産合計は１９２億９,５３１万７８６円でございます。 

 次に、２３ページの負債の部でありますが、固定負債は引当金が１４億３,２５４万８,０６７円、

流動負債のうち未払い金が２億３,０４０万５,９９２円、預かり金が３億３,２４２万

３,７８９円、流動負債合計は５億６,２８２万９,７８１円でございます。固定負債と流動負債

を合わせた負債合計は１９億９,５３７万７,８４８円でございます。 

 次に、２５ページの資本の部でありますが、資本金のうち自己資本金は、固有資本金が

６７０万２,５９８円、組み入れ資本金が２７億７０９万２,４２９円で、自己資本金合計は

２７億１,３７９万５,０２７円でございます。借り入れ資本金は、企業債が７６億５,３４３万

８,４５４円、各町出資金が１０億９,８６６万６５２円で、借入資本金合計は８７億５,２０９万

９,１０６円であります。 

 自己資本金と借入資本金を合わせた資本金合計は１１４億６,５８９万４,１３３円でございま

す。 

 剰余金のうち資本剰余金は、受贈財産評価額が８３１万３,３００円、国県補助金が１０億

４０万７,５００円、その他資本剰余金が９３７万８,０００円で、資本剰余金合計は１０億

１,８０９万８,８００円でございます。利益剰余金は、減債積立金が２４億２,４４７万

２,４３３円、利益積立金が６億５,５２６万６,２２７円、建設改良積立金が１７億３,２０１万

６,１７８円、当年度未処分利益剰余金が４１８万５,２６７円で、利益剰余金合計は４８億

１,５９４万５円でございます。 

 資本剰余金と利益剰余金を合わせた剰余金合計は５８億３,４０３万８,８０５円で、資本金と

剰余金を合わせた資本合計は１７２億９,９９３万２,９３８円で、負債と資本を合わせた負債資

本合計は１９２億９,５３１万７８６円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、２９ページから４５ページまでに事業報告書を、

４６ページから６９ページまでに収益費用明細書を、７０ページから７３ページまでに固定資産

明細書を、７４ページから７６ページに企業債明細書を添付しております。 
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 以上で、認定第７号の平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事業決算の認定について、

補足説明を終わります。 

 なお、本決算は、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審議の上、御認定を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 次に、認定第９号平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について、補足説明を申

し上げます。 

 この決算は、平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日までの決算であります。お手元

の平成１６年度周防大島町公営企業会計事業決算書類の１ページの平成１６年度周防大島町公営

企業局企業会計事業決算報告書をお開きいただきたいと思います。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計２６億７,４９３万７,０１１円に

対しまして、支出合計は２２億８,２４３万９,８１２円の決算となりました。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計９５億５,７０６万

３,４２３円に対しまして、支出合計は９７億３,１７９万７,４２３円の決算となりました。 

 次に、７ページから３１ページまでの財務諸表につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、９ページの平成１６年度事業損益計算書でありますが、医業収支では、医業収益１９億

１,５１０万２３９円に対しまして、医業費用２１億６,４６０万９,４１７円で、差し引き２億

４,９５０万９,１７８円の医業損失となり、医業外収支では、医業外収益７億５,４１２万

６,７７２円に対しまして、医業外費用１億５,３３６万９,１０５円で、差し引き６億７５万

７,６６７円の医業外利益となりました。 

 医業収支と医業外収支とを合わせた経常収支では３億５,１２４万８,４８９円の経常利益とな

り、国債の売却益である特別利益５７１万円を、平成１１年度以前の回収見込みのない個人負担

金の処理に伴う特別損失３２４万６,１８７円を加えまして、当年度純利益は３億５,７１１万

２,３０２円で決算をすることができました。 

 次に、１７ページの平成１６年度事業剰余金計算書でありますが、利益剰余金の部では、減債

積立金に平成１６年度の企業債償還元金の財源として２億１,８０５万８,４７４円を取り崩しま

して、当年度末残高を２２億６４１万３,９５９円とし、積立金合計を４５億９,３６９万

６,２６４円としたものであります。 

 未処分利益剰余金につきましては、当年度純利益３億５,３７１万２,３０２円を加えまして、

当年度未処分利益剰余金を３億５,７８９万７,５６９円としたものであります。 

 資本金剰余金の部では、受贈財産評価額に大島国保振興会解散に伴い寄附された土地の評価額

１,０００万円を当年度発生高に計上し、残高を１,８３１万３,３００円とし、国県補助金に調
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整交付金及び災害復旧に伴う補助金として７,６９１万６,０００円を当年度発生高に計上し、補

助金で整備した各病院の医療機器等の廃棄処分に伴いまして１億１,０２１万５,２５６円を当年

度処分額に計上し、残高を９億６,７１０万８,２４４円とし、翌年度繰越資本剰余金を９億

９,４７９万９,５４４円としたものであります。 

 次に、２１ページの平成１６年度事業貸借対照表について御説明を申し上げます。 

 まず、資産の部でありますが、固定資産は、有形固定資産が８３億５,７１６万２,１４２円、

無形固定資産が１,３６８万４３２円、投資が９６億５,３５４万円で、固定資産合計は１８０億

２,４３８万２,５７４円でございます。流動資産は、現金預金が７億８８７万９,１８７円、未

集金が８億３,３９１万２,８３８円、貯蔵品が２,９９６万９,８１７円、前渡金が４０４万円で、

流動資産合計は１５億７,６８０万１,８４２円でございます。 

 固定資産と流動資産を合わせた資産合計は１９６億１１８万４,４１６円でございます。 

 次に、２６ページの負債の部でありますが、固定負債は引当金が１４億５,６７５万４,５３７円、

流動負債のうち未払い金が２億７,４１０万１,８３１円、預かり金が１,７６４万３,１１５円で、

流動負債合計は２億９,１７４万４,９４６円でございます。 

 固定負債と流動負債を合わせた負債合計は１７億４,８４９万９,４８３円でございます。 

 次に、２８ページの資本の部でありますが、資本金のうち自己資本金は、固有資本金が

６７０万２,５９８円、組み入れ資本金が４１億８,７２０万８,９７８円で、自己資本金合計は

４１億９,３９１万１,５７６円でございます。借入資本金は、企業債が７７億１,２３７万

９,９８０円で、自己資本金と借入資本金を合わせた資本金合計は１１９億６２９万１,５５６円

でございます。 

 剰余金のうち資本剰余金は、受贈財産評価額が１,８３１万３,３００円、国県補助金が９億

６,７１０万８,２４４円、その他の資本剰余金が９３７万８,０００円で、資本剰余金合計は

９億９,４７９万９,５４４円でございます。 

 利益剰余金は、減債積立金が２２億６４１万３,９５９円、利益積立金が６億５,５２６万

６,１２７円、建設改良積立金が１７億３,２０１万６,１７８円、当年度未処分利益剰余金が

３億５,７８９万７,５６９円で、利益剰余金合計は４９億５,１５９万３,８３３円でございます。 

 資本剰余金と利益剰余金を合わせた剰余金合計は５９億４,６３９万３,３７７円で、資本金と

剰余金を合わせた資本合計は１７８億５,２６８万４,９３３円で、負債と資本を合わせた負債資

本合計は１９６億１１８万４,４１６円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、３３ページから４９ページまでに事業報告書を、

５０ページから６７ページまでに収益費用明細書を、６８ページから７０ページまでに固定資産

明細書を、７１ページから７３ページに企業債明細書を添付しております。 
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 以上、認定第９号の平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について、補足説明を

終わります。 

 なお、本決算は、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

して、その意見書を別冊のとおり添付をしておりますので、御審議の上、御認定を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩をいたします。午後１時まで休憩でございます。御苦労さまで

す。 

午後０時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開をいたします。 

 補足説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は、認定第１号平成１６年度久

賀町各会計歳入歳出決算の認定についてから認定第６号平成１６年度大島郡環境衛生施設組合一

般会計歳入歳出決算の認定についてまで及び認定第８号平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出

決算の認定についてを一括、認定第７号平成１６年度大島郡国民健康保険診療施設組合事業決算

の認定について及び認定第９号平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定についてを一

括として、都合２回に分けて行います。 

 なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、後ほど所轄委員会への付託審

査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大綱

的な質疑を行っていただきたいと思います。 

 それでは、まず、認定第１号から認定第６号まで及び認定第８号についての質疑を求めます。

質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  総括的質疑という表現が非常に難しいんですが、質疑をしたい

というふうに思います。 

 まず１件は、各性質別歳出の状況から質疑をしたいというふうに思います。執行部が取りまと

めた内容でいきますと、１５年度、１６年度対比表も出されております。まず、それについて質

疑をしたいというふうに思います。実際的に、昨年度、１６年度は合併前と合併後ということで

す。人件費を見てみますと、これは参考までに、４ページ、主要な施策の成果を説明する書類、

４ページでまず質問します。 

 一つは、人件費についてであります。対前年人件費で３,３８６万３,０００円の減額というこ

とであります。実際的には合併効果をどう見るかという部分であります。といいますのが、一つ

は、議員が途中から、１０月以降から基本的には、それまでは５０数人おったのが半分になった



- 42 - 

ということです。 

 その割には人件費そのものが落ちていない、職員さんも１０月１日時点でかなりの、新町発足

時点で退職あられたと、それで、もう一方では、環衛一部事務組合所属の方がここの一般会計に

入ってくるという格好の中で、職員の異動はプラマイで実質的には３,８８６万３,０００円とい

うことであります。 

 そこでお尋ねしますが、実際的な動きは具体的にどのようにつかんでおります。３,８００万

円の節約について、節約といいますか、実際的にはどういうふうにつかんでおるのか、まず報告

をお願いしたいというふうに思います。 

 それと、物品費、これが４億３２１万１,０００円というふうに増額になっております。この

物品費については、かなり５億円余りが実質的な合併統合費、合併統合のためのいわゆる統一等

と思われるが、特徴的にはまずどういうふうにとらえておるのか聞いておきたいというふうに思

います。 

 それと、その他部分では、これは基金の部分か再度確認しておきたい。その他部分について。

いわゆる対比で、１５年度対比、大体旧４町で４億３,５００万円、それで、１６年度、いわゆ

る１６年度、合併前と合併後を足した金額が実際的には７億９,９００万円ということになって

おりますが、実際的に、その他部分はどういうふうになっておるのか、つかんでおるのか聞いて

おきたいというふうに思います。 

 次に、歳入について総括的という格好で質疑をしたいと思いますが、長い間過疎の自治体にお

いては、歳入部分では地方交付税が主な財源になっております。 

 ここで質問したい点は、ここの対比表を見てわかりますように、大体普通交付税で２億

６００万円余りの減額、１５、１６対比です。そして、もう一つ、起債とはいえ、いわゆる交付

税の減額分、これが臨時財政対策債、これが当たるわけですが、それが２億７,９００万円の減

ということになると、実際的には、一般財源部分の減が、一般財源といいますが、目的・理由い

われる部分が実際的には４億８,０００万円ぐらいの減ということになると、実際的にはかなり

の減額になっておると。 

 これは、かなりの町財政の圧迫にある意味ではつながっておるというふうに考えておりますが、

どういうふうに見ておるのか聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、個別の事案で、先ほど収入役の方から出されました。旧町ごとの事案が出されました。

報告されました。例えば、町税収入でまず見ていただきたいのは、例えば、久賀町の場合が、こ

の時点で、いわゆる旧町、いわゆる久賀町時代の言うなれば決算時点で、１０月時点で不納欠損

が出ております。これは、基本的には、税法の関係で言えば５年以前分ということについては想

像はつきます。想像はつきますが、この時点でいわゆる不納欠損扱いしたのはどういうふうな引
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き継ぎがあるのか聞いておきたい。 

 例えば、町民税で３０万４,０００円、そして、固定資産税で１５５万３,０００円、それと、

特別土地保有税が出ちょるんじゃないか思うんですが、その辺が出ております。金額的には９万

円ということになっておりますが、どういう理由からかいう点を聞きたいというふうに思います。

この時点での不納欠損について。 

 それと、収入未済についても旧町ごとに報告がされました。実際、収入未済額、例えば、先ほ

どから出ておるのは合併に伴いという格好でありましたが、実質的には、いわゆる過去４年分が

それぞれ年度ごとに出されちょるんじゃないかと、町税で言えば、旧町それぞれ、例えば、何年

度分が幾ら何年度分が幾らという格好で出されておるというふうに思いますが、その点でどのよ

うにつかんでおるのか聞いておきたいというふうに思います。まず、その点を聞きたいというふ

うに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、主要な施策の成果を説明する書類の４ページでございますけ

れども、性質別歳出の状況で御質問をいただいております。 

 まず、人件費についてですけれども、まず、１点御了解いただきたいのは、この１６年度と

１５年度の比較についてですが、１６年度につきましては合併後でございますから、先ほど議員

さんもちょっと触れられましたが、環境衛生施設組合等々一部事務組合の関係も含まれておりま

すが、１５年度については旧４町の合計というようなこと、そこらあたり比較というのは非常に

困難な部分もあるわけですけれども。 

 そういった中での私どもの考え方ですけれど、まず、人件費につきましては約３,８００万円

ばかりの減ということでございますが、これも、先ほどちょっと議員さんの御指摘がありました

ように、環境衛生施設組合等の職員が入ってきたというようないろんな経緯がございまして、職

員数の増減、いろいろありました。ですから、ここで上がっております主な人件費の減というの

は、特別職なり議員さんの減に伴うものが大きなウエートを占めておるというふうに理解をして

おります。 

 それから、物件費につきまして約４億円の増ですけど、これも議員さん御指摘のとおり、合併

に対する電算統合等々の経費の増というふうに理解をしております。 

 それから、その他の内訳で約７億９,９００万円ばかり、その他ですけど、これの考え方です。

これは、基金の積立金等が主なもので約６億４,０００万円ばかりだったと思いますけども、そ

の他の主なものは基金への積立金でございます。 

 それから、歳入で交付税についての考え方の御質問がございますけども、この比較、２ページ

の歳入の状況での比較で、１５年、１６年の比較、普通交付税で約２億円、それから、臨時財政
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対策債への振りかえ分としては約２億７,９００万円の減ということで、約４億８,０００万円ば

かりの減になっております。これは、今行われております三位一体の改革等々を踏まえての交付

税なり臨時財政対策債の調整ということでございます。 

 当然、これだけの交付税なりが減額されたということで、この１ページ目にもございますよう

ないろんな財政指数にも大きな影響を及ぼしておるというふうに私ども理解しておりますし、当

然、町財政への影響もかなりのものがある、今後も、こういった三位一体の改革により、また厳

しい財政が今後も予想されるというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  第１点目の町税収入における不納欠損でございますけれども、これ

につきましては、成果の説明書の６６ページでございますけれども、町民税が、旧久賀町におい

て１１件、法人が１件、固定資産税が１件、現年度分が１件、滞納分が９件、それと、軽自動車

税が１８件、特別土地保有税が１件となっておりますが。 

 御承知のように、不納欠損につきましては、３つの事例がございます。時効５年を迎えたもの、

執行停止から３年のもの、それから、即時に消滅をさせるもの等ございますけれども、これにつ

きましては、旧久賀町においてそれぞれこのように不納欠損処分をいたしたものでございます。 

 続きまして、同じように、一番右側になりますけども、収入未済額というものがございます。

これにつきましては、大きく申し上げますと、中段に合計とございますけれども、滞納繰越分と

いうことで、収納の合計が２,４１９件、９,３００万円、それから、国保税につきまして、同じ

ように下の段ですけども、合計、滞納につきまして、７０６件の５,８００万円ということでご

ざいますが。 

 これの件数と金額の内訳につきましては、一般分と国保分に大きく分けまして、一般分につき

ましては、１１年度が６件、１２年度が６件、１３年度分が５件、失礼しました。合計でござい

ます。１１年度分については７件、１２年度分が２４３件、１３年度分が３０９件、１４年度分

が４２１件、１５年度分が５７０件、計１,５５０件でございます。 

 国保税につきましても同様に、１１年分が３件、１２年分が１１１件、１３年度分が１５５件、

１４年度分が１７７件、１５年度分が２６０件、計７０６件でございます。 

 なお、金額につきましては、同じく１１年度分が６万２,９００円、１２年度分が９８０万

１,２３７円、１３年度分が２,０２０万５,６１０円、１４年度分が２,５６３万３,８４０円、

１５年度分が１,８００万９,０２０円、合計７,３７１万２,６００円。 

 それから、国保税につきましては、１１年度分が３４万８,０００円、１２年度分が９８７万

３８円、１３年度分が１,３７８万４,１６０円、１４年度分が１,５４２万９,２００円、１５年

度分が１,９０５万２００円、合計５,８３９万２９６円でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次に、実は、非常にわかりにくい部分として若干聞いておきた

いというふうに思いますが、一つは、各、実際的な借地料等があります。この中で聞いておきた

い点が１カ所あります。 

 といいますのは、旧久賀地域に、交通安全対策で旧と新で実際的に借地している、安全対策に

出てくる借地について、基本的考え方、実際どうなのかということで聞いておきたいと思います。

それが１件です。それが旧久賀地域。 

 それと、あわせて橘地域で１件ほど聞いておきたいというふうに思いますが、実は、２,０００万

円ぐらいの支出で１件聞いておきたいんですが、地域振興のための支出として歳出部分があると

いうふうに思いますが、ページ──聞く方もつらかろうし、一括して聞くというのは、言う方も

つらいんです、実際。聞く方もつらい、答える方もつらいというのが実態なんですが。 

 一つは、例えば安下庄で言えば、ページ数が１０３ページを見てください、歳出の。１,９００万

円余りあります。それで、実際的には光熱水費から始まって備品購入負担金補助金１,４００万

円という格好ですが、具体的にこの時期、合併前にやった事業内容について聞いておきたいとい

うふうに思います。 

 それとあわせて、基本的な部分でもう１点は、実は今、新町になりまして、一つは、特別会計

で言えば、交通災害共済の取り扱いについて聞いておきたいと思います。これは合併時点で徴収

方法も変わって、交通災害共済特別会計、合併後、今年度、それまで旧大島では、いわゆる自治

会長さんといいますか、連絡委員さんが集めてくれよったと、それが実質的には直接行くように

なったと、これは旧町ごとに取り扱いが違っていたんじゃないかと、徴収方法が。それで混乱が

あるという面があります。 

 ですから、旧町時代に、それぞれ東和、橘、大島、運用が違うちょったと思うんです、実際的

には。実際運用としてどういう状況だったのか、あわせて決算上聞いておきたいというふうに思

います。 

 それともう一つは、選挙関係でもう１回聞いておきたいというふうに思います。一つは、この

間も補正予算のときにちょっと批判したんですが、選挙対策、例えば、１６年度で言えば県知事

選挙、これが基本的には合併前でした。それで、町長選挙については合併後でした。 

 それで、実際的に運用については、例えば、さきの補正の議論の中で、私は、ダブルペイにな

るんじゃないかということで聞きました。それで、その部分というのは旧町ごとで対応が違うっ

ていたんじゃないかと、実質的に歳出状況は、歳出としてあらわれるのは、県知事選挙費で、旧

４町で対照であらわれると、それで、合併後としては、町議選、町長選挙で実際的にはあらわれ
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るわけなんですが。 

 一体どうであったのか、例えば、各町まちまちだったと思うんです、実際的に。それで、例え

ば、大島町で言えば、いわゆる家に帰れない時間帯、いわゆる超過勤務の対象外取り扱いについ

て、いわゆる一定程度の茶菓子代程度の対応ということで５００円程度支給されておった。それ

が、旧町、例えば久賀ではどうだったのか、橘ではどうだったのか、東和ではどうだったのかと

いう点で、改めて対応をどうやったのかという点について聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。 

 先ほど、交通安全対策費の中での借地料の件でございますが、これは、旧久賀駅のそこの用地

でありますが、これが土地ですが、それを町が借り上げて、それの借地料と、そこを駐車場とし

て貸し出しているというような状況であります。 

 それから、選挙に伴うところの昼食、各町の取り扱い、また、交通災害の各町の取り扱いにつ

きましては、ちょっと手元の方に資料がございませんので、ちょっといましばらく時間をいただ

ければと思うんですが。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  旧橘町の、決算１０３ページですか、地域づくり推進事業の補助金

の件、御質問をいただいたと思うんですが、これの主な事業といたしまして、まず、各区といい

ますか、区長さんといいますか、地区に出しております地域振興補助金、それから、「サマー・

ミーティング大島」とか、そういったイベント、「夢橘ゆうゆう祭」、あるいは小規模施設の整

備補助金、それから、安高を考える会等々に対する補助金でございます。それが、ここに一括し

て地域づくり推進事業費ということで計上して執行されておるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的には私たち議員が予算議論をしていないんで、実際的に

は質疑も非常に難しいという実態が、執行部も一緒と思います。今現在に予算を組んだ人がどこ

におられるのかわからないという面もあるというふうな理解はしておりますが、実際的には委員

会にできるだけ詳しく行うということで、総括質疑という言い方ですが、終わりたいと、各議員

さん方聞きたいと思いますので、終わりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、認定第７号及び認定第９号について質疑を求めます。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。決算認定の質疑が終結いたしましたので、認定第１号平成１６年度久賀町

各会計歳入歳出決算の認定についてから認定第９号平成１６年度周防大島町公営企業局事業決算

の認定までの９議案を、本日配布しております議案付託表により、所轄の常任委員会に付託する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第９号までの９議案

を、本日配布いたしました議案付託表のとおり所轄の常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１号 

日程第１６．議案第２号 

日程第１７．議案第３号 

日程第１８．議案第４号 

日程第１９．議案第５号 

日程第２０．議案第６号 

日程第２１．議案第７号 

日程第２２．議案第８号 

日程第２３．議案第９号 

日程第２４．議案第１０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１５、議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第

４号）についてから日程第２４、議案第１０号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会

計補正予算（第１号）についてまでの１０議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  それでは、議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算

（第４号）につきまして、補足説明を行います。 

 今回の補正は、補正予算議案書１ページのとおり、第１条において、既定の歳入歳出予算の総

額に４億４,２６７万５,０００円を追加し、予算の総額を１７３億４,８１２万７,０００円とす

るとともに、第２条におきまして、第２表のとおり地方債の変更を行うものであります。 

 それでは、詳細につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。事項別明細書はオレ

ンジ色の仕切りの紙以降でございます。事項明細書の３ページをお開き願います。 
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 まず、歳入でございますが、８款地方特例交付金は、交付決定により５６８万２,０００円の

減額であります。９款地方交付税につきましては、普通交付税の交付決定により７,７７３万

９,０００円を追加するものであります。普通交付税の総額は７３億５７３万９,０００円となっ

ております。１１款の分担金及び負担金につきましては、がけ崩れ災害緊急対策事業に係る地元

負担金１８７万９,０００円の計上であります。 

 １３款国庫支出金のうち１項国庫負担金は、災害復旧費国庫負担金の追加計上であります。今

年度発生いたしました公共土木施設災害復旧費負担金７,４０７万２,０００円に加え、昨年の台

風災害が激甚災害に指定されたことに伴います国庫負担率のかさ上げによる追加交付分の計上で

あります。 

 次に、４ページであります。４ページの２項国庫補助金におきましては、市町村合併補助金を

４６０万円減額するとともに、公営住宅ストック総合計画策定業務を県事業で行うこととしたこ

とに伴います減額、小中学校費補助金では、準要保護児童生徒にかかわる国庫補助金が、三位一

体の改革に伴いまして一般財源化したことによる３５７万７,０００円を減額いたしました。ま

た、大雨災害にかかわる農業施設災害復旧費補助金の追加計上であります。 

 １４款県支出金であります。２項県補助金では、広域合併支援特別交付金を２３０万円増額し、

福祉医療費過年度精算交付金１３０万７,０００円の追加、児童福祉費補助金におきまして、延

長保育事業を１保育園が実施困難となりましたので、３６１万４,０００円を減額し、児童クラ

ブ事業、子育て支援センター事業をそれぞれ１カ所新規に実施することに伴う補助金を追加計上

しております。 

 水産業県補助金は、地域生産物供給基盤整備事業及び広域水産物供給基盤整備事業の見直しに

よる補助金の減額補正、漁業担い手育成支援事業の中止による減額補正であります。土木費県補

助金では、公営住宅実態調査分析事業及びがけ崩れ災害緊急対策事業補助金の新規計上でありま

す。 

 ６ページをお願いいたします。１７款繰入金は、財政調整基金の取り崩しを１億３,３１０万

５,０００円減額することにより財源調整を行っております。１８款の繰越金は、平成１６年度

からの繰越金３億３,５３６万円を追加いたしました。１９款諸収入の主なものは、東部地方税

整理組合の解散に伴う財産処分収入として４０５万円、国営森林保険の災害保険金収入５００万

円の追加計上であります。２０款町債におきましては、７ページのとおり、それぞれの事業にか

かわる起債額の調整を行うとともに、減税補てん債及び臨時財政対策債を追加いたしました。 

 続いて、歳出の主なものについて御説明をいたします。９ページをお開き願います。２款総務

費１項総務管理費では、１目一般管理費の庁舎等建設調査事業費におきまして、東和庁舎等建設

にかかわる実施設計業務の契約締結に伴う減額補正及び星野記念館建設にかかわる企画等を協議
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するための実行委員会を組織することとし、これにかかわる経費として２００万円を計上いたし

ました。 

 ５目財産管理費のうち財産管理一般経費では、大島文化センター用地について借地となってお

りますが、その所有者の１名の方から町に購入してほしい旨の申し出がありましたので、これを

購入することとし、その経費として２,０８２万２,０００円を計上いたしました。 

 また、基金管理経費では、地方財政法に基づき、平成１６年度から繰越金の２分の１を財政調

整基金に積み立てることとし、１億７,５００万円を計上しております。 

 ６目の企画費では、政策調整一般経費におきまして、公有財産管理システムを新たに導入する

経費として６３５万３,０００円を追加計上いたしました。７目支所及び出張所経費の久賀支所

経費では、久賀庁舎の高圧受電引き込み設備の改修工事費等で１４４万４,０００円、東和支所

経費では、小規模施設整備事業補助金等１０４万円、橘支所経費では、栄地区町有地の防じん舗

装工事費等３８８万３,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 ８目の電子計算費は、介護保険法改正に伴うパソコン等の追加購入経費の計上であります。

１０目交通安全対策費は、工事請負費８０万円の計上でありますが、このたび久賀～広島県の間

で高速バスが運行されることに伴いますこのバス利用者の駐車場を確保するため必要が生じまし

たので、久賀ふるさと館横の町営駐車場を整備するための経費であります。 

 １１ページの２項徴税費のうち、山口県東部地方税整理組合分担金８０３万８,０００円は、

山口県東部地方税整理組合の解散に伴い、当該組合が山口県市町村職員退職手当組合へ納付する

負担金の周防大島町分の計上であります。２目賦課徴収費の報償費は、前納報奨金が確定したこ

とに伴いまして１００万円の減額であります。 

 １２ページをお開き願います。３款の民生費１項社会福祉費５目介護保険対策費におきまして、

介護保険法改正に伴うシステム改修経費として５７２万６,０００円の計上が主なものでありま

す。 

 １３ページの２項児童福祉費では、児童福祉事業におきまして安下庄小学校に児童クラブを新

設することとし、その委託料７０万円の新規計上、中保育園で予定しておりました延長保育促進

事業が実施困難となりましたので、４８１万９,０００円の減額、油宇保育園において、元気子

育て支援センター事業を実施するための１４０万６,０００円の新規計上が主なものであります。 

 １４ページでありますが、４款衛生費は、２目予防費の予防接種事業におきまして、高齢者へ

のインフルエンザ予防接種につきまして対象者へ問診表を直接郵送することとし、その経費を追

加計上いたしました。 

 続いて、５款農林水産業費であります１項農業費３目農業振興費では、東安下庄にあります農

産物加工センターの缶詰製造機等の修繕費１６２万９,０００円を計上いたしました。 



- 50 - 

 ５目農地費では、農地一般管理経費において、橘グリーンパークの植栽管理、排水ポンプのオ

イル交換にかかわる委託料を追加いたしまして、１６ページになりますけれども、ため池緊急防

災対策事業におきましては、１,０００トン未満のため池について、町において危険箇所の点検

を行うこととなりましたので、その経費といたしまして５９万６,０００円を新規計上いたしま

した。 

 また、団体営ため池等整備事業につきましては、事業の調整により節の組み替えを行うもので

あります。 

 １７ページの２項林業費、林道開設事業におきましても、事業の調整により節の組み替えを行

うものであります。 

 ３項水産業費２目水産業振興費では、水産振興対策事業におきまして、安下庄地区で予定して

おりました漁業担い手育成支援事業が事業中止となりましたので、その補助金６６６万６,０００円

を減額するものであります。 

 １８ページであります。３目漁港管理費は、椋野漁港の投錨取りかえ等の工事請負費７９４万

９,０００円が主なものであります。４目漁港建設費では、地域水産物供給基盤整備事業及び広

域水産物供給基盤整備事業におきまして、三蒲漁港ほか４漁港について工事請負費を減額し、計

画見直しのための事業計画策定業務の委託料を計上いたしました。 

 １９ページは、６款商工費であります。２目商工業振興費では、竜崎温泉の源泉予備ポンプ購

入費１８５万７,０００円、指定管理者制度導入を視野に、グリーンステイながうらの施設管理、

運営全般についての診断を行う委託料２４５万７,０００円を新規計上いたしました。 

 ３目観光費では、公園等管理経費において、昨年の台風により被災いたしました飯の山展望台

の改修にかかわる設計監理業務委託料及び工事請負費を計上しております。 

 ２０ページをお開き願います。７款土木費であります。２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費に

おきましては、道路橋梁維持にかかわる工事請負費として７２２万１,０００円を追加するとと

もに、２目道路新設改良費におきまして、長波津礼線ほかの用地購入費等の計上をいたしました。 

 ３項河川費２目河川建設費では、久賀丸山地区において、がけ崩れ災害緊急対策事業を実施す

ることとし、その経費の計上が主なものであります。 

 ２２ページ、６項の住宅費であります。公営住宅一般管理経費におきまして、町内各町営住宅

の修繕費として３５５万７,０００円を追加するとともに、国庫補助金による公営住宅ストック

総合活用計画策定を取りやめ、県事業によります公営住宅実態調査分析業務を行うこととしてお

ります。 

 また、五反田住宅住宅屋根防水工事等５１８万３,０００円の追加計上であります。 

 ９款の教育費では、１項教育総務費２目事務局費の教育総務経費において、椋野小学校体育館
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及び三蒲小中学校体育館の２棟の耐震診断を実施することとし、これで町内すべての耐震診断が

完了することとなります。 

 また、８月１日付で教育委員会総務課内に学校統合推進班を設置いたしましたので、学校統合

推進経費として、報償費、旅費、需用費等の事務費を計上をいたしました。 

 続いて、２項小学校費及び３項中学校費につきましては、各学校における修繕費及び公務員の

賃金について、雇用時間を１時間延長することとし、不足分を追加計上をしております。 

 ページが飛びますけれども、２９ページであります。４項の社会教育費及び３０ページの５項

保健体育費につきましては、東和総合センターほか各施設の修繕費の計上が主なものであります。 

 １０款災害復旧費につきましては、７月初めの豪雨災害にかかわる補正が主なものであります

が、１項農林水産業施設災害復旧費では、現年度農業用施設補助災害復旧事業で９件、３,９０８万

８,０００円、２項公共土木施設災害復旧費では、現年度道路橋梁単独災害復旧事業で５００万

円、現年度道路橋梁補助災害復旧事業で１２件、１億１,２２２万２,０００円の計上であります。 

 ３２ページの１２款諸支出金につきましては、各特別会計への繰り出し金の調整であります。 

 以上が、議案第１号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）の概要であります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第１号、質疑

はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず一つは、地方交付税について聞きます。交付税算定におい

て、１７年度も当然基準財政需要額、収入額の関係においては旧町ベースで積算されておるんじ

ゃないかと思いますが、その点どうなのか、まず聞きます。歳入について。 

 それと、特定目的分、いわゆる一般的に言われる普通交付税については、本来は自由であるが、

三位一体の改革を含めて実際的には特定目的分が入ってきておるはずです。その内訳についてま

ず報告を求めたい。これが歳入の点であります。 

 次に、歳出について聞きます。一つは、星野ワールドについて聞きます。実際的に私は、そう

いうものをつくると、また新たな費用負担が出てくるんじゃないかということで既に全協のとき

言うておりますが、いわゆる予算的にはどういう基準でつくっていったのかというのが非常にわ

かりにくいというふうに考えております。 

 また、ワールドの組織上は、実行委員会になっておるようですが、どういう実行委員会になっ

ているのか聞いておきたいというふうに思います。それがまず１件です。 

 それと、２件目、今回、財産管理費で２,０００万円余り購入があります。これは、ここの図

書館地域ということになっておるそうです。御承知のように旧大島地区においては、かなりまだ、

本来取得した方がかなり有利じゃないかというところもかなり残っておって、なかなか取得が進

んでいないという状況であります。今回、地主さんから買ってくれんかということなんですが、
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基準額についてはどういうふうになっておるのか聞いておきたい。 

 また、これは文化センター付近ということでありますが、実際的にあとどのくらい面積が残っ

ておるのか、文化センターのうち、図書館の真下なら真下でもいいんですが、実際的にはそこの

敷地がどのぐらい残っておるのか、資料があれば報告を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、実際的に今回、前納報奨金のカット、これは確定、当然今の時期ですから確定ですが、

全体トータル的には前納報奨金の状況をどういうふうにつかんでいるのか聞いておきたいという

ふうに思います。 

 それと、１２ページ、老人憩い乃家管理経費についてでありますが、これは、当初予算議論の

ときに、旧橘地域において過去、これがそれかちょっとわかりにくいんですが、旧経費において

実際的にはずっと維持管理費を払いよるんだという報告があったですが、実際的に合併後の町内

で、老人憩い乃家で実際的に家賃を支払っているのはここだけなのか、１カ所だけなのかどうな

のか聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、今年度、１７ページです。水産振興費で、今年度かなり期待された事業として当初予算

に計上された漁業担い手育成事業補助金、これは県事業補助金だったかちょっと忘れております

が、カットということであります。これは、町と漁協と県とということで、朝市を含めたいろん

な産直でしたか、含めてやるということで当初予算を計上されておったというふうに思います。

実際的に、だめになった経費について聞いておきたい。 

 また、例えば手を挙げるところがあったら対応可能なのかどうなのか含めて、今、実際的には、

１次産業は大変だということで、漁業者の産直ということはかなり声が出ております。そういう

中で、実際的にこれだけの多額な金をかけんでもという意見がありますので、あわせて聞いてお

きたいというふうに思います。これが水産関係であります。 

 それと、商工の方で１件聞いておきたいと思うんですが、委託料で、実際的に、さっき補足説

明を聞くと、いわゆる新たな経営形態のために委託するんだと、いわゆる調査のための委託とい

うことで報告がありました。この点で、再度、一体、経営診断というのはどういう角度からどう

いうあれを求めるのか、いわゆるこれも、言うなれば、企業の方に求めるというふうな部分だろ

うというふうに思いますが、一体どういう調査を依頼する、経営診断を依頼するのかということ

で聞いておきたいというふうに思います。 

 もう１点、観光費についてでありますが、今回１,８２５万円、これは飯の山ということで聞

いておりますが、財源的な部分について、一般財源ということでありますが、実際的には災害と

いうことで、一定金額財源が入っているんじゃないかというふうに思います。保険金と言うたら

おかしいです。去年の災害を含めて。その辺のとこをまず報告をお願いしたい。 

 今までのを比べて、やっぱり、本来、建て方といいますか、あり方もちょっと変わるというこ
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とでありますので、実際的にどういういわゆる考え方をしておるのか聞いておきたい。いわゆる

今まで５階が４階になるとか、いろいろ具体的にあると思います。その辺をちょっと聞いておき

たいというふうに思います。 

 次に、道路新設改良で１点聞いておきたいというふうに思いますが、これは、今回１,１００万

円の増額、公有財産購入費で８９４万１,０００円ということでありますが、これは旧大島地区

の３カ所ということですが、単価について、やっぱりそれぞれ物品保障等あるというふうに思い

ますが、これは実際、県の基準ということでいくのかどうなのか、あわせて慎重な対応が求めら

れるところもあるので聞いておきたいというふうに思います。 

 以上。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、地方交付税の関係で御質問いただきました。それぞれ旧町単

位で基準財政需要額なり収入額を算出しているんじゃないかということでございますが、御報告

申し上げます。 

 まず、旧久賀町でございますけれども、基準財政需要額が１６億３,５７３万９,０００円、基

準財政収入額が３億３,１８６万９,０００円でございます。それから、旧大島ですけれども、需

要額が２５億１,１９１万９,０００円、収入が５億１,２５７万４,０００円でございます。それ

から、旧東和ですけれども、需要額が２５億１,００６万円、収入額が３億２,１８３万

３,０００円でございます。それから、旧橘でございますけれども、需用額が２１億９,５１５万

４,０００円、収入額が３億６,６３６万８,０００円でございます。 

 周防大島町全体で申し上げますと、需用額が８８億５,２８７万２,０００円、基準財政収入額

が１５億３,２６４万４,０００円ということでございます。 

 それから、交付税の特定目的分といいますか、繰り越しもございますけども、まず国保財政の

部分、これが大体２億３,７００万円程度と見込んでおります。 

 それから、公営企業局に対する病院の病床割あるいは看護師の養成所関係、これは４億

２,２６０万円ばかりと見込んでおります。 

 それから、起債の償還分、これが１５億２７０万円ばかりだろうと見込んでおります。 

 それから、三位一体の改革に関する影響額でございますけれども、これもいろんな見方がござ

いますけれども、所得譲与税を差し引いて交付税で調整されるであろう、まあされるべき金額と

いいますか、これが約７,５００万円ばかりというふうに見込んでおります。 

 それから、歳出で財産管理の用地購入の御質問をいただきましたけれども、これのまず単価で

ございますけれども、１平米当たり１万８,０００円で計算をしております。 

 それから、借地あとどれぐらいあるかという御質問ですけど、これも今回購入するのはこの文
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化センターのちょうど図書館がありますあたりの用地を購入するわけですけれども、これも文化

センターと庁舎一体、まあこういったつながった建物ですから文化センター部分とちょっと分け

ることできませんので、この庁舎と文化センター周辺の借地について御報告申し上げますけれど

も、今度購入予定の土地を除きましてこの庁舎周辺の借地があと約９,３２３平米ございます。 

 それと、もう１点、飯の山の展望台の改修に伴います財源でございますけれども、昨年の台風

災害で保険金として約９５０万円ばかりの保険金が久賀町の方に１６年度に歳入されております。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  星野ワールド実行委員会の関係の中で、組織及び予算の基準はどう

なのかという御質問がございました。組織につきましては、先般の７月の臨時議会の全員協議会

のときに多少御説明いたしましたけれども、東京の方から音楽評論家の小西良太郎さんを初めと

した５名の方、それから町側としては、町長、助役、収入役、そして議会の方からは、議長、副

議長、顧問に県議という形の組織をしたいというお話しをしたところであります。まだ実行委員

会はこれから立ち上げるという状況であります。 

 それから、予算の基準ということでございますが、実際こういった施設をつくるに当たって、

特に音楽業界といいますか、そういった形での交渉というのが発生する恐れがございます。した

がって、どういったものが要るかというのは検討がつかないものもありますが、今２００万円の

想定をされております内容としましては、会議費とそれから報償費、これは著作権料とかいろい

ろなアドバイザー料が発生するということがあるかもわからないということで、当面頭出しをし

ております。 

 それから、先ほど申し上げましたように、東京側から５人、こちら側から６人という人員で委

員会を組織しようという格好で、旅費についてはこちらから行く場合もありますし向こうから来

る場合もあります。そういったものを旅費として１２０万円ばかり試算をして計上しております。

その他雑費ということで、トータル２００万円ということでございます。あわせて、当然委員会

だけでなくて幹事会というような形も組織したいという考えでおりまして、教育関係あるいは商

工関係等の職員、そしてこの星野記念館等につきましては、東和総合支所と一緒の建物という今

の考え方によりますので、総合支所の職員、それから総務課の職員という格好で幹事会を組織し

ていきたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  全納報奨金の件でございますけれども、本年度当初予算におきまし

て、１,００３万円予算を組んでおります。現在、固定資産税が１万１,３７５円で７５７万

８,８３０円、町民税につきまして１,７７２件、１３５万２,７２０円、合計で１万３,１４７件、

８９３万１,５５０円となっております。これ、まあ前年とほぼ同様でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  老人憩いの家の件につきましてですが、これは橘地区の老人憩

いの家ということで、一部借地料は支払っておりますが、管理費というようなものは自治会へは

一切支払っておりません。ほかに、旧町にもあるんではないかということですが、現在条例に定

めております老人憩いの家は橘地区のみであります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  １７ページの漁業担い手育成支援事業の補助金のカットでござ

いますが、これにつきましては事業割等により未調整であったために見送りになったというふう

に聞いております。県が認定する漁業協同改革事業に基づいて行う支援事業でございました。他

に振りかえはだめかということなんですが、今年度につきましてはもうだめと思いますが、後年

度につきましては、これは協業体、漁協が中心となりますけども、協業体が県と協議をして決定

することになろうかと思います。 

 １９ページの経営診断でございますが、この内容につきましては、施設経営診断、マーケティ

ング調査、これをすることで収支レベルの改善、損益でございますが、これを図るべく収支増加

及び収支削減の方向性と具体策を明確にするというものでございます。診断及び調査の内容でご

ざいますが、財政内容の分析、中核構造の確認、サービス特徴の確認、サービス力の確認、業者

のニーズ把握等々でございます。 

 同じく１９ページの工事請負費の１,８２５万円、これ飯の山の展望台の改修でございますが、

この工事規模ということでございますが、被災前は鉄骨づくりの５階建ての屋根つきでございま

した。会議室、側壁パネルがございましたが、今回は鉄骨づくりの４階建てで、屋根なし、会議

室なし、側壁パネルなしということで、台風には強い構造ということで考えております。 

 ２１ページの公有財産購入費の土地購入費でございますが、これは長波津礼線、上浜線、中屋

線、旧大島地区でございますが、この３路線を予定しております。単価基準につきましては、上

浜線が実勢単価、宅地でございます。その他につきましては、県の土地評価標準基準で行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  グリーンステイながうらの経営診断について若干補足させていただ

きます。今部長が答弁したとおりなんですけども、それ以外に考え方として、今後今から条例の

審議があるわけですけども、指定管理者制度に向けての、まあ今後指定管理者に対して公募をし

なきゃならないわけですけども、指定管理をどの程度で公募したらいいかとか、そういったこと
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もあわせて診断をしていただくというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一つは、星野ワールドについて質問しますが、まあ実際的私た

ちも非常にわかりにくい、実際として。いうのがどれほどの建物をするのか、実際的にそういう

２００万円をかけていろんな交渉事をするというのが本当に必要なんかどうなんかも含めて、私

疑念があるんです。いいますのが、実際的に２００万円かけて調査をして、それから、それはも

う箱物の中身の話し、外もあるかもわからんが、実際的には中身の展示品が主かどうかも再答弁

求めておきたいんですが、中身が主で、実際的にはさっき聞くと頭出しちゅう表現をすると、一

体どのくらいかかるのかなという疑念があります、実際的に。実際的にそういうところに多額の

金をかけていくちゅうことになると、何のための実際的な箱物なんかということになっていくと。

実際的にはその建物そのものは職員が入る一つの、いわゆる職員が入る部分と実際的には併設さ

れるだろう部分だというふうに聞いておりますので、実際的にそれだけのいわゆる調査費が、調

査費、かかるちゅうのは非常にわかりにくい、実際。中の物にしてもですいね、２００万円とい

うのも非常に私らからすれば非常にわかりにくいというので、再度質問しておきたいというふう

に思います。 

 それと、今年度とりやめた、今回の補正でとりやめた関係でもう１点聞いちょきたいのは、い

わゆる延長保育の関係で中保育園、いわゆるどういう条件がそろわなかったのかという点でも再

度聞いちょきたいというふうに思います。いうのが、要求は強いがなかなかできないという側面

もあるんで、実際的にはどういう理由でという部分がまだ聞き取れてないので聞いちょきたいと

いうふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  御質問いただきました星野ワールドの関係わかりにくいということ

でございます。どれほどの建物が建つのかということも含めまして、実施設計を今から、先般契

約いたしましたので今から中身を詰めていくとこでございますが、この星野ワールド云々につい

ては中の展示品をどのようにやっていくかということでございます。ただ、資料を、星野先生等

が保有しております資料を展示するだけで記念館にするのかということだけでは集客というのは

見込めないということから、魅力のある建物にしたいと、リピーターも来るようなというような

建物にしたいということでありますと、中の展示品等についてどういった工夫を凝らして、どう

いう展示を調整していくかということについては、私ども行政の立場としては全くそういったも

のに不得手でございますので、アドバイザーも含めてということで、東京の方で５人の方がいろ

いろな提言をして、これを町として検討して受け入れようとかいう協議になろうかと思っており

ます。 
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 したがって、先ほど頭出しといった御説明をしましたけれども、決して頭出しをして、これか

らどんどんふえていくんだよという意味での頭出しではございません。今回こういった形で計上

させていただきたいという意味での頭出しでございますので、そのあたりは御理解いただきたい

と思います。したがって、実際に今お願いしておりますのは２００万円でございますが、すべて

使い切るという気持ちは全くございません。ですから、要るものに対してやっていくけれども、

極端な話３月末で一たん締め切って精算をして、残額については返すというような対応をさせて

いただいたらと思っています。 

 したがって、今考えております２００万円につきましては、先ほど申し上げましたように、旅

費が大体６割方を占めております。行ったり来たりするための旅費でございます。それから、あ

とは会議費と著作権料等が発生すればそういった経費に充てていきたいということでございます。

既に東京の方では、カラオケで有名な第一興商、ここと既に話し合いを始めているというところ

まではきております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  延長保育の件ですが、中保育園が中止をしたということですが、

当初実施をしようということで計画をしていたわけですが、代替の保母を募集していたところ集

まらなかったということ、それと保護者からの利用希望も少なくて利用が中止になったというこ

とです。これからもし利用希望があればまた補正でも対応していきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ３回目、最後と思いますので聞いておきたいと思いますが、一

つは、教育費について聞いておきたいというふうに思います。 

 御承知のように今年度当初予算でかなり剪定費が全額カットとか、実際的にはかなりの子供た

ちの予算部分がカット、例えばいろんな議論がある中で校務さんの３時間から、それじゃあでき

んのじゃないかちゅう議論の中で４時間が復活という議論がありました。そういう中で、今回賃

金として組まれておるというふうに見ております。実際的に今回補正部分で、いわゆる剪定部分

としてどのくらいの補正がついたのか、また賃金部分として補正としてどんな部分がついたんか、

教育委員会もしくは財政当局わかれば、きちっと報告願いたいというふうに思います。 

 また、各学校からいわゆる３月で、３月議会の予算で実際的に、まあ語弊が悪いがカットされ

た部分も含めて、今回実際的にきちっと予算がついたのかどうなのかも含めて、教育委員会の方

から聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 
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○教育次長（布村 和男君）  御指摘の剪定費につきましては１万８,０００円掛ける３回分をつ

けていただきました。以前にも御指摘がありましたように、校務員さんの３時間から４時間へと

いうことで、当初予算は３時間しかありませんでしたので、この際１時間の延長ということで補

正予算を組みました。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  １４ページに、元気子育て支援センターで１４０万円計上して

おりますが、県が２分の１、町が２分の１で、この子育て支援センターというのはどのような事

業を行うのか、お金はどのように使われるのか説明求めたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  元気子育て支援センターにつきましては、子育て家庭の支援活

動の企画を行ったり調整を行うということ、それとそういう実施を行う担当職員を配置するとい

うことで、まあ子育て家庭の育成支援というふうなことだろうと思います。（発言する者あり）

です。実際今大島地区、橘地区で子育て支援センターを設置をしております。それと、同じと考

えていただけたらと思います。今回油宇保育園で実施をするということで、この実施に当たって

は保育連盟、町の保育連盟の協議をいただきまして、ぜひ旧４町、４地区ですべてでやってほし

いなという話しもありまして、現在２地区やってるということで、今回旧東和地区で実施をする

ということで、またあと久賀地区がまだですが、これからもまたいろいろやっていただけるとこ

ろがあれば実施をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  それ、人件費ちゅうことですか、この１４０万円は、そうする

と。今事業の内容は一つも触れんかったような。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  いえ、これは新規に設置するということで、普通の運営費、当

初の運営費、まあ人件費分がほとんどだろうと思います。それと、新規分につきましては備品と

かそういうものが買えるということで、その経費も今回含んでおります。 

○議長（新山 玄雄君）  田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  人件費ちゅうたら新たな雇用が一人でも生まれるちゅうことで

すか、おる人数で回すということですか。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  職員は保母が対応するということですので、実際この元気子育

て支援センターにつきましては県立事業ということで、１週間に大体２日程度開園するというよ
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うなことになります。一応保母の人件費ということで、現在あります保母を利用することもでき

ます。新たに採用するという方法もあろうかと思います。それはまた保育園の方で考えていくこ

とだろうと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちゃっと保育士というふうにもう名前変わってますんで、部長、

違いますかね。 

 ６ページの歳入のところになりますが、ちょっと──雑入のとこですね、東部地方税整理組合

の財産処分収入４５０万円というのがありますが、これは後の議案で、議案第４２号でしたか、

出てくる金額と同じということで考えていいんですか。ということであれば、まだその議案が議

決されてないのにもう既にここに上がってくるというのはどういうふうにとらえたらいいのかと

いう、と思うんですが。 

 それと、１０ページの交通安全対策費、先ほどの説明では久賀駅に高速バス運行による整備を

したいということですが、具体的にどのように整備をされるのか、それとその高速バスの運行は

具体的には、まあ先ほど説明では大島から広島に向けてということでしたけども、岩国を経由し

て広島にということでしたが、発着についてはどうなるのか、その辺もう少し具体的に御説明願

えたらと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今後の議案審議と予算の関係での御質問、東部地方税整理組合の財

産処分の歳入の件でございますけども、これにつきましては当初予算等でも条例改正等に伴う収

入等の増につきましても、当初予算に組み込んで予算計上してというような御審議をお願いする

というようなことも御理解いただいているとこでございますし、こういったことでの今回、まあ

議案の審議が、順序がどちらが先かという部分だろうと思いますけども、今回同時にこの議会に

上程して御審議いただくということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  １０ページの工事請負費、交通安全対策一般経費ですが、

８０万円の工事請負費でございますが、これは現在のふるさと館の横の駐車場、舗装もかなり傷

んでおりますしラインが消えております。このラインの整備と、できれば車どめも一緒に設置し

たいというふうに考えております。高速バスにつきましては、この発着につきましては、始発久

賀駅、ふるさと館を出発というふうに聞いております。何便ということにつきましては、現在防

長バスの方で検討しておりますので、まだ正式な回答はいただいていない状況でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  最初の方ですが、御理解を願えたらということは、本来なら最初
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に４２号の方を先にやるべきというふうに考えておるわけですか。 

 それと、今の交通安全対策費ですが、これは久賀だけが１カ所、こちらの、どちら、西側、旧

大島町側の方は発着はないのかどうか、１カ所だけなのかどうかということをもう１回お願いし

ます。 

 まあ久賀が発着ということになれば、それより東の方は利用の場合は久賀までマイカーか何か

で来なきゃならないわけでしょう、そうなるとやっぱり駐車場がもう少し要るんじゃないかなと。

今現在あそこを、ふるさと館の横の町の駐車場はいわゆる月極めの利用が多いと、一般に利用で

きるのはそのふるさと館のお客様とか、そういうのであけておるという、実態はそうなんですけ

ども、今後この運行されて、まあ運行されて利用するとなれば最低でも朝から晩まではそこに車

を置くだろうというふうに考えられるわけですが、それで実際にそこの駐車場だけで賄うことが

できるのかどうか、賄えんのであればもう少し駐車場を整備していかないけんのじゃないかとい

うふうに考えるわけですが、その辺の考え方はいかがですか。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩します。 

午後２時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時21分再開 

○議長（新山 玄雄君）  休憩、解除します。 

 岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  高速バスの件でございますが、発着につきましては、利用者の

方の駐車場として現在ふるさと館の月極めがございますが、これのほかに無料の駐車場がござい

ます。このうちの５台程度を確保したいなと思っております。これ以上の利用者の方につきまし

ては、現在ＪＡの前に県が購入している土地がございます。港湾の施設のところでございますが、

ここを利用させていただくつもりでございます。 

 それから、久賀よりも東につきましては、この運行が順調に行けば延長して東和地区の方まで

延ばす可能性はございます。これは将来的なことでございます。大島地区側につきましては、大

島の瀬戸、ここの現在町営の駐車場がございますが、無料駐車場、これを利用したいというふう

に考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑ありませんか。尾元議員。 

○議員（２４番 尾元  武君）  先ほどからちょっと飯の山の方の工事請負費の方で何度か質疑

されておるんですが、先ほどの御答弁の中では鉄骨の４階、屋根なし、側面パネルなしという、

要するに災害に強いという立場でお聞きしております。観光費としてとらえまして、一つお聞き

したいのが、まず今できている所のものを解体してそのまま同じ所につくるのか、若干場所をず
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らしてから建てかえるのかという部分であります。それをどうしてお聞きするかといいますと、

今観光という立場からとりまして、飯の山は非常に風光明媚である中にもちょっとトイレ、公衆

トイレの方がまだまだ不浄なままでちょっと目に余るものがあるっていう現状もあるんじゃない

かなと。そういったところをきちっと整備を、こういったときに、この際にやっとくのもまた一

つの手ではないかなと、そういうふうにちょっと感じましたので、御答弁をお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  飯の山展望台の改修でございますが、これは現在の鉄骨をその

まま利用するということでございます。災害に強いということでございますが、これは経費をな

るべくかけなくて、災害に強い、風圧に耐えれるような構造ということで考えております。 

 公衆トイレにつきましては、また調査させていただきまして、いろいろ検討したいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 暫時休憩をいたします。１５分ほど休憩いたしますので。 

午後２時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時40分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 先ほどの答弁漏れがございますので、答弁お願いします。吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  広田議員さんから質問がありました件の中で、選挙管理委員会費の

中で、合併前、合併後ということで、合併前の県知事選挙、合併後の町会議員の一般選挙におけ

るところの事務従事者等の食費の支給状況でありますけれども、旧久賀町、旧大島町、旧東和町

は、開票事務に従事する職員のみ支給されておりました。それから、旧橘町につきましては、投

票事務及び開票事務におけるところの職員に対しまして食料費、弁当を支給しておりました。合

併後につきましては、まあ首長会議にも一般選挙やりましたが、これにつきましては投票事務及

び開票事務の際に弁当を支給しておりました。 

 それと、交通災害共済についての御質問でありますけれども、これにつきましては、久賀地区

につきましては、住所、氏名、生年月日、掛け金を印字した申込書を使用し、配布及び取りまと

めを婦人会に依頼し、申込者１人当たり４０円の徴収手数料を支払っております。それから、大

島地区につきましては、行政区、氏名、掛金を印字した申込書を使用し、配布は行政連絡員に依

頼していました。取りまとめは一部の自治会で自主的に行っておりましたが、徴収手数料は支払

っておりませんでした。それから、東和地区でございますが、これにつきましては、行政区、氏
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名、生年月日、掛金を印字した申込書を使用し、配布及び取りまとめを自治会駐在員に依頼し、

申込者１人当たり４０円の徴収手数料を支払っておりました。それから、旧橘町地区であります

けれども、これは個人情報の保護のため白紙の申込書を使用しておりました。それから、安下庄

地区の配布及び取りまとめは婦人会に依頼し、申込者１人当たり３０円の徴収手数料を払ってお

りました。それから、平井地区の配布は区長に依頼し、取りまとめは行っておりませんでした。

というような状況でありました。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、議案第２号から議案第１０号までの特別会計については続けて

補足説明をしてください。補足説明を求めます。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、議案第２号平成１７年度周防大島町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は、平成１６年度決算に伴う精算及び負担金等の確定が主なものです。 

 それでは、９ページですが、本文で、第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で既定の歳入

歳出予算の総額に５,０３２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３０億９,９０５万

９,０００円とするものです。 

 第２項で第１表歳入歳出予算補正を掲げていますが、事項別明細書で説明いたします。 

 ３７ページをお願いいたします。３７ページ。３款の国庫支出金、１目の療養給付費負担金で

は４２１万円を増額いたします。これは現年度分の老人保健医療費拠出金及び介護納付金の確定

により１５８万９,０００円の減額と過年度分の精算交付５７９万９,０００円であります。 

 ４款の療養給付費等交付金では、現年度分退職者医療交付金の老人保健分の確定により

５７６万２,０００円を減額いたします。 

 ８款の繰入金では、財政安定化支援事業繰入金を５,１０１万９,０００円減額いたします。 

 ３８ページをお願いいたします。９款の繰越金では、前年度繰越金の１億２８９万７,０００円

を増額いたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。３９ページの３款の老人保健拠出金では、老人保健医

療費拠出金の確定により３４８万１,０００円を減額いたします。 

 ４款の介護納付金も確定により９３万４,０００円を減額いたします。 

 ８款の諸支出金では、平成１６年度の療養給付費償還金として１,９２４万８,０００円を増額

いたします。 

 次のページの４０ページです。１０款の予備費では、３,５４９万２,０００円を増額し財源調

整を行っております。 

 以上で、平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

終わります。 
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 次に、議案第３号、１３ページになります。議案第３号平成１７年度周防大島町老人保健事業

特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は、平成１６年度決算に伴う精算を行うものです。 

 それでは、本文で第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で既定の歳入歳出予算の総額に

６,７４７万９,０００円を追加し、歳入歳出の総額を５１億５１９万６,０００円とするもので

す。 

 第２項で、第１表歳入歳出予算補正を掲げていますが、事項別明細書で説明いたします。 

 ４３ページをお願いいたします。歳入です。１款の支払い基金交付金では、老人医療給付費に

対する社会保険診療報酬支払い基金からの交付金で、医療費交付金の過年度不足分として

８５０万円、審査支払い手数料交付金として２万８,０００円を計上いたします。 

 ２款の国庫支出金、３款の県支出金は省略をいたします。 

 次のページをお願いします。４４ページ。４款の繰入金では７,０００円を増額し財源調整を

行います。 

 ５款の繰越金では前年度繰越金５,８９４万６,０００円を計上いたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。４５ページ。２款の諸支出金では前年度の国、県医療

費負担金の超過交付返還金として６,７４７万９,０００円を計上いたします。 

 以上で、平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わ

ります。 

 次に、１７ページになります。議案第４号平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は、介護予防の重視と施設給付の見直しを柱とする介護保険法改正が平成１７年

６月２２日可決成立をいたしました。平成１２年度の制度施行から介護費用が年間１０％の伸び

を続ける中で、認定者の半数を占める要支援、要介護１の軽度者に新予防給付を導入すると同時

に、要支援、要介護状態への移行を予防する地域支援事業を創設することで、介護費用の適正化

を図り制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢化社会の構築が改正の最大の目的です。

平成１８年４月からの施行ですが、一部本年１０月から実施されます。施設等の食費と居住費を

保険給付の対象外とし、自己負担となるための保険給付費の減額と低所得者対策の特定入所者

サービス費の創設による補正が主なものであります。 

 それでは、本文で、第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で、既定の歳入歳出予算の総額

に２,２９８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２５億９,５５１万４,０００円とす

るものです。 

 第２項で、第１表歳入歳出予算補正を掲げていますが、事項別明細書で説明いたします。 
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 ４９ページをお願いいたします。３款国庫支出金、１項の国庫負担金では８１０万９,０００円

を減額いたします。法改正による介護給付費の減額に伴う２０％相当分の介護給付費負担金であ

ります。 

 ４款の支払い基金交付金も同様に法改正に伴う３２％相当分の１,２９７万４,０００円を減額

いたします。 

 ５款の県支出金も同様に５０６万８,０００円を減額いたします。介護給付費の減額に伴う

１２.５％相当分の介護給付費負担金であります。 

 ７款の繰入金も同様に法改正に伴う１２.５％相当分の介護給付費繰入金５０６万８,０００円

の減額と、次のページ５０ページをお願いします。介護給付費準備基金繰入金９３２万２,０００円

を減額いたします。 

 ８款の繰越金では、前年度からの繰越金として６,３５２万３,０００円を計上いたします。 

 次に、歳出について説明いたします。５１ページ。１款の総務費、２項の徴収費では、過年度

分の保険料還付として３０万７,０００円を増額いたします。 

 ２款の保険給付費、１項のサービス諸費では１億４５２万４,０００円を減額いたします。法

改正により１０月から食費及び居住費が保険対象外となるため、サービス給付費の減額として居

宅介護サービス給付費で１,２１３万７,０００円、施設介護サービス給付費で９,１５４万

７,０００円、居宅支援サービス給付費で８４万円の減額であります。 

 ５２ページをお願いします。２項のその他諸費及び３項の高額サービス費は財源組み替えであ

ります。 

 ４項の特定入所者サービス費として６,３９８万３,０００円を計上いたします。これは低所得

者対策として、介護保険３施設入所者及び短期入所利用者のうち低所得者については、食費及び

居住費について所得に応じた負担限度額を定め、減額相当分について補足給付を行うための利用

です。 

 ５３ページの４款の基金積立金では、前年度決算に伴いまして介護給付費準備基金への積み立

てとして３,８９２万２,０００円を増額いたします。 

 ６款の諸支出金では、前年度実績に伴う国等への返還金として２,４２９万４,０００円を計上

いたします。 

 以上で、平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わ

ります。 

○議長（新山 玄雄君）  続いてお願いします。村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  それでは、まず議案第５号平成１７年度周防大島町簡易水道事

業特別会計補正予算（第２号）について補足説明を行います。 
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 まず、２１ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条にありますように、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１１８万円を追加し、予算の総額を９億８,７１０万

８,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書の順に御説明させていただきます。 

 では、明細書５７ページをお願いいたします。まず歳入でありますが、５７ページ、本ページ

にありますように一般会計からの繰入金８１８万円と諸収入といたしまして、山口県よりの補償

費３００万円を計上いたしました。 

 次に、歳出でございますが、５８ページのありますように、維持管理費といたしまして

６９８万円の計上でありますが、この内容につきましては、東和油宇地区の配管整備事業費とい

たしまして３７８万円と県道改良事業に伴う補償事業費といたしまして４２０万円の計上がその

主なものでございます。 

 以上が、議案第５号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要

でございます。 

 続きまして、議案第６号平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて補足説明を行います。 

 では、２５ページをお願いいたします。今回の補正は既定の歳入歳出予算にそれぞれ８０４万

５,０００円を追加いたし、予算の総額を５億１,２７１万１,０００円とするものであります。 

 まず歳入でありますが、６１ページをお開きください。国庫補助金の決定に伴います８００万

円の減額と一般会計から３３４万５,０００円の繰り入れ、消費税還付金の確定申告による

１,０００万円の減額及び町債１,３７０万円を増額計上しての予算編成であります。 

 次に、歳出でございますが、６３ページをお願いいたします。歳出の維持管理費につきまして

は、浄化センターの水道使用料と申告納税すべき消費税であります。公共下水道事業費の工事費

につきましては、水道復旧工事費の確定分７００万円と補償金５５０万円の工事費の組み替え計

上でございます。 

 以上が、議案第６号平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要で

ございます。 

 続きまして、議案第７号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）について補足説明を行います。 

 ３１ページをお願いいたします。今回の補正は、既定の歳入歳出予算に１１６万２,０００円

を追加し、予算の総額を１５億４,７０５万８,０００円とするものであります。 

 ６８ページをお願いいたします。歳出の維持管理費の修繕費につきましては、全リン・全窒素

測定装置の点検修理費として６０万７,０００円、工事費につきましては排水管、公共升の事業
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費といたしまして５５万円を計上しております。その財源といたしまして、６５ページにござい

ますように、一般会計からの繰り入れ１１６万２,０００円を予定しております。 

 以上が、議案第７号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の

概要でございます。 

 続きまして、議案第８号平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について補足説明を行います。 

 ３５ページをお願いいたします。このページにございますように、今回の補正は、既定の歳入

歳出予算に４５万２,０００円を追加し、予算の総額を４,２２６万２,０００円とするものであ

ります。 

 次に、事項別明細、７２ページをお願いいたします。歳出の維持管理費の委託料４５万

２,０００円につきましては、水質検査の箇所数の増に伴うものでございます。その財源といた

しまして、６９ページにございますように一般会計からの繰り入れ４５万２,０００円を予定し

ているところでございます。 

 以上が、議案第５号から議案第８号についての補足説明をさせていただきました。何とぞ慎重

御審議の上御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  それでは議案第９号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正

予算（第１号）について補足説明を行います。 

 補正予算議案書３９ページをお開き願います。今回の補正は、第１条におきまして、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５万２,０００円を追加し、予算の総額を８,１９０万

９,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書７５ページをお開き願います。 

 まず歳入でありますが、３款県支出金につきましては、前島、情島、浮島の各航路にかかわる

県補助金が確定をいたしましたので、それぞれを増減いたしまして、合わせて１３４万円の減額

補正であります。 

 ４款の繰入金につきましては、一般会計から１５９万２,０００円の繰り出しを受けての財源

調整であります。 

 ７６ページをお願いいたします。歳出につきましては、１款事業費２項事業費におきまして、

浮島航路運行経費の賃金を２５万２,０００円追加しておりますが、浮島航路の船員が病気休暇

を取得したことに伴う臨時船長の賃金であります。 

 以上が、議案第９号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）の概要であ

ります。 
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 続きまして、議案第１０号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第

１号）について補足説明を行います。 

 補正予算の議案書４３ページをお開き願います。今回お手元に差しかえをお配りしておる内容

でございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万１,０００円を追加し、予

算の総額を１,０８５万１,０００円とするものであります。 

 歳入につきましては、平成１６年度繰越金のうち未計上分５万１,０００円を追加いたしまし

て、歳出では５万１,０００円を予備費に繰り入れるというものであります。 

 以上が、議案第１０号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

の概要でございます。 

 議案第２号から議案第１０号まで特別会計の補正予算の御説明をさせていただきました。何と

ぞ慎重御審議の上御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回繰入金の増といわゆる一般会計からの繰り入れの減という

ことでありますが、実際的に一般会計からの繰り入れの減によるところの、いわゆる任意分を除

く一般会計分は一体幾らになるのかということで押さえておきたいと思いますが、答弁をお願い

したいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  任意分の国保会計の一般会計からの繰り出し、任意分は幾らかとい

う御質問でございますが、任意分については計上しておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まあ、通常任意分は計上してませんて言われると困るんよ。い

うのが、今回の補正、減額、減額補正なんよ、今回。例えば一般会計からの繰り入れを減らして、

そのかわり翌年度繰越金があるから一般会計からのいわゆる当初計画しておった一般会計からの

繰り入れを減額、これが予算の中身なんよ。それで、今回の減額というのは、実際的には一般会

計からの繰り入れというのは、私は常々言いよるように、例えば任意分の繰り入れといわゆるそ

れ以上の分の一般会計からの繰り入れという分で構成しちょるというふうに私は理解しちょるわ

けよ。そうすると、今回一般会計からのいわゆる繰り入れ分よね、これ減額だから、残りは一体

どうなるのかということになるわけよ、そじゃけ残りの部分、一般会計からの繰り入れが最終的

には幾らになって、実際的には任意分は幾らになるのか、わかる資料がありゃあきちっと答弁を

求めたいということなんよ。 
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○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回の補正につきましては、財政安定化分の減額、一般会計への繰

り入れについては減額でございますけど、それにつきましての財源につきましては、今回１６年

度からの繰越金を計上しての調整でございます。ですから、今回について任意分の調整というの

はしておりませんけれども、それで任意分は幾らかということでございますが、これについては

当初予算との関係ですけれども、任意分について、まあ要するにその他のその他という部分だろ

うと思いますけど、まあ旧大島でいってたその他のその他という部分ですけど、これについては

当初は計上はしておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まあ、実際的にこの金額がいわゆる一般会計への繰り入れと今

回の繰越金で大体今年度のいわゆるそれぞれ確定という状況になると。既に８月、６月ですか、

通知書が行っちょるというふうに思いますが。今手元の方にどちらか、今年度のいわゆる資産割、

所得割等の今の状況について、資料があれば報告を求めておきたいと。世帯割、均等割、それぞ

れ積み上げたものがあるというふうに思いますが、資料があれば報告を求めておきたいというふ

うに思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっと税務課長、後で答弁させます。ほかに質疑はありませんか。浜

戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっとじゃあ具体的にページ数で御質問させていただきます。 

 ４４ページですけども、ここのところ、まあ広田議員さんの質問とも関連するかと思いますが、

一般会計からの繰入金が７,０００円、それから繰越金が５,８００万円というふうにあるわけで

すが、いわゆる繰越金があるのになぜ一般会計から繰入金を入れなきゃいけないのかなと、普通

余っちょるわけですから無理に入れんでもええんじゃないかっていうふうに思うわけですが、ち

ょっとその辺御説明願ったらと思います。 

 それから、５７ページですが、諸収入、雑入で、先ほど説明では県からの補償費ということが

ありました。この補償費というのはいわゆる広域水道の水価の補償かなとは思うわけですが、こ

れは（発言する者あり）そうじゃない。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ２号でやってます。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  そしたら、最初のとこはいいんですね、あれも違うの。 

○議長（新山 玄雄君）  今議案第２号でございますから。質疑ではありません。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  わかりました。次……。 

○議長（新山 玄雄君）  税務課長来ましたかね。──来てません。それじゃあ先に移ります。 

 議案第３号、質疑ありませんか。浜戸議員。 
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○議員（６番 浜戸 信充君）  済みません、それじゃあ、申しわけございません。４４ページは

今の言ったとおりです。で、５７ページ、もう１回言った方がいいですか。──（発言する者あ

り）４４ページだけ。 

○議長（新山 玄雄君）  議案第３号でございます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。──ちょっと、浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  大変申しわけありません。ページ数で４４ページですが、一般会

計からの繰入金の関係と繰越金の関係をちょっと御説明願ったらと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回の補正ですけれども、１６年度からの繰越金が５,８９４万

６,０００円ありましたよということでございます。で、追加して５,８９４万７,０００円あり

ましたよということでございますけど、それに対しまして、それ以外に今回歳入として支払い基

金からの交付金が８５０万円とか上がっておりますけれども、歳出が６,７４７万９,０００円必

要ですよと。ですから、差し引きしてまだ７,０００円財源不足しますから一般会計からもう

７,０００円繰り入れないといけませんよということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、先ほど広田議員の御質疑に対する答弁お願いします。──そ

れじゃあ、広田議員さん、質問の趣旨をもう一度お願いします。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まあ質問趣旨っていうと長くなるんですが、実際的に今まで国

民健康保険会計については、実際的にはいわゆる低所得者の保険体制の中から周防大島町として

一定の繰り入れをしなければ国保会計は一定維持できないという中で、今最初に質問したのは実

際的に今確定しちょると思うんですよ、実際的に資産割、所得割、均等割、平等割というのが、

それは当然積み重ねの中で出ちょるというふうに思います。本年度の資産割、所得割、均等割、

平等割についてもう既に確定しちょると思うんで、報告をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。──それじゃあ、先に進みます。議案第４号です。介護

保険、質疑ありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回介護保険のいわゆる補正については、実際的には先ほど馬

野福祉部長は、いわゆる国の改正について言われたのが、いわゆる持続可能な制度という言われ

方しました。これ評価が分かれます。といいますのが、例えば部長も報告されたように、実際的

にはホテルコストとしていわゆる食費代を保険対象から外すと、そしてそれを今までは保険対象

だったのが、今度はいわゆる施設入居者対象ということになります。そうすると、当然国の医療

費と同様利用者の負担が高くなると、これは至極当然な状況なんです。私たちは基本的には介護

保険については、安定的に言うならばやっぱり当初のきちっとした国の負担分を持ちなさいとい



- 70 - 

うことをずっと言ってきました、制度上。それで、今回実際的にはホテルコスト部分と含めて、

補正にかかわって当然住民負担分もふえちょると思うんです。そのふえた部分について、どうい

う認識をしているのか聞いておきたいというふうに思います。今回補正に表われた、当然暫定的

には基本的には低所得者対策としてありますが、暫定はすぐ切れるんです。実際的には負担増は

避けられないと、住民負担増は避けられないという補正になっちょるというふうに思うので、報

告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  大変難しい質問であります。今回介護保険の３施設、それと短

期入所者の利用者について、食費、居住費を自己負担とするということになっております。実際

今回の補正でも上げておりますように、そのうち低所得者については所得に応じた限度額を定め

て、減額相当分については保険の方で給付するということでやっております。現在でも１割負担

が高額になった場合には、高額サービス費の支給ということになっております。それと同じよう

な考えだろうと思います。我々も法律によって動いているわけで、大変厳しい面があろうかと思

いますが、利用者の皆さんに御理解いただきながら進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  当然地方公務員は国の法律に従ってやるというのはわかってお

りますが、実際的には持続可能な制度ということで、実質的に負担はかなり重くなってきたとい

うのが客観的事実だということは言うちょきたいというふうに思います。 

 終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、議案第５号、質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ５号があれですよね、簡易水道でいいですね、はい。５７ページ

ですが、雑入のとこの県の補償費３００万円、これがありますが、これは確定なのかどうか、実

際には１７年度幾らになるのか、その辺がわかれば。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  ただいま御質問の３００万円につきましては、これは大島庁舎

前の県道改良事業を行っております。に伴い水道管のやりかえ工事、それに対する県の補償費で

ございまして、３００万円で確定でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  じゃあ進みます。議案第６号、質疑はありませんか。──浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ６１ページですが、消費税還付金が予算どおり補正で、そのまま

が三角という形になっておる。これはどういうふうに理解をすればいいですか。 
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○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  この消費税につきましてはあくまで申告納税でございます。し

たがいまして、４月１日から９月３０日まで、１０月１日から３月３１日まで２回に分けて申告

納税するわけでございますが、前期分でもって申告納税して還付、過大と申しますか、あと今年

度に入りまして９月末までの分ですが、当然国庫補助金とか各種歳入が入れば、当然消費税等も

還付受けられなくなるわけでございますが、年間通しての、半期ずつ納入するところの確定に伴

う還付が、ですから前、半期と申しますか、トータルして今回これだけの減額を申告納税しなき

ゃいけなくなったということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ということは、当初で組まれた１００万円というのはどういうふ

うにまたとらえたらいいですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  当然当初予算編成時点において、予測でもって編成したわけで

ございます。したがって、当然事業の推移とか各種使用料とか各種歳入の推移によっても異なっ

てまいります。あくまでも当初予算時点では、ですから３月末も到来しておりませんし、まして

や４月１日から９月末を見込むことはできなかったということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ということは、たまたま両方の金額があったということ。穴とい

う考え方ではないわけですね、いわゆる穴的な考え方じゃなかった。（発言する者あり）そうい

うことじゃない、たまたま金額があったということですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。──いいですか。──ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  次に進みます。議案第７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１０号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 先ほどの質疑に対する答弁は後ほどさせます。以上で、議案第１号から議案第１０号までの質

疑は終結します。 

 なお、討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第１１号 

○議長（新山 玄雄君）  続きます。日程第２５、議案第１１号平成１６年度周防大島町公営企業

局事業剰余金処分についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  議案第１１号平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金

処分の補足説明を申し上げます。 

 お手元の議案つづりの１３ページの平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分につい

てをお開きいただきたいと思います。 

 認定第９号で御認定賜ります周防大島町公営企業局事業決算の剰余金計算書の当年度未処分利

益剰余金３億５,７８９万７,５６９円を処分するものであります。処分の方法としましては、地

方公営企業法第３２条第１項に基づく法定積立金を含め全額を減債積立金に積み立てるものでご

ざいます。 

 以上で、議案１１号の平成１６年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分についての補足説明

を終わります。どうかよろしく御審議いただき、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第１２号 

日程第２７．議案第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２６、議案第１２号周防大島町農業委員会の農地部会の設置と構

成する委員の定数に関する条例の一部改正についてから日程第２７、議案第１３号周防大島町農

業委員会の農政部会の設置と構成する委員の定数に関する条例の廃止についてまでの２議案を一

括上程し、これを議題とします。 
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 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１２号につきまして補足説明を申し上げます。 

 周防大島町農業委員会の農地部会の設置と構成する委員の定数に関する条例の一部改正につき

まして御説明を申し上げます。 

 本案は、農業委員会等に関する法律第１２条第１号によりまして、「市町村長は農業協同組合、

農業共済組合及び土地改良区が推薦した理事または組合員各１人を選任しなければならない」と

規定されておりまして、選任される委員が最大で３名となりますことから、周防大島町農業委員

会の農地部会を構成する委員の定数のうち農業委員会等に関する法律第１２条第１号の委員が互

選した者の定数を変更しようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上御議決を賜り

ますようよろしくお願いをいたします。 

 次に、引き続き議案第１３号でございますが、周防大島町農業委員会の農政部会の設置と構成

する委員の定数に関する条例の廃止につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は、平成１７年７月１０日執行の周防大島町農業委員会委員一般選挙より委員定数が

４７名から３０名に減少いたしました。そこで、農地部会１の定数１５人と農地部会２の定数

１５人を構成すると、農政部会を構成することが不可能ということになりましたので、本条例を

廃止するものでございます。また、従来の農政部会業務は周防大島町農業委員会総会がこれを担

うため、業務の遂行には影響は少ないものと考えております。 

 以上で説明を終わりますが、何とぞ慎重なる御審議の上御議決を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は一括質疑と

いたします。議案第１２号、１３号について質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ということは、選挙定数３０名、それから議会推薦４名、さらに

３名というふうに理解していいわけですか。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  ただいまの御質問なんですが、新で農地部会の１が選挙が

１５人、ＪＡが１、共済が１、議員が２、計１９名、それと農地部会の２が、選挙が１５、議会

が２、計１７で、合計で３６名となっております。そういうことで、農業委員の選挙によりまし

て農政部会が設置できないということで廃止をするものでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと今補足説明申し上げますが、今の御質問は定数３０よりほかの

委員が何名かという御質問だったと思うんですが、農業委員会等に関する法律の第１２条の第

１号でございますが、農林水産省令で定める農業協同組合、また農業共済組合及び土地改良区が
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それぞれ推薦した理事、または組合各１名ということで、要するに法律の第１２条第１号につき

ましては定数は３名ほど枠があるということでございます。ただ、今回の周防大島町の農業委員

会に推薦いただいのは農業協同組合と農業共済組合ということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  この今の改正案では３名以内としとるけども実際には２名しかな

かったと、２名ということですね、じゃあそれで３６と。あくまでさっき僕が言いましたように、

選挙定数は３０、それから議会推薦が４名、で２人というように理解していいわけですね。とい

うことは、３６名て、定数よりも６名も多いわけですよね、それだけ──３６人になるわけでし

ょう、要は、農業委員、数は、要は。そういうことでしょう、総勢３６人になるわけでしょう。

それだけ、もう議会がもう４人も推薦しとるわけですからね、さらに２人必要かなと。（発言す

る者あり）いや、僕は逆じゃないか、まあ本当は議会の推薦が、まあいろいろあったんじゃけど

も、それだけやっぱり、農業委員さんが３６名も必要かなと思うわけですけど。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと済みません、これは農業委員会等に関する法律の中の今条文を

読んでおるんですが、法律の第１２条に、今先ほど申し上げました農業協同組合、農業共済組合、

または土地改良区から１名ずつという推薦が受けられるということになっておるわけです。だか

ら、最大３名ほど受けられますと。それで、また第２号では、議会が推薦した学識経験を有する

者が４名ほど最大推薦を受けてなれますよちゅうことですから、もうこれは町の条例で３０名の

定数が決まっておりまして、法律で３名と４名が、４名以内ですが、決まっておりますので、最

大は町の条例と法律を含めますと３７名ということになりますので、もしこれが３６名今おりま

すが、これがもう多いんじゃないかという議論をするんであれば、町の定数の３０名をどうかす

るというふうなことでないと、今の３６名が多いという議論はちょっとここでは難しいと思って

おります。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  わかりました、じゃあ（テープ中断）４回。 

○議長（新山 玄雄君）  ４回目でございますので。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  それでは質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１２号周防大島町農業委員会の
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農地部会の設置と構成する委員の定数に関する条例の一部改正について、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１３号周防大島町農業委員会の

農政部会の設置と構成する委員の定数に関する条例の廃止について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 先ほどの答弁させます。橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  大変失礼しました。それでは、国民健康保険税の件でございますけ

れども、国民健康保険税の賦課につきましては６億８,４８６万８,３００円の課税となっており

ます。通常医療分、介護分でございますが、これは４方式の所得割につきましては約３億８,０００円

で５３％、資産割につきましては５,６５０万円で８％、均等割につきましては１,７５０万円、

２５％、平等割につきましては１,０８０万円ということで１４％でございます。これの応能、応益

割合でございますが、これは軽減前ということでございます。応能が４７.２％、応益が５２.８％

ということでございますので、７割、５割、２割の軽減を本町では実施いたしております。その

総額は１億３,０００万円の軽減ということでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第１４号 

○議長（新山 玄雄君）  次に移ります。日程第２８、議案第１４号周防大島町公の施設に係る指

定管理者の指定手続き等に関する条例の制定についてを上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１４号周防大島町公の施設における指定管理者の指定手続き等に

関する条例の制定につきまして補足的な説明を申し上げます。 

 公の施設の指定管理者制度を創設する地方自治法の一部を改正する法律は、平成１５年９月

２日から施行されております。この指定管理者制度は従来の管理委託制度にかわりまして、多様

化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウ
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ハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的と

するものでございます。公の施設の管理に指定管理者制度の導入をするために、指定管理者の指

定の手続き等を定める条例を法制度に沿って制定しようとするものでございます。 

 第１条は、本条例の趣旨を明記いたしております。 

 第２条では、指定管理者の募集は公募とすることといたしております。また、法人その他の団

体という指定に係る要件がありますので、個人を指定管理者として指定することはできませんが、

一定の団体であれあ法人格は必ずしも必要ではないというふうになっております。 

 第３条は、申請の際に必要な書類等を定めております。第５号の申請資格は、法律行為を行う

能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、あるいは税を滞納していない者等を規則で定めて

おります。 

 第４条は、選定基準を定めていますが、その公の施設の適正かつ効率的な管理を可能とするも

のでなければならないことは当然のことでございます。 

 第５条では、公募を行ったが申請者がないとき、あるいは基準に達する申請者がない場合に、

当該施設の設置の目的を効果的に達成することができるものとして、町長が認める法人等を指定

管理者の候補者として選定することができるといたしております。 

 第６条は、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待で

きると思慮するときは、公募によらず本町が出資している法人または公共的団体を指定管理者の

候補者として選定することができるといたしております。 

 第７条及び第８条は、選考結果を通知すること、さらに指定管理者の指定をしようとするとき

は、あらかじめ議会の議決を得なければならないと改正自治法で定められておりますので、議決

があったときはこの候補者を指定管理者に指定し、その旨を告示するということといたしており

ます。また、議決すべき事項は、１、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、２、

指定管理者となる団体の名称、３、指定の期間とされております。 

 第９条では、管理の基準や業務の範囲、委託料の額、委託料の支払い方法と管理業務の実施に

当たっての詳細な事項につきまして協定を締結することといたしております。 

 第１０条では、指定管理者に毎年度終了後に事業報告書の提出を義務づけるとともに、必要に

応じて報告を求め、実施調査または必要な指示をすることができるといたしております。 

 第１１条では、第１０条の指示に従わない場合や指定管理者の責めに期すべく事由により、管

理を継続することができないときは指定を取り消すことができ、その旨を告示するといたしてお

ります。 

 第１２条及び第１３条では、指定管理の期間が満了したときには、指定管理施設の設備等を速

やかに現状に服さなければならない、あるいは施設等を損傷し、または滅失したときの町への賠
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償責任を明記いたしております。 

 第１４条では、個人情報の適切な取り扱いについて定めております。 

 なお、公布の日から施行するものでございまして、以上で補足説明を終わりますが、何とぞ慎

重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１４号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  指定管理者制度についてでありますが、いろんな先進地でもい

ろんな議論があります。それで、若干今の条例設定について質疑をしちょきたいというふうに思

いますが、一つは、いわゆる周防大島町の場合はほとんどが自主的な独立採算が不可能な施設と

いうのが一つの大きな特徴であります。そういう中で、例えば指定管理者制度で導入ということ

になれば、実際的な条例上利用許可や料金設定、これは指定管理者の自由になるちゅう可能性が

あるんじゃないかという点でどうとらえちょるのか、これが１点です。 

 それと、いわゆるチェックの関係です。例えば、今までだったら条例に基づき実際的に議会が

チェックできます。しかし、今度指定管理者制度の導入ということになれば、いわゆる例えば情

報交換の対象になるのかどうなのかも含めて、議会のチェックそのものが難しくなるんじゃない

かというところが１点です。 

 それと、自治体の公共施設、これは先ほど言うたことと相矛盾するかもわかりませんが、実態

的には特定企業の営利目的の道具になる可能性がありゃせんかという点が１点。 

 それと、今でもそうですが、やっぱり指定期間が過ぎると、いわゆる雇用不安がその都度対象

となるんじゃないかという点、それらについて条例上はどうこたえるのかという点について質疑

をしちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  使用料等がその指定管理者の方で独自に設定できるのではないかという

ことでございますが、条例で定められた範囲の中で料金を自由に、まあ自由にといいますか、設

定できるということにはなっております。しかしながら、町長とそれは協議するということにも

なっております。それで、上限は当然その条例で定めてあるということでございます。 

 そこで、例えば一つの例でございますが、現在町で直営でやっておる例えば施設でありました

ならば、条例から逸脱することは当然できないわけでございますが、例えば何かのイベントをや

るときには、その日に限り、例えばその使用料を少し２０％減免してやるとかいうようなことが

ある程度自由裁量に任されるということではないかと思います。ただ、町長との協議は必要にな

ってまいります。 

 それと、議会のチェック機能が少なくなるのではないかということでございますが、指定管理
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者には毎年度事業報告書の提出が義務づけられておりますし、当然業務の実施状況とか利用状況、

または料金の収入の実績等は当然報告を受けるわけでございまして、そこの中で町といたしまし

ても当然そのチェックをしながらやっていくべきだと思っております。 

 それで、一つの根本的なことから申しますと、当然公の施設を利用して、これは民間等に開放

することによって、なおかつ開放することによってより活性化し、なおかつその経費を節減でき

るというふうなことでございますので、余り大きなしばりをかけると、結果的には今やっておる

直営と余り変わらないと。または、公共的団体の今の委託と変わらないということになるわけで

ございますから、当然その今よりは議会等のそのチェック機能が後退するんではないかと言われ

れば、そこは否めないとこがあるんじゃないかと思っております。 

 それともう１点、個人情報の保護についても、そのチェックがききにくくなるのじゃないかと

いうことでございますが、現在のお示しいたしております案の最後のあたりに出ておると思いま

すが、当然その個人情報の保護につきましては、適切なその取り扱いをするという情報も入って

おりますので、そのことにつきましては、今現在その直営または公共的団体が管理しております

分野と、特に情報が漏洩するということにつきましては、チェックがかかるというふうになって

おると思います。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  １点だけ質問します。 

 期間はどれぐらいの間契約期間というふうに現在お考えでしょうか。全体といいますか、一括

で例えば何年、あるいは個々の施設ごとに検討して、ここは何年、ここは何年というふうにしよ

うというようなお考えなのか、その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  この指定管理者の指定の期間でございますが、３年から５年というふう

に考えておるとこでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それでは２つほど聞きますが、施設はどの程度といいますか、ど

の辺までを想定されておるのかということと、経費節減になってもらわなきゃ困るわけですが、

どの程度経費節減になるというふうにお考えかどうか、その２点をお聞きします。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  次の議案第１５号から４０号あたりまでに、指定管理者制度を導入して

指定管理をする、しようとできるというふうな施設と、その１５号から４０号の中には、この施

設につきましては、従来どおり直営でやるべきだというふうな部分を出しまして、今回条例の一

部改正または全部改正をお願いいたしておりますので、次の１５号から４０号の中でお示しした
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いと思っております。 

 どのぐらいその経費が節減できるようになるのかということでございますが、初めての制度で

ございまして、私たちもまだこの制度は平成１８年の９月からということになっておりますが、

当然まだ全国的にも、今ちょうど皆さんが各自治体で指定管理者制度を導入し始めておるという

とこでございます。 

 それで、指定管理者制度をこの法律条例を活用して、指定管理者を導入しようとする場合、単

にその指定管理者を候補者とし、議会議決をとり協定を結ぶということではなくて、当然公募を

するということになります。公募をするということになれば、当然その指定管理料をまず示して、

それで公募をかけるということになりますし、まずそんならその指定管理料をどうやって算定す

るかということも、当然出てまいります。 

 それで、先ほどの補正予算にも出てまいりましたが、まずながうらの関係の施設を指定管理し

ようとした場合に、例えばあの施設の今現在委託管理をお願いしておりますが、委託管理料が今

度公募をかけるときに、どういうふうな形で公募するのかというのが、全く今までとは違ってく

るわけでございますから、それをまずコンサルにお願いして、詳細なその指定管理料を算定しな

ければ、要するに公募できないと思います。公募した中で、管理料だけではありませんが、例え

ば管理料は当然安い方がいいのに決まっているわけですから、それとか、またはそのいろいろな

提案を受けながら、管理者の方からこういうふうにやった方が、その効率的な管理ができますよ

という提案もできるという制度になっておりますから、そこらを見ながらでないと、なかなか私

たちが今幾ら効率が出るというふうなことは、申し上げにくいんですが、全体的には当然その効

率化を目指していくということが大原則であろうと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第１４号討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  後の条例改正が、いわゆる一部もしくは全部ということで、指

定管理者にかかわりますので、あえてこの場で討論しておきたいというふうに思います。反対の

立場から討論しときます。 

 一つは、ずっと議論を聞いておりますと、指定管理者制度をどうとらえるかということがまず

１点あります。例えば、今まで議論で指定管理者制度をいわゆる導入すれば、いわゆる経費の節

減につながるという議論があります。しかし、その裏腹として経費の節減をいわゆる求めた契約

になれば、これは法律違反の部分が出てくるという側面があります。 

 といいますのは、一つは本来住民サービスを向上させるいう範疇でのいわゆる指定管理者制度
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でなければいけないという点が１つです。それと、将来の専門性やサービスの質、継続性、安定

性、この面からも危惧があるという点が１点。 

 それと、もう一つは施設の管理運営、これがブラックボックスになりゃせんかという面、そし

て椎木助役の方は、個人情報保護条例が守られるという言い方をされますが、実は危険性がかな

りあるいう面。 

 そしてまた、先ほど私が質疑をしましたが、いわゆる民間任せにすれば、結局はチェックが、

第三、いわゆる第３段階チェックといいますか、関節チェックという格好にならざるを得ないと

いう弱点が、この中にあります。 

 また、先ほどから出てるように、機関によってはその都度経営不振が起こるという可能性があ

ります。 

 それと、利用料金の設定、いわゆる利用許可や料金設定も、指定管理者の範疇に入るという弱

点がある。前だったら議会で決めて、それを条例化してやっていくという側面ですが、実際的に

はあると。 

 それとまた、これが今回は出されている条例は、それぞれ観光施設及び社会福祉施設ですが、

実際的には全国的にはかなりいろんな範疇に広がって、結局はいろんな公務員の職場がそのもの

がなくっていく可能性があると、そういうところがあるということを、あえて言うちょかないと

いけないと、わかりにくいだろうというふうに思いますので、そういう立場からきちっと反対し

ておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１４号周防大島町公の施設に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。１４分間、４時５分まで休憩いたします。 

午後３時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後４時05分再開 

○議長（新山 玄雄君）  時間が来ておりますので、着席をお願いをいたします。 

 ５時の予定でございますけれども、きょう、きょう中に済ませたいと思いますので、よろしく

御協力を。もし５時に終わりませんでしたら、延長いたしますから、あらかじめ。（発言する者

あり）ええ、余り大した時間ではないと思いますから、皆さんの御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは再開をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１５号 

日程第３０．議案第１６号 

日程第３１．議案第１７号 

日程第３２．議案第１８号 

日程第３３．議案第１９号 

日程第３４．議案第２０号 

日程第３５．議案第２１号 

日程第３６．議案第２２号 

日程第３７．議案第２３号 

日程第３８．議案第２４号 

日程第３９．議案第２５号 

日程第４０．議案第２６号 

日程第４１．議案第２７号 

日程第４２．議案第２８号 

日程第４３．議案第２９号 

日程第４４．議案第３０号 

日程第４５．議案第３１号 

日程第４６．議案第３２号 

日程第４７．議案第３３号 

日程第４８．議案第３４号 

日程第４９．議案第３５号 

日程第５０．議案第３６号 

日程第５１．議案第３７号 

日程第５２．議案第３８号 
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日程第５３．議案第３９号 

日程第５４．議案第４０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２９、議案第１５号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の

設置及び管理に関する条例の制定についてから、日程第５４、議案第４０号周防大島町総合交流

ターミナル設置条例の全部改正についてまでの２６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  それでは、議案第１５号から議案第４０号までの補足説明を申し上げま

す。 

 議案第１５号から議案第４０号までの議案につきましては、先ほど議案第１４号周防大島町公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定につきまして御説明申し上げましたよ

うに、指定管理者制度の導入が見込まれます５６の施設及び直営を予定いたしております２６の

施設につきまして、条例の全部または一部を改正しようとするものでございます。 

 まず、議案第１５号でございますが、周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管

理に関する条例の制定につきましては、周防大島町ながうらスポーツ海浜スクエア及び周防大島

町グリーンステイながうらは、現在それぞれ第三セクターであります瀬戸内海リゾート株式会社

へ管理委託いたしておりますが、このたび指定管理者制度の導入が見込まれるということに当た

りまして、それぞれの施設単体で公募するよりは、ながうらスポーツ海浜スクエア及び周防大島

町グリーンステイながうらの両施設をリンクさせ、ながうら施設全体として公募した方が収益面

での向上、また類似施設の管理が容易になる等の考え方から、周防大島町ながうらスポーツ海浜

スクエア条例、周防大島町グリーンステイながうら条例をそれぞれ廃止いたしまして、周防大島

町ながうらスポーツ滞在型施設等の施設及び管理に関する条例に一本化して、新たに条例を制定

しようとするものでございます。 

 次に、議案第１６号でございますが、議案第１６号は、周防大島町コミュニティ施設設置条例

の一部改正でございます。 

 指定管理委託の条項を削除いたしまして、指定管理関係の条項を加えるという一部改正でござ

います。 

 次、議案第１７号周防大島町前島公民館設置条例等の一部改正についてでございますが、これ

は前島公民館の設置条例、次に周防大島町大島文化センターの設置及び管理に関する条例、周防

大島町竜崎陶芸の館の設置及び管理に関する条例、周防大島町斎場条例、周防大島町農林水産物

集出荷施設条例、周防大島町共同作業所施設設置条例、周防大島町市民農園の設置及び管理に関

する条例、周防大島町水産物付加価値工場施設の設置及び管理に関する条例、周防大島町ふるさ

と館条例、周防大島町立ウインドパークの設置及び管理に関する条例、周防大島町自然休養村管



- 83 - 

理センター設置条例及び周防大島町農村公園設置条例の一部を改正するという条例をすべてでご

ざいますが、これらのすべての条例で管理されております施設につきましては、今後とも直営で

運営をするという予定でございますので、今まで各条例の条項の中にありました管理委託に関す

る条項を削除するという一部改正でございます。 

 ４２ページから各条例の新旧対照表が添付されておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

 次に、議案第１８号から２１号までの一括を説明いたします。 

 １８号につきましては、周防大島町学習等供用施設設置条例の一部改正、次に６３ページの議

案第１９号周防大島町歴史民俗資料館条例、次、７１ページの議案第２０号周防大島町町衆文化

伝承の館条例、次、７５ページの議案第２１号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部改正

までの４議案につきましては、指定管理者制度の条項を加えるという改正でございます。また、

各条例の中から、今現在行っております管理委託の条例、条文を削除し、新たに指定管理者制度

に関係する条項を加えるという一部改正でございます。 

 これらもすべて各議案の後ろに新旧対照表が出ておりますので、御参考にしていただきたいと

思います。 

 次に、７９ページの議案第２２号でございますが、日本ハワイ移民資料館条例の一部改正につ

いてでございますが、これも指定管理者制度の関係する条例、条項を加え、なおかつ委託管理の

条項を削除するというものでございますが、ここでは新たに第４条の２といたしまして、開館時

間または休館日等の条項を新たに加えるという一部改正でございます。 

 次、８３ページでございますが、議案第２３号周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置

条例、次、８７ページの議案第２４号周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営

に関する条例、次、９１ページの議案第２５号周防大島町在宅介護支援センター設置条例、次、

９３ページ、議案第２６号周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例、次、９５ページ、議案

第２７号周防大島町立老人憩の家条例、次、９７ページ、議案第２８号周防大島町園芸サロン設

置条例、次、９９ページの議案第２９号周防大島町立農事集会所条例の一部改正までの７議案に

つきましては、管理委託関係の条項を削除し、新たに指定管理関係の条項を加えるという形の改

正でございますので、一括して御説明をさせていただきます。 

 次、１０３ページでございますが、議案第３０号周防大島町東和農林水産物直売所設置条例の、

これは全部改正でございます。 

 まず一つは、全部改正の理由でございますが、指定管理者の導入が見込まれるということから、

指定管理者関係の条項を加えるということでございますし、また休館日または利用の取り消し、

または今まで利用料とされておったものが、今回から使用料になるというふうなこととか、一部
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改正ではなかなか条文の整理がつかないということでございまして、条文全体の見直しを行うた

め、全部改正をするということにいたしました。 

 それで、先ほどこの午後の開会前にお配りしたと思いますが、旧の条例を皆さんの机の上に配

布いたしておりますので、それとこの新しい全部改正の条例等を見ていただきますと、新旧対照

表ということになりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、１０９ページの議案第３１号でございますが、周防大島町橘農水産物直売所条例の一部

改正でございますが、この条例につきましては、指定管理者制度に関する条項を加えるのと、管

理委託の条項を削除するだけの改正でございます。それでございますから、一部改正でございま

す。 

 次に、１１３ページの議案第３２号でございますが、周防大島町サン・スポーツランド片添設

置条例の、これは全部改正でございます。先ほどのと同じように、指定管理者制度の関係の条項

を加えることと、管理委託の条項を削除する。それに加えまして、休館日等の規定がなかったこ

と、または許可をしたものを取り消すというふうな条項がなかったこと、または損害賠償や利用

料となっておったものを使用料に改正するというふうなことでございまして、ここにつきまして

は、第８条の使用料のところに出ておりますが、別表にありますような、別表にその使用料の一

覧表が出ておりますが、ここにつきましては改正はいたしておりません。 

 ということでございまして、部分的な一部改正では整理がつかないということで、条文全体の

見直しを行いまして全部改正を行うということでございまして、お配りしてあります旧の条例と

の比較を新旧対照表として見ていただきたいと思います。 

 次に、議案第３３号、１１７ページでございますが、周防大島町やしろ郷ふれあいの里施設の

設置及び管理運営に関する条例の全部改正でございます。これも全部改正でございますが、同じ

ように管理委託から指定管理者制度への改正が主なものでございますが、同じように休館日とか

業務とか開館時間等の条項を新たに加えるということ、またそういうものがありますので、条文

の整理を全体的に見直すということで、全部改正ということにいたしております。 

 それで、第９条の施設の使用料でございますが、別表１、別表２にその額が出ておりますが、

ここではその使用料の改正は行っておりません。 

 次に、１２１ページ、議案第３４号でございますが、竜崎温泉潮風の湯の設置及び管理条例の

一部改正についてでございます。これは、当面直営で運営をするという予定でございますので、

今現在も直営でございますが、直営で運営するという予定でございますので、自治法の改正によ

りまして管理委託できるという条項の削除をするということでございまして、第４条第２項を削

るという改正で、一部改正でございます。 

 また、ここでは使用料の改正を別表１で行っております。使用料の改正につきましては、後ほ
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ど御説明をさせていただきます。 

 次に、１２５ページの議案第３５号でございます。周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド設置条

例の、これも全部改正でございます。同じように管理委託から指定管理者への改正が主なもので

ございますが、やはり休館日とまたは許可の取り消しとか損害賠償、利用料となっておったもの

を使用料にするというふうな改正がありますので、条文全体を見直すため、全部改正とさせてい

ただいております。ここでも利用料等の改正が若干ございます。これは、別添の後ほどまた温泉

とかふろとかの関係で御説明をさせていただきます。 

 議案第３６号でございます。１２９ページですが、周防大島町青少年旅行村設置条例の全部改

正でございます。同じように指定管理者制度と管理委託の関係の一部条例改正が主なものでござ

いますが、第４条での事業とか、または利用料を使用料に改正する方法、または使用料金の一部

を見直しを行っておりますので、第９条関係の新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、

新旧対照表の前の旧の方につきましては、お配りしてあります旧の条例と全体を比較いただきた

いと思います。 

 次に、１３３ページですが、議案第３７号周防大島町陸奥野営場設置条例の全部改正について

でございますが、これも指定管理者制度と管理委託制度との関係の改正が主なものでございます。

ここでも、第９条で利用料から使用料にその改正いたしておりますが、ここではその第９条の別

表にその使用料が定めてありますが、旧の利用料と改正は行っておりません。 

 次、１３７ページの議案第３８号でございますが、周防大島町立陸奥記念館設置条例の全部改

正でございます。これにつきましては、同じように指定管理者と管理委託制度の改正が主なもの

でございますが、同じように開館時間とか利用の許可、または許可の取り消しまたは損害賠償、

またはもと観覧料となっておりましたものを、使用料と改める改正でございます。第８条の使用

料のとこの別表にありますが、別表に使用料全体の一覧表が出ておりますが、ここにつきまして

は使用料の改正は行っておりません。 

 次に、１４１ページで議案第３９号でございますが、周防大島町なぎさ水族館設置条例の全部

改正についてでございますが、同じように指定管理者と管理委託制度との関係での改正が主なも

のでございますが、許可の取り消し、休館日、利用の許可または損害賠償等を名称を改正いたし

ておりますのと、今まで旧条例では入館料となっておりましたものを、使用料と改めるものでご

ざいまして、使用料の別表でございますが、第８条の別表につきましては、入館料の当時と使用

料についての改正、中身の金額の改正は行っておりません。 

 次、最後でございますが、議案第４０号周防大島町総合交流ターミナル設置条例の全部改正に

ついてでございますが、これも指定管理者制度の導入に関するものでございます。同じように、

第８条で利用料を使用料に改正をいたしておりまして、別表にありますもとの利用料と今度の使
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用料につきましては、金額には変更は出ておりませんので、御説明いたします。 

 それで、一番初めに第１５条の条例制定で行いましたながうらスポーツ滞在型施設等の設置及

び管理に関する条例の中の風呂の部分ですね。それと、竜崎温泉の温泉使用料の分、また片添ケ

浜の遊湯ランドの使用料につきましては、別紙でこの参考資料がお配りしてあると思いますが、

これの中に３つの湯の使用料等の改正が出ておりますので、これを参考にしていただきたいと思

います。 

 以上で１５号から４０号までの補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、議員各位のお手元に議案に係る参考資料として、３湯施設の利

用に関する比較表が記載されております。これの説明を担当部長より説明を受け、質疑に入りた

いと思います。岡村部長の説明を求めます。岡村部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  議案第１５号、３４号及び３５号の説明をさせていただきます。 

 議会での質疑及び一般質問において、多くの議員さんから町内の入浴施設の料金格差を統一価

格にできないかという旨の御提案、御質問をいただいているところでございます。入浴施設の料

金は、基本的には各施設は各町での思い、施設規模、考え方、特徴等がありますので、格差があ

ってもいいのではないかという考え方ではありますが、統一できるものは統一していこうという

思いから、今回指定管理者制度導入にあわせて、料金及び取り扱い等の改正を行っております。 

 それでは、参考資料の３湯施設改正案で説明いたします。 

 表の縦の欄は、左から竜崎温泉、潮風の湯、真ん中の欄が潮風呂保養館、右側が片添ケ浜温泉

遊湯ランドの３施設に分けております。 

 横の欄は上段が大人、下段が子供、その他に分けております。グリーンの部分は６月に改正し

たものです。赤が今回改正するものでございます。 

 初めに、真ん中の欄の潮風呂保養館でございますが、これはほとんど現行のままでございます。

資料がこちらになります。下の赤い字ですが、バスタオル貸し料１００円とございます。これは、

サウナ利用者バスタオル貸し料１００円を、バスタオル貸し料１００円に改正するものです。 

 現行では、サウナ利用所はバスタオル貸し料として別に１００円を徴収するとなっておりまし

たが、実態は入浴のみか、サウナも利用するのか把握できない状況でした。さきの議会でも議員

さんから御指摘をいただいたところでございますが、今回バスタオルの利用は一人１回の利用に

つき、貸出料として別に１００円を徴収するということに改正し、実態に則したものとするもの

でございます。 

 次に、右の欄の片添ケ浜湯温泉遊湯ランドでございますが、会員券の１年間３万５,０００円、

会員券の半年間２万円、これを新規に追加するものでございます。これは潮風呂保養館と統一す
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るものでございます。 

 下の欄にバスタオル貸し料１００円とございますが、これは潮風呂保養館で説明したとおりで

ございます。その下に（タオル売り切り）とございますが、これは条例外ではございますが、使

用料金の中には専用のタオル料金を含んでいましたが、必要な方には１００円で売り切りますよ

というものでございます。 

 左の欄の竜崎温泉潮風の湯でございますが、中学生以上は７００円で、現行のままです。入浴

回数券１０回分５,０００円も現行のままでございます。これは、通常料金の７１％となってお

ります。他の施設では９１％となっております。これを他施設並みにいたしますと、９１％とし

ますと、例えば１１枚券で７,０００円とした場合には９１％となります。その場合、１枚当た

りが６３７円となります。現行は５００円です。これは、急に料金を上げるのには問題がありま

すので、今回は現行のままにして、将来的には率を他の施設並みにあわせていきたいと考えてお

ります。段階的に調整をするという考え方でございます。 

 次に、入浴回数券の５０回分と１００回分、これは廃止をいたします。その理由でございます

が、券の売買をしているという指摘を受けておるところです。当初の趣旨から逸脱しているとい

うことで、廃止をいたします。券の売買、これは法的には問題はないわけなんですが、当初の趣

旨からはちょっと逸脱をしているというふうに考えております。 

 参考までに、入浴料による入浴者の割合でございますが、６４％となっております。回数券に

よる入浴者の割合が３６％でございます。ちなみに、回数券による入浴者数で５００円券を利用

されている方が、これは１６年度でございますが、９,９００人、４００円券が１,４００人、

３５０円券が２万３,３００人ございました。 

 その下の年間入浴券６万円でございますが、これは会員券１年間で５万円とするものです。そ

の下の定期入浴券の４カ月用、これは半年間に会員券の半年間として２万８,０００円にするも

のです。これは、他施設の率にあわせてそれぞれ０.１９、０.２２としております。これは、

３５０円券の廃止ということを考慮して料金を引き下げたものでございます。 

 その下の町内の６５歳以上回数券１１枚券は、新規に追加いたします。これは他施設にあわせ

たものでございます。 

 子供のところでございますが、同様に入浴回数券の５０回分と１００回分は廃止をいたします。 

 その下の、使用料金の中には専用のタオル料金を含むものとするということで、廃止し売り切

りとございます。これは、片添ケ浜温泉遊湯ランドで少し説明いたしましたが、これは条例外で

ございます。使用料の中には専用のタオル料金を含んでいましたが、必要な方には１００円で売

り切るというものでございます。 

 その理由でございますが、現行では不足分のタオルの購入費、これが年間で１００万円かかっ
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ておりました。それとクリーニング料が３００万円、計年間で４００万円の経費がかかっており

ましたが、これを解消するというものでございます。 

 一番下の１０人以上の団体ということで、これは竜崎温泉潮風の湯は、現行のままでございま

すが、他施設にはこの取り扱いはございません。ただ、これができない理由なんですが、浴槽面

積が狭いということで、対応ができないということで、ここは竜崎温泉潮風の湯のみの対応とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは質疑に入ります。２６議案を一括質疑といたします。質疑はあ

りませんか。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  今の竜崎温泉ですよね。町民としたら安うなるんじゃろうと期

待しちょったんじゃろうと思いますが、逆に３５０円が５００円になったような状態で、町には

町の事情があるんじゃろうと思うんですがね、今後順調にいったらこの下げる予定はないのか。 

 それともう１点、一般質問になるかもわからんのですが、今の食堂ですよね。あれを入場券を

買わんでも昼飯とか晩飯だけでも食べに行けるようにならんもんじゃろうかと、一般の住民が私

に聞くんですが、今後そういうことも考える予定はあるのかないのか、お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  入浴回数券の１０回分の料金の引き下げですが、先ほど申しま

したように、他施設の率にいたしますと反対に上がるようになります。ただ、指定管理者制度導

入を踏まえてみますと、指定管理者は協議書を提出することになっていますが、条例で定めてい

る以下の金額、これは指定管理者が設定できるようになっておりますので、その辺で料金が下が

るということは将来的には可能性があると思っております。 

 それと、食事だけということですが、これにつきましては現在契約を結んで、千鳥と契約を結

んでおりますが、法的には問題は、食事だけでも問題はないんではないかと思っておりますが、

現在は食事だけということは、現時点では考えていないところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  これもう１回確認ですが、これは食堂の方も将来的には食事だ

けっていうこともできる可能性は、確認です。あるんですね。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  近い将来にはないと思います。（笑声）ただ、指定管理者制度

になりますと、現在ではその厨房の部分とほかの施設の部分、これをどういうふうに指定管理す

るかということになりますが、一括ということになりますと、またその辺は検討ができると思い

ますが、現時点での指定管理者制度の導入前では、ないというふうに考えております。 



- 89 - 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  助役の方から先ほど一括してずっと補足説明がありましたが、

非常にわかりにくいんで、念押しだけ。 

 いうのが、椎木助役の方は、いわゆる指定管理者制度に導入できる部分の条例改正と、それで

今当面考えてないという言い方で説明されたと思うんですが、ちょっと私が聞き間違いがあった

らいけないので、ちょっと確認しときたいんですが、一応今独立した考え方としては、１６号、

１７号が基本的には指定管理者制度とは全く関係なく変更という考え方ということなのか、さっ

き既に竜崎温泉についても、今回はいわゆる直営が好ましいだろうという補足説明じゃったと思

うんですが、実際的には既にもういわゆる指定管理者制度の導入対象という格好で、部長の方は

答弁されたと。違う。私の方勘違いなら最初の方をとっちょきたいと思うんですが、その点だけ

ちょっと聞いちょきたいと思います。いわゆる完全なる直営と。それと部分は。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと誤解があったようでございますが、１６号につきましては、

３５ページでございますが、指定管理者の条項を加えておりますので、当然そのそういうのを見

込めるという施設だと思っております。 

 それで、１７条にありますそこに羅列してありますが、前島公民館のとこから４１ページまで

の農村公園、これは直営でいくと見込んでおるとこでございます。 

 さらに、１２１ページの竜崎温泉につきましては、今現在条例の中にありますのは、管理委託

ができるという条項でございますので、その部分を削除するということでございますから、直営

しか今の条例の中ではできないということになっておるわけでございまして、先ほど部長が答弁

申し上げましたのは、将来にわたってずっとこれでいくかといいますと、将来的にはその指定管

理者制度に移行すべきだというふうには思っておりますので、ただ今現在そのレストラン部分に

つきましては、平成１９年の５月あたりまで今の契約があるわけですね。だから、その間に指定

管理者制度に移行するということは、今の契約の解除の問題等がありますので、すぐにはできな

いということで、当面直営で運営していくということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  読んでみたら、いわゆる読んでみたら、実際的にはいわゆる指

定管理者制度が導入できるような条文に見えてくるわけよ。条文改正が、条文改正がね。それで、

先ほどから聞きたいのは、私は椎木助役の方は誤解だということなんですが、じゃけ前島公民館

については、当然直営ですよと。前島公民館。それと、いわゆる直営の部分２３号から、２３号

からあくまで農事集会所、２９号、これまでがいわゆる直営で当面いきますよという、すごい聞

きとりにくい、私が実際的に理解しにくい部分なんよ。 
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○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  すいません。それじゃもう一度申し上げますが、まず１５号につきまし

ては、２５ページで指定管理者の管理ということで、第１４条でございますが、町長が指定する

者、要するに指定管理者にこれを行わせることができるという条項が入りましたので、指定管理

者制度に移行できる見込みのある施設というふうに見ていただいたらいいと思います。 

 次に、１６号でございますが、３５ページ、これも同じように指定管理者の管理になりまして、

第８条でこれに行わせることができるという書き込みが、新しい条項が入りましたので、当然指

定管理者制度に移行することができるということでございます。 

 それで、次に第１７号でございますが、１７号の前島公民館のとこでございますが、これらに

つきましては、例えば前島公民館でありましたら、第３条を削り第４条を第３条とすると。要す

るに、第３条につきましては、これは管理委託ができるという条項でございまして、要するに管

理委託という制度自体が、地方自治法の中からなくなったわけでございますから、当然それを削

除いたします。削除したら、削除して条ずれを直したわけでございますが、要するに削除いたし

ますと、後は直営しかないということなんですよね。 

 委託できるという条項がなくなったら、もう後は直営しかないと。それで、直営しかないとい

うとこに、新たに指定管理者制度という条項を入れたら、今度は指定管理者制度に代行させるこ

とができるという部分が入るという改正でございますので、今第１７号のとこにつきましては、

すべて削除ばかりでございますから、直営というふうに考えていただきたいと思います。 

 後はすべてすいません、２３号の──２３号じゃなしに、竜崎温泉の項につきましては、当然

その削除しただけでございますから、当然直営ということが残るわけでございます。直営になる

ということでございます。 

 １２１ページですね、１２１ページの議案第３０号竜崎温泉につきましては、第４条第２項を

削るということでございますから、次の１２３ページの新旧対照表を見ていただきますとわかり

ますように、委託できるという項目がなくなるわけでございます。削除されるわけでございます

から、委託できないということになります。委託できないということになりますと、指定管理者

制度の条項が入らない限りは、直営ということになるわけでございますから、当然直営で当面こ

のまま継続すると。 

 例えば、これを指定管理者制度に移行しようとするならば、新たにまた指定管理者制度に代行

させることができるというふうな条文を、条項をつけ加えなければならない、改正しなければな

らないということでございます。だから、今現在直営でというふうな改正をしたのは、議案第

１７号と、この議案第３４号でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的に、いわゆる直営以外で１７と３４号を除く部分は、実

際的には今度は指定管理を行ったら、その指定管理のところにすべて使用料等については入ると

いう考え方になると、法律上そうなるんじゃないですか。指定管理者のところにいわゆる契約し

た、公募しますよね。公募したところに、当然そのいわゆる使用料等については、その指定管理

者の団体に入るという格好になるというふうに思うわけですよ。 

 じゃあ、実際的にそれで運営不可能、大枠はあって運営が可能かどうかっちゅう判断があって、

公募に応じるかどうかがあるわけですから、実際的には運営上は、その指定管理者のところに入

るが、いわゆる変更等については、議会の議決等は通過しないという格好になるんじゃないかね、

実際的には。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  この指定管理者制度がまだ十分全部が概要が見えてないと思うんですが、

要するにその利用料金制と申しまして、その使用料を町にそのまま納めてくださいという形もで

きますし、町に今までどおり納めてくださいという形もできますし、その指定管理者が利用料金

をとると、とって自分でその金額の中で、範囲の中で管理をするという方法もございますし、今

も質問がありましたように、その利用料金がごく低いという場合には、当然それでは足らないと

いうことで、公募するときに利用料金プラス幾らか町からの代行管理料ですか、管理委託料とし

て出さなければ、例えば一番端的に言えば、全く利用料が入らないというふうな部分があります

ですね。 

 そうしたときには、当然その管理委託、管理料を出さなければ、公募に応じる方はないという

ふうに思いますし、だから制度的には、すべてその利用料金、使用料を指定管理者が自分の収入

にするということができるというシステムになっていますから、それはそういう、それでやって

いただくという方法もあるし、例えば反対にその使用料がどんどん上がってくるという場合にな

ると、果たして今度は町の方はそれでいいのかと。どんどん指定管理者だけが悪い言葉で言いま

すと、大もうけしてしまうじゃないかということもあるわけですから、それはいろいろその公募

するときのあれですね、公募の状況がつくれ、公募するときのその公募の要領の中にうたえるん

だと思っております。 

 だから、すべて一律的にその使用料が町がとるのか、管理者がとるのか。またはその管理料を

ある程度金額で決めて、そこからまずさらに入ってきた場合には、例えば折半にするのかとか、

いろいろなその組み合わせができるということでございまして、画一的にそれをだれそれのとこ

へ入ってくるというものではないというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと条文についてちょっと質問したいと思うんですが、議案
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第３９号と、それから４０号のとこなんですが、使用料が３９号では８条に、それから４０号も

８条ですか。別表に書いてあるわけですが、ちょっと別表を読んでみますと、（１）小学校の児

童及び中学校の生徒が１００円、１人につき１００円。（２）で１以外の者が２１０円というふ

うに書いてあるわけですが、問題は（２）なんですが、１以外の者ということになりますと、ゼ

ロ歳から小学校上がる前の子供も含まれるわけですよね。素直に受けとればですよ。それで、そ

の辺の条文がどっかにあるのかどうか。もしないんであれば、ちょっとこれは抜けておるんじゃ

ないかなというふうに思うわけですが。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  議員さん御指摘のとおりでございまして、解釈といたしまして、

小学校の児童以下というふうに読みかえていただきたいと思います。 

 今、乳児とかにつきましてはただでございますので、そこのところが法的条文ではうたってお

りません。したがって、小学生の児童（３）ですね、（３）の小学校の児童及びということで、

小学校の児童以下は（発言する者あり）無料ということで御理解をお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それは意味はわかるんですよ。無料だというふうに現行もそうな

んでしょうからね。だけど、やっぱり条文というのはそういうものじゃないと思うんですよ。や

っぱりきちんと条文化されて、初めてそれで皆さんが動かれるんじゃないですか。 

 さっき法律で動きよるっていうような話もありましたけどもね、これも条例もいわば法律です

からね、動けんじゃないですか、実際には。これとったらどうする。今の例えばこれで指定管理

者制度になって、とられてもしょうがないですよ。これこのまま素直にやったら、あなたこれ

１以外じゃけ、１以外じゃけんってまた２１０円とることもできるじゃないですか、このまま素

直に読めば。 

 やっぱりこれは条文にせんにゃいけんよ、そりゃ。きちんと入れにゃ。ただ、無料って入れん

にゃいけんのじゃないですか。そりゃ意味はわかるんですよ、僕も。いや、これ気がつかんかっ

たって、今まで気がつかんかったっちゅうのがいかがかと思うよ。でもこういうこと、すぐわか

るよ、こういうの。 

○議長（新山 玄雄君）  質疑の途中でございますが、本日の会議時間は議事の都合により、あら

かじめ延長いたします。 

 暫時ちょっと休憩します。 

午後４時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後５時00分再開 
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○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 ただいまの浜戸議員の質疑に対する答弁をお願いします。岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  大変申しわけございません。浜戸議員さんの御指摘のとおりで

ございまして、議案３８号の別表、それと３９号の別表、１４０ページと１４４ページになりま

すが、別表同じく（１）の小学校の児童及び中学校の生徒とありますが、この後に（小学生未満

無料）、それと（２）でございますが、（１）以外の者とありますが、これを訂正いたしまして、

高校生以上ということで正誤表で対応させていただくということでお願いいたします。（「了

解」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。尾元議員。 

○議員（２４番 尾元  武君）  一つは、このたび３湯今種々の改案ということで料金表をいた

だいております。合併後の条例改正ということで、今合併して初めて今効果ありという形で、例

えば入浴する人の立場として、こうして料金は改正されてる中、潮風呂保養館と片添ケ浜の方は

金額的に同じと、そういう中でどちらでも入れるっていう形にはならないだろうか。竜崎温泉の

回数券をお持ちの方は、どこでも入れると。逆に竜崎に入りたい方は、あとの潮風呂並びに片添

のチケットプラス１００円とか、ちょっと加算することによってどこでも入れるっていう形がと

れないだろうかと。それを条例の中に入れたらどうかなと。 

 逆に、非常にそういう形をとることによって利用度も高くなるだろうし、またほかの施設等々

も関連して利用する機会もふえるんじゃないかなと、そういうふうに感じるわけですが、いかが

でしょう。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工課長。 

○商工観光課長（中原  忍君）  お答えいたします。 

 現在６５歳以上の方につきましては、郡内３施設の共同利用券というものを発行しております。

それと、今観光協会の方でイベントとして、民間の施設を含めて５湯ございますが、郡内に５湯

ございますが、これは期限つきではありますが、パスポートを発行いたしまして、郡内のふろが

巡られるというようなイベントをやる予定で今計画をしております。これは主に郡外からたくさ

ん来てほしいという大きな願いがあるわけでございますが、そういったイベントも今後は考えて

いかなくてはならないというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  尾元議員。 

○議員（２４番 尾元  武君）  民間の方ではいろいろ企画等やっぱりされていくと思いますけ

ど、じゃあ一応このたびの条例、回数券に関してはそれぞれの施設単位でという形は崩さないっ

ていう方向でいきたいという方向ですかね。こういった形もとれば、なおかつこういう方法でも
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自然と日ごろ６５歳以上、以下の方がどの程度の利用かってよくわかりませんけど、たしか

６５歳以上の方はどこも使えるっていうお話ですね。 

 だから、それ以下の人でも、地元の人でも、ちょっときょうはほかのふろに入ってみるかとか、

そういう流れがとれれば、私はやはり周防大島は一つになりましたなという感じがただただする

んじゃないかなと、そういう感がいたします。 

 じゃあ、あえてここで質問したわけですが、形としてはこのままいかれるという形ですかね。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工観光課長。 

○商工観光課長（中原  忍君）  当面、今の現状で進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  これは条例に直接は関係あると言えば関係あるんですが、要す

るに契約を結ぶときに、金額の問題なんですが、恐らく経費部分に当たる部分が、要するに例え

ば来年の４月からということになれば、新年度の予算の部分で上がってくるわけですが、例えば

この団体とこの会社と、こういう３年なら３年、５年なら５年という期間で、この金額で契約を

結びました、結びたいと思いますという部分の、要するに詳細ですね。数字的な詳細がわかるよ

うな資料なり、そういった部分をぜひ示していただきたいと思います。 

 そうしないと、例えば今まで委託ということになっておりますと、議会において例えばどんな

団体へ、その委託金という部分で一括というような説明のあったような部分もありますので、今

度はそういった条例でちゃっと管理を委託するんだというようなことでございますので、金額的

な部分の詳細な説明の部分もぜひ出していただきたいと思います。これはお願いでございます。

ぜひ実現をしていただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  指定管理用の金額を明示してから公募すると、当然そのことでございま

すが、要するに指定管理者を公募するためには、その指定管理料を幾らにするかという、まずそ

のもとになる公募のもとですね、当然必要になってくると思います。 

 細かい事項につきまして、指定管理者と協定を結ぶと最終的にはなるわけでございますから、

その必要経費をまず詳細に算出をしなければならないというふうになると思います。また、その

指定管理料が、先ほどもちょっと申しましたが、指定管理料だけでその公募する場合と、利用料

金制と申しまして、施設の利用に係る料金を指定管理者の収入とする制度と、それと要するにま

たもう一つ町の指定管理料プラスその施設の利用料と併用する場合ですね、これともう一つは、

今度はその利用料金だけでやってくださいよという、大きく分ければ３通り、４通りぐらいのそ

のパターンが考えられると思います。 
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 それで、それにつきましては、個々の施設の状況、例えばその利用料金がほとんどないという

施設に対して、利用料金でやってくださいよと言われても、それはもう当然幾ら公募しても、応

募者はないと思いますし、実際のその公募する算出が、根拠ができないということになると思い

ますので、これは実際にその指定管理者を公募するときには、非常に詳細なその公募要領という

ものをつくらなければなりませんし、またそれに対して応募された方を審査して候補者を決める

わけですが、その審査、審査も公平、公正にということでございますので、当然その委員会等を

設置して、その選定委員会の中で公募者を決定していくということになると思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第１５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１５号周防大島町ながうらス

ポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例の制定について、原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１６号周防大島町コミュニティ

施設設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１７号周防大島町前島公民館設

置条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１８号周防大島町学習等供用施

設設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１９号周防大島町歴史民俗資料

館条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２０号周防大島町町衆文化伝承

の館条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２１号周防大島町町衆文化の薫

る郷公園条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２２号日本ハワイ移民資料館条
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例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２３号周防大島町在宅老人デイ

サービスセンター設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２４号周防大島町生きがい活動

支援通所施設の設置及び管理運営に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２５号周防大島町在宅介護支援

センター設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２６号周防大島町高齢者生活福

祉センター設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２７号周防大島町立老人憩の家

条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２８号周防大島町園芸サロン設

置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２９号周防大島町立農事集会所

条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３０号周防大島町東和農林水産

物直売所設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３１号周防大島町橘農水産物直

売所条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３２号周防大島町サン・スポー

ツランド片添設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３３号周防大島町やしろ郷ふれ

あいの里施設の設置及び管理運営に関する条例の全部改正について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３４号竜崎温泉潮風の湯設置及

び管理条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３５号周防大島町片添ケ浜温泉
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遊湯ランド設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３６号周防大島町青少年旅行村

設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３７号周防大島町陸奥野営場設

置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３８号周防大島町立陸奥記念館

設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３９号周防大島町なぎさ水族館

設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 議案第４０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４０号周防大島町総合交流ター

ミナル設置条例の全部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５５．議案第４１号 

日程第５６．議案第４２号 

日程第５７．議案第４３号 

日程第５８．議案第４４号 

日程第５９．議案第４５号 

日程第６０．議案第４６号 

日程第６１．議案第４７号 

日程第６２．議案第４８号 

○議長（新山 玄雄君）  続いて進みます。日程第５５、議案第４１号山口県東部地方税整理組合

の解散についてから日程第６２、議案第４８号山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の

廃置分合に伴う山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更についてまでの８議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第４８号まで一括して補足説明を申し上げます。 

 議案第４１号は、山口県東部地方税整理組合に加入しております由宇町、玖珂町、周東町、美

川町、本郷村、錦町及び美和町が、平成１８年３月２０日に岩国市との合併に伴いまして、構成

市町村の減少により、本組合の存続が難しくなったため、地方自治法第２８８条の規定によりま

して、解散について関係地方公共団体の協議の上、議会の議決をお願いするものでございます。 

 なお、解散日は平成１８年２月２８日をもって解散しようとするものでございます。 

 議案第４２号は、山口県東部地方税整理組合の解散に伴いまして、当組合の財産処分を地方自

治法第２８９条の規定によりまして、関係地方公共団体と協議の上定めることにつきまして、議

会の議決をお願いするものでございます。 

 この財産処分の内容につきましては、解散に伴う財政調整基金の当組合構成町村への帰属は、

当組合解散後、当組合の職員を引き続き採用する町村に帰属させるものとし、その配分額は平成
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１６年度末現在の当該町村の配分額に職員を採用しない団体の配分額の合計額を、採用する職員

の採用時の給料月額で案分した額を加算した額にするものでございます。 

 その財政調整基金の町村別に帰属する財産の内訳は、議案書の記載のとおりでございますが、

本町に帰属する財政調整基金は、４０５万３４９円となっております。すなわち、本町にも１名

の職員を受け入れるということになるものでございます。 

 なお、解散時の剰余金も若干発生するということになりますが、解散に伴いまして職員を引き

続き採用する構成町、当町もですが、これに対しまして採用する職員の採用時の給料月額で案分

した額、要するに余剰金を案分するわけでございますが、それを案分した額を配分するというも

のでございまして、来年の２月末ごろになる予定でございます。 

 次に、議案第４３号山口県市町村公平委員会、議案第４４号山口県市町村消防団員補償等組合、

議案第４６号山口県市町村職員退職手当組合、議案第４８号山口県市町村非常勤職員公務災害補

償組合のそれぞれの組合等を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、補足説

明を申し上げます。 

 本案は、平成１７年１０月１日に、山口市・徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町の合併に伴

いまして、徳地町、秋穂町、小郡町及び阿知須町がそれぞれの組合等から脱退するため、規約の

一部を改正しようと、変更しようとするものでございます。 

 議案第４５号は、徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町が、山口県市町村消防団員補償等組合

から脱退することに伴いまして、財産処分を地方自治法第２８９条の規定によりまして、関係地

方公共団体との協議の上、議会の議決をお願いするものでございます。 

 財産処分の内容につきましては、当該町が納付いたしました山口県市町村消防団補償等組合を

脱退するまでに納付いたしました賞じゅつ金負担金額を処分するものでございます。 

 議案第４７号は、徳地町・秋穂町・小郡町及び阿知須町が山口県市町村職員退職手当組合から

脱退することに伴う財産処分を、地方自治法第２８９条の規定によりまして、関係地方公共団体

との協議の上、議会の議決をお願いするものでございます。 

 財産処分の内容につきましては、当該町が納付いたしました負担金の額に、準備積立金から繰

入金の額を加算した額と、当該町の職員に支給した退職手当の額とのこの差額につきまして、当

該町が山口県市町村職員退職手当組合を脱退したときの準備積立金現在額を財産処分するもので

ございます。 

 以上で議案第４１号から４８号までの補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は議案第

４１号から議案第４８号までの８議案を一括質疑といたします。質疑はありませんか。広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  議案４１号、４２号に関する東部地方税整理組合、あの設置の

とき私はかなり厳しくその必要性について議論したんで、やっと廃止かという立場なんです、実

際的にですね。 

 だが、これで私が読み違えたらいけんのんですが、いわゆる余剰金のところで、いわゆる構成

町に対して職員の採用時の給料月額というのは、別に職員の身分をそのまま引き継ぐんじゃなし

に、採用時にいわゆる負担した市町村に支払うと、あくまでそうなんですよと。職員をいわゆる

関係町で引き取ってもらうんじゃないんですよっちゅう解釈で当然いいのかどうなのか、聞いち

ょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  現在、当組合に７名の職員がおられます。解散すると当然その身分を失

うわけでございますが、構成町で引き受けるということでございまして、その今構成町全部で案

分といいますが、それをまず基金の額が１,３５２万円ありますが、これを手数料構成比で案分

いたしまして、各構成町のその額が決まります。 

 それで、なおかつ今度はそれで案分すれば一番いいんですが、職員が７名をとる町村ととらな

い町村がおるわけです。それで、とらない町村にはこの額を配分しないということにしまして、

とらない町村のを全部またプールいたしまして、それをさらにまた案分するというのが、今度は

採用団体に対する採用配分額の給料月額に対する案分で、だから要するにとるとこの町村の職員

の給料月額で、とらないとこの分のをとると。とらないとこの分のをプールして、それを職員を

とるとこの市町村に分け合うということになるという意味でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  いや、そうなると、あくまで４０５万３４９円は、いわゆる職

員採用料というとり方なのか、職員採用料、いわゆる実際的に引き取るっちゅう格好になれば、

実際的にはそういう感覚になるんか。例えば、実際的には町に引き取るわけでしょう。構成町の

中でいわゆる新たな職員を引き取るところについては、いわゆる金額を配分しますよということ

なんでしょう。そうすると、いわゆるそこに配分するいうことは、いわゆる職員１をとるよとい

うことなのか、どうなのかっちゅうことを聞きよるわけですよ。 

 例えば、その職員そうなると、実際的にはその身分、出発点の身分等がどうじゃったのかとい

うことで、出発点の職員、例えば町村から派遣しちょったいわゆるなのか、どうなのかっちゅう

ところが、非常にわかりにくいんですが。あくまでそこで雇うた市の職員で構成。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  東部地方税整理組合の職員でございまして、構成町から派遣した職員と

いうわけではございませんので、プロパーでございますから、当然その帰るとこがないので、そ
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れを構成町で身分を引き継ぐということになります。 

 ただ、その構成町の数と、その職員の数が同一ではありませんので、それで職員をとるとこと、

とらない市町村が出てくるということでございますので、とらない町村には、この財産分与をし

ないということで、その部分をプールして、とるとこの町村に配分すると、加算するということ

でございます。 

 周防大島町といたしましては、１名の職員を引き継ぐということになります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  この組合は、今まで特に税金の滞納とかには職員が出てから徴収

をしていただいたというような経緯がありますが、これで解散となると、今後は各町村の職員が

徴収に行くということになるんだろうというふうに思うわけですが、その辺はいかがなんですか

ね。そうならざるを得んということになるでしょうが。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  本来、賦課徴収というのは、その各自治体の固有の事務でございますの

で、当然その一部事務組合を解散すれば、その事務は当然その各町に返ってくるということでご

ざいます。 

 この一部事務組合に加入してないときは、当然各町とも自前でやっとったということでござい

ます。それで、合併して非常に町村の中では大きな町村となったわけでございますから、当然自

前でやると。市は当然今までも自前でやっておったということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第４１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４１号山口県東部地方税整理組

合の解散について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４２号山口県東部地方税整理組
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合の解散に伴う財産処分について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４３号山口市・徳地町・秋穂

町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４４号山口市・徳地町・秋穂

町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共

団体の数の減少について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４５号山口県市町村消防団員補

償等組合の財産処分について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４６号山口市・徳地町・秋穂

町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４７号山口県市町村職員退職手

当組合の財産処分について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４８号山口市・徳地町・秋穂

町・小郡町及び阿知須町の廃置分合に伴う山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６３．議案第４９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６３、議案第４９号平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助

事業沖浦西地区管路布設工事（第１工区）の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とし

ます。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第４９号平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地

区管路布設工事（第１工区）の請負契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。 

 本工事は、去る８月３０日にアイサワ工業株式外１１社による指名競争入札の結果、大島建設

株式会社に６,３３０万円で落札をいたしました。つきましては、消費税を加えました６,６４６万

５,０００円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。 

 施工場所は志佐地区で、工事概要につきましては径７５ミリから２００ミリの下水管路の布設

工２,０００メートル、マンホール１３カ所、小口径マンホール５０カ所、舗装工１,８５１平米、

水道補償工事４５８メートルでございます。 
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 本件工事をもちまして、志佐地区の補助対象事業は完了となります。 

 以上で補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第４９号、質

疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これ今回こうやって説明がありますが、赤いとこが管路布設だと

思うんですが、今回でこれで終わり、工事終わりということですが、このそれ以外の山手といい

ますかね、その辺にも集落があるように思うわけですが、その辺はもう工事はないという、そう

いうことですかね。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  今回で非補助の方の事業が終わりで、山手の方はもう済んでおり

ます。あと非補助が残っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これを見ると、旧大島地区から初めてというか、一部２回目と

いうことが入っちょるようなですが、実際的には今から先もこういう例えば組み合わせというこ

とについては、努力していくという格好でとらえてよいのかどうなのか。指名審査会の方聞いち

ょきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  今回の指名業者の選定につきましては、町内のＢランクから

３社引き上げて入札を執行しております。これは、競り合いのない入札ということもありました

けれども、こういった入札の結果を今後の参考にして、そういうことがあるんかどうかというこ

とを参考にしておりますので、これはあくまでも試行ということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第４９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４９号平成１７年度農業集落排

水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設工事（第１工区）の請負契約の締結について、原案

のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６４．議案第５０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６４、議案第５０号平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助

事業沖浦西地区管路布設工事（第２工区）の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とし

ます。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第５０号平成１７年度農業集落排水資源循環統合補助事業沖浦西地

区管路布設工事（第２工区）の請負契約の締結につきまして、補足説明を申し上げます。 

 本工事は、去る８月３０日にアイサワ工業株式会社外１２社による指名競争入札の結果、ユタ

カ工業株式会社に９,６００万円で落札をいたしました。つきましては、消費税を加えました

１億８０万円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。 

 施工場所は日見地区で、工事概要につきましては径５０ミリから２００ミリの下水管路の布設

工３,０７５メートル、マンホール１５カ所、小口径マンホール１０３カ所、舗装工３,２７３平

方メートル、水道補償工事５４０メートルでございます。 

 本件工事をもちまして、日見地区の補助対象事業は完了となります。 

 以上で補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第５０号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これが沖浦西地区の大体最後という言い方でされましたが、私

ずっと言いよったのは、分離発注についての考え方について言いよりました。といいますのが、

せっかく大きな工事をしても、できるだけ分業して発注する方が、よりいろんな業者についてあ

るんじゃないかということの立場から言いよりました。不況下ですから、当然。 

 そういう点での議論が、指名審査会によって分離発注という議論があったのか、なかったのか。

仮になかったとしても、やっぱり今後はできるだけ多くの業者にいわゆる参加していただくとい

う発想でいけば、分離発注というのは当然大きな課題ではないかというふうに考えておりますが、

指名審査会の基本的考え方聞いちょきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  今回の工事につきましては、まとまった地区ということで分離

発注を考えておりませんが、しておりませんが、今後につきましては分離発注は必要というふう

に考えております。したがいまして、できる限り分離して、工種によりまして分離して発注して
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いくということになると思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  指名審査会でございますので、私が会長ということでございますから、

一言申し上げますが、一つにはその受注機会をたくさんつくるということからすれば、その分離

発注ということも可能だと思いますし、また反対に言えば、その工法的なものもございますので、

すべてが分離発注がいいとは思っておりません。その工法、工法で個別に考えていきたいと思っ

ております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第５０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５０号平成１７年度農業集落排

水資源循環統合補助事業沖浦西地区管路布設工事（第２工区）の請負契約の締結について、原案

のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６５．議案第５１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６５、議案第５１号平成１７年度特定環境保全公共下水道事業管

路布設工事（西枝３工区）の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第５１号平成１７年度特定環境保全公共下水道事業管路布設工事

（西枝３工区）の請負契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。 

 本工事は、去る８月２２日にアイサワ工業株式会社外８社による指名競争入札の結果、大島建

設株式会社に５,７７０万円で落札をいたしました。つきましては、消費税を加えました

６,０５８万５,０００円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。 

 施工場所は西安下庄地区で、工事概要につきましては、径１５０ミリの下水管路の布設工

１,１５５メートル、９００ミリマンホール２４カ所、７５０ミリマンホール２４カ所、小口径

マンホール５４カ所、舗装工２,０６１平方メートルでございます。 

 以上で補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお
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願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第５１号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第５１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５１号平成１７年度特定環境保

全公共下水道事業管路布設工事（西枝３工区）の請負契約の締結について、原案のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６６．請願第４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６６、請願第４号周防大島町の交通事故の実態を調査し、施設・

設備の整備・改善を重視した交通事故防止計画を作成し、その実現に取り組んでいただくことに

関する請願書を上程し、これを議題とします。 

 紹介議員の説明を求めます。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  紹介議員といたしまして、ぜひとも早期に採択していただきた

いという立場から、紹介者として請願の要旨並びに請願の理由、意図するところについて紹介さ

せていただきます。 

 お手元に配布していますように、今回要旨としては、いわゆる周防大島町は町内の交通事故の

実態と事故防止のための施設設備の現状を調査し、その設備改善を重視した交通事故防止計画を

作成して、計画の内容を町民に公開し、関連機関に働きかけてその推進、実現に努めていただき

たいということで請願をするものであります。 

 今日までも御承知のように、不幸な事故が後を絶ちません。今回の趣旨は、今述べましたよう

に、実質的には交通事故の主たる要因にどこにあるのかという点が一つあります。 

 といいますのは、実際的学童や高齢者を対象とした交通安全教育が一定の成果を上げていると

いうことは、軽視してはいませんし、評価しております。しかし、大島郡の人身事故の約９割は

車対車の事故であるという点、そしてまたドライバー規制が事故防止のかぎであるという点、ま

た交通安全指導に参加するドライバーは、運転事故の限られた部分に過ぎないという点などを、
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ぜひとも理解まず前提としてしていただきたいというふうに思います。 

 また、この間いろんな委員会等ができておりますが、やはり今回請願者の趣旨としては、あく

まで交通事故防止計画を策定していただきたいと。そして、働きかけをお願いしたいという趣旨

であります。同趣旨については、先日町長の方にも提出させていただきました。 

 ぜひとも議会運営委員会の方でお願いはしたとおり、総務委員会の方に付託されます。そして、

請願者であります方も、ぜひ積極的に出て委員会に参加して、意見を述べたいと。当然私の方も、

請願者の立場から実際的には意見を述べていきたいというふうに考えております。ぜひ委員会に

おかれましては、積極的な議論をぜひお願いしたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。請願第４号、質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております請願第４号周防大島町の交通事故の実態を調査し、施設・設備

の整備・改善を重視した交通事故防止計画を作成し、その実現に取り組んでいただくことに関す

る請願書を、会議規則第９２条第１項の規定により、所轄の総務文教常任委員会へ付託します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。次の会議は９月２０日、火曜日、午前９時３０分から開きま

す。 

○事務局長代理（木元 真琴君）  一同御起立願います。一同、礼。 

○議長（新山 玄雄君）  どうもお疲れでございました。長時間御苦労さまでございました。お疲

れでした。 

午後５時27分散会 

────────────────────────────── 

 


